
Title 『穆天子伝』訳注稿〔一〕
Sub Title Mu Tianzi Zhuan (穆天子伝) I
Author 桐本, 東太(Kirimoto, Tota)

岡本, 真則(Okamoto, Masanori)
島田, 翔太(Shimada, Shota)
富田, 美智江(Tomita, Michie)

Publisher 三田史学会
Publication

year
2011

Jtitle 史学 (The historical
science). Vol.80, No.4 (2011. 12) ,p.101(377)- 161(437) 

JaLC DOI
Abstract
Notes 史料訳注
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00100104-20111200-0101

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

〔
監
訳
〕
桐
本
東
太

〔
訳
注
〕
岡
本
真
則
、
島
田
翔
太
、
富
田
美
智
江
ほ
か

序
文

『
穆
天
子
伝
』
は
不
思
議
な
書
物
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
不
思
議

な
書
物
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
難
解
な
書
物
で
あ
る
。
ま
こ
と
に

難
解
な
書
物
で
あ
る
。
こ
の
本
が
、
不
思
議
な
物
語
と
の
印
象
を

い
だ
か
せ
る
の
は
、
そ
こ
に
中
国
古
代
文
化
の
一
面
が
直
接
的
か

つ
強
烈
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
し
ば
し
ば

「
荒
唐
無
稽
」
と
い
う
一
言
に
よ
っ
て
一
刀
両
断
さ
れ
る
が
、
そ

れ
は
軽
率
な
速
断
に
す
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
不
思
議
」

と
「
荒
唐
無
稽
」
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
全
く
性
質
の
違
う
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
書
に
「
難
解
」
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
が
は
り
つ
け
ら
れ
る
の
も
、
書
物
の
中
に
誤
字
や
脱
簡
、

そ
し
て
錯
簡
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
の
み
に
、
そ
の
原
因

が
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
が
中
国
の
古
代
文
化
に
、

い
ま
だ
十
分
に
手
の
届
く
場
所
に
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
中
国

の
古
代
文
明
に
対
す
る
蘊
蓄
・
蓄
積
が
圧
倒
的
に
足
り
な
い
の
で

あ
る
。『
穆
天
子
伝
』
は
他
の
中
国
古
代
の
文
化
と
同
様
に
、
激

し
い
振
幅
を
繰
り
返
す
、
振
り
子
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

文
章
は
、
あ
る
時
は
右
側
に
大
き
く
揺
れ
、
ま
た
あ
る
時
は
突
然

左
に
か
じ
を
切
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
激
し
い
ブ

レ
は
、
中
国
古
代
の
人
々
に
は
す
で
に
熟
知
さ
れ
、
実
践
さ
れ
て

い
た
文
化
的
な
営
み
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
儒
家
は
、「
中
庸
」
を

提
唱
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
本
を
読
み
と
く
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
バ
ッ
ク

グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
人
々
が
共
同
し
て
読
解
に
あ
た
る
こ
と
が
、

必
要
不
可
欠
な
条
件
と
な
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
ま

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
〇
一
（
三
七
七
）



こ
と
に
幸
運
な
状
況
を
享
受
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
も
そ
も
慶
應

義
塾
大
学
の
「
古
代
中
国
研
究
会
」
は
、
先
達
の
伊
藤
清
司
先
生

の
代
か
ら
始
ま
り
、
実
に
三
十
数
年
余
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、

様
々
な
中
国
古
代
の
テ
ク
ス
ト
の
輪
読
を
続
け
て
き
た
。
そ
し
て

今
回
輪
読
の
対
象
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
『
穆
天
子
伝
』
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
参
加
者
の
専
門
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、

左
の
研
究
会
参
加
者
一
覧
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
読
者
に
も
納

得
し
て
い
た
だ
け
る
で
あ
ろ
う
。

井
上
順
子
（
中
国
少
数
民
族
の
神
話
）、
岡
本
真
則
（
殷
・
周

史
）、
川
村
潮
（『
周
易
』
史
研
究
）、
桐
本
東
太
（
中
国
古
代
文

化
史
、
民
俗
学
）、
齋
藤
道
子
（
春
秋
時
代
史
）、
島
田
翔
太
（
中

国
古
代
文
化
史
・
書
誌
学
）、
進
藤
倫
太
郎
（
殷
・
周
史
）、
富
田

美
智
江
（
中
国
古
代
文
化
史
、
民
俗
学
）、
原
宗
子
（
中
国
環
境

史
）、
水
野
卓
（
春
秋
時
代
史
）、
森
雅
子
（
比
較
神
話
学
）、
森

和
（『
山
海
経
』・
出
土
簡
帛
研
究
）、
矢
島
明
希
子
（
中
国
古
代

文
化
史
、
民
俗
学
）、
�
田
章
人
（
春
秋
時
代
史
）。（
な
お
こ
の

中
で
、
表
題
に
名
を
連
ね
て
い
る
三
名
は
、
今
回
の
発
表
部
分
に

つ
い
て
、
中
心
と
な
っ
て
作
業
を
し
て
く
れ
た
研
究
者
で
あ
る
）。

ざ
っ
と
以
上
の
よ
う
な
人
々
が
研
究
会
に
参
加
し
て
い
る
。
ひ

と
り
思
想
史
の
専
門
家
が
い
な
い
の
は
痛
根
の
極
み
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
中
国
古
代
史
の
専
門
分
野
を
ほ
ぼ
縦
断
し
た
布
陣
で
あ

る
こ
と
は
認
め
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
私
た
ち
は
、
こ
の
メ
ン

バ
ー
で
、
様
々
な
立
場
か
ら
自
由
に
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
、
今

回
の
訳
注
を
作
成
し
た
。

今
更
あ
ら
た
め
て
贅
言
を
つ
い
や
す
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
論

文
で
あ
れ
、
ま
た
翻
訳
で
あ
ろ
う
と
、
先
学
の
蓄
積
を
消
化
す
る

の
は
当
然
の
営
為
で
あ
る
。『
穆
天
子
伝
』
の
日
本
語
訳
は
数
種

存
在
す
る
が
、
最
新
の
成
果
で
あ
る
山
崎
藍
氏
の
翻
訳
（
竹
田

晃
・
黒
田
真
美
子
編
『
中
国
古
典
小
説
選
１
』
明
治
書
院
、
二
〇

〇
七
年
）
が
、
一
般
向
き
に
書
か
れ
た
だ
け
あ
っ
て
、
最
も
簡
潔

か
つ
明
噺
と
言
え
る
。
た
だ
私
は
拙
文
の
冒
頭
で
、
中
国
の
古
代

文
化
を
激
し
く
揺
れ
る
振
り
子
に
た
と
え
た
が
、
古
代
史
の
テ
ク

ス
ト
に
附
さ
れ
た
注
も
、
右
か
ら
左
に
、
あ
る
い
は
左
か
ら
右
に

大
き
く
ぶ
れ
て
い
る
。
山
崎
氏
の
訳
業
は
、
そ
れ
が
一
般
読
者
を

対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
、

お
お
む
ね
「
中
庸
」
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
注
釈
を
参
照
し
な
が
ら
、

本
文
の
読
解
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
清
濁
あ
わ

せ
の
む
中
国
古
代
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
に
は
、
い
さ
さ
か
の
瑕
瑾

あ
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
新
た
に
注
釈
を
ほ
ど

こ
す
価
値
と
余
地
が
あ
る
と
考
え
た
、
そ
も
そ
も
の
由
来
も
こ
の

点
に
端
を
発
し
て
い
る
。

し
か
し
、
翻
訳
に
着
手
し
た
動
機
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

一
〇
二
（
三
七
八
）



い
。『
穆
天
子
伝
』
の
冒
頭
に
登
場
す
る
、
穆
王
の
近
臣
「
井

利
」
の
名
前
が
、
最
近
出
版
さ
れ
た
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』

の
中
に
も
登
場
す
る
こ
と
が
、
つ
い
最
近
判
明
し
た
。
こ
う
し
て

『
穆
天
子
伝
』
は
出
土
資
料
と
の
相
互
照
射
が
可
能
な
古
文
献
と

し
て
、
新
た
な
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
る
地
点
に
返
り
咲
く
こ

と
に
な
っ
た
（
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
か
つ
て
「
荒
唐
無
稽
」
な

書
物
の
代
表
格
と
さ
れ
た
『
山
海
経
』
が
、
た
と
え
ば
操
蛇
神
な

ど
、『
山
海
経
』
の
本
文
と
対
応
す
る
文
物
が
頻
繁
に
出
土
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
た
の
と
軌
を
一
に
す
る
側
面
を
、

『
穆
天
子
伝
』
は
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
『
山
海

経
』
と
『
穆
天
子
伝
』
の
記
載
に
一
致
す
る
部
分
の
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
年
月
を
閲
し
て
い
る
。
し
か
し

『
山
海
経
』
が
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
集
団
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

こ
と
は
、
今
日
こ
の
書
物
に
対
す
る
絶
対
的
な
定
説
に
な
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
穆
天
子
伝
』
成
立
の
背
景
に
、
こ
れ
と

同
様
の
人
々
の
介
在
を
認
め
る
の
は
、
現
時
点
で
は
い
さ
さ
か
強

引
に
す
ぎ
る
。『
穆
天
子
伝
』
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
か
く
も
複
雑

に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
安
易
な
憶
説
の
出
現
を
許
さ
な
い
の
で
あ

る
）。話

を
も
と
に
も
ど
す
と
、
こ
う
し
た
背
景
に
よ
っ
て
、
私
た
ち

は
、『
穆
天
子
伝
』
訳
注
の
刊
行
を
決
意
す
る
に
い
た
っ
た
。

な
お
通
釈
と
標
榜
す
る
以
上
、
当
該
す
る
書
物
に
関
す
る
、
あ

ら
ま
し
の
説
明
を
附
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て

は
、
大
野
圭
介
「『
穆
天
子
伝
』
研
究
序
説
」（『
桃
の
会
論
集
』

三
集
〈
小
南
一
郎
先
生
退
休
紀
念
論
集
〉、
二
〇
〇
五
年
）
が
、

こ
の
漢
籍
の
発
見
の
い
き
さ
つ
に
始
ま
り
、
研
究
の
進
捗
状
況
、

『
穆
天
子
伝
』
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
所
在
等
を
、
的
確
な
目
配
り

を
お
こ
た
ら
ず
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
い
る
。
し
か
し
『
桃

の
会
論
集
』
は
や
や
入
手
し
に
く
い
学
術
雑
誌
で
あ
る
た
め
、
今

回
は
大
野
論
文
も
射
程
の
う
ち
に
入
れ
な
が
ら
、
森
和
氏
に
新
た

な
視
座
か
ら
の
解
題
の
執
筆
を
お
願
い
し
た
。

さ
て
余
計
な
お
し
ゃ
べ
り
は
こ
の
位
に
し
て
、
早
速
解
題
・
訳

注
の
開
幕
と
す
る
。
読
者
諸
氏
の
御
叱
正
を
請
う
次
第
で
あ
る
。

（
桐
本
東
太
）

解
題

『
穆
天
子
伝
』
は
、
西
晋
の
咸
寧
五
年
（
二
七
九
）
〜
太
康
二

年
（
二
八
一
）
に
汲
郡
汲
県
（
現
河
南
省
新
郷
地
区
衛
輝
市
の

西
）
の
不
準
と
い
う
人
物
が
戦
国
魏
の
襄
王
（
前
三
一
八
〜
前
二

九
六
在
位
）
も
し
く
は
安
釐
王
（
前
二
七
六
〜
前
二
四
三
在
位
）

の
冢
と
さ
れ
る
古
墓
を
盗
掘
し
て
得
ら
れ
た
車
数
十
台
分
、
十
余

万
言
と
い
う
大
量
の
竹
簡
群
、
い
わ
ゆ
る
「
汲
冢
書
（
汲
冢
竹

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
〇
三
（
三
七
九
）



書
）」
七
十
五
篇
の
う
ち
の
一
篇
で
あ
る
（
１
）
。
こ
の
『
穆
天
子
伝
』

を
含
む
汲
冢
書
は
、
長
さ
二
尺
四
寸
（
約
55
・
４
㎝
）
の
竹
簡
に

一
枚
四
十
字
を
科
斗
文
字
（
あ
る
い
は
小
篆
と
も
い
う
）
で
墨
書

し
、
素
絲
で
編
綴
さ
れ
て
い
た
が
、
盗
掘
時
に
照
明
代
わ
り
に
焼

か
れ
た
り
、
郡
府
が
収
容
す
る
際
に
不
用
意
に
扱
っ
た
り
し
た
た

め
、
破
損
残
欠
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
竹
書
は
詔
命
を

受
け
た
中
書
監
の
荀
�
（
？
〜
二
八
九
）・
中
書
令
の
和
�
（
？

〜
二
九
二
）
ら
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
今
文
（
当
時
の
通
行
書

体
）
で
二
尺
（
約
四
六
・
二
）
の
黄
紙
に
書
写
さ
れ
た
後
、
原
簡

と
正
本
が
宮
中
秘
蔵
の
経
籍
と
し
て
所
蔵
さ
れ
、
副
本
が
秘
書

省
・
中
書
・
蘭
台
の
三
閣
に
保
管
さ
れ
た
。
こ
の
荀
�
ら
に
よ
る

整
理
の
段
階
で
、『
晋
書
』
束
�
伝
に
「
周
穆
王
の
四
海
を
游
行

し
、
帝
臺
・
西
王
母
に
見
ゆ
る
を
言
う
」
と
説
明
さ
れ
る
『
穆
天

子
伝
』
五
篇
と
（
２
）
、「
雜
書
十
九
篇
」
の
う
ち
の
一
篇
『
周
穆
王
美

人
盛
姫
死
事
』
と
が
合
篇
さ
れ
、
現
行
テ
キ
ス
ト
の
六
巻
構
成
に

編
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

『
穆
天
子
伝
』
に
現
存
す
る
最
古
の
注
を
施
し
た
の
は
、「
博
學

に
し
て
高
才
有
」
り
、
か
つ
「
古
文
奇
字
を
好
」
ん
だ
と
さ
れ
る

郭
璞
（
二
七
六
〜
三
二
四
）
で
あ
る
。
郭
璞
は
そ
の
注
の
中
で
し

ば
し
ば
同
じ
汲
冢
書
の
一
篇
で
あ
る
『（
竹
書
）
紀
年
』
を
引
用

す
る
一
方
、『
山
海
経
』
の
注
で
は
『
穆
天
子
伝
』
を
引
用
し
、

ま
た
「
注
『
山
海
経
』
叙
」
に
お
い
て
も
『
穆
天
子
伝
』
な
ど
の

史
料
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
穆
天
子

伝
』
の
本
文
を
理
解
す
る
上
で
の
郭
璞
注
の
重
要
性
を
考
慮
し
、

本
訳
注
で
は
注
の
原
文
・
訓
読
も
併
記
し
た
。

晋
代
以
降
の
『
穆
天
子
伝
』
の
扱
い
や
研
究
史
に
つ
い
て
は
、

序
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
大
野
圭
介
氏
の
「
研
究
序
説
（
３
）
」
や
山

崎
藍
氏
の
「
解
説
（
４
）
」
が
あ
る
が
、
解
題
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
全

く
触
れ
な
い
訳
に
も
い
か
な
い
の
で
、
両
氏
の
議
論
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。『
穆
天
子
伝
』
は
、
日
干

支
ご
と
に
穆
王
の
行
動
を
記
録
す
る
体
裁
を
採
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、『
隋
書
』
経
籍
志
な
ど
明
以
前
の
歴
代
図
書
目
録
で
は

主
に
史
部
・
起
居
注
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。
丁
謙
・
小
川
琢

治
・
顧
実
・
于
省
吾
・
顧
頡
剛
・
岑
仲
勉
な
ど
近
現
代
の
先
学
諸

氏
に
よ
る
『
穆
天
子
伝
』
の
歴
史
学
な
い
し
は
歴
史
地
理
学
的
研

究
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ

よ
う
（
６
）
。
ま
た
個
々
の
西
周
金
文
と
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
楊
樹

達
・
唐
蘭
・
白
川
静
諸
氏
な
ど
の
金
文
研
究
も
、『
穆
天
子
伝
』

研
究
が
メ
イ
ン
で
は
な
い
も
の
の
、『
穆
天
子
伝
』
を
歴
史
学
的

史
料
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
如
上
の
支
流
と
見
做

せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
明
代
後
期
の
胡
応
麟

（
一
五
五
一
〜
一
六
〇
二
）
は
『
少
室
山
房
筆
叢
』
戊
部
・
三
墳

史

学
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補
下
で
「
然
ら
ば
頗
る
小
説
の
濫
觴
爲
ら
ん
」
と
述
べ
て
『
穆
天

子
伝
』
を
中
国
の
小
説
の
起
源
と
見
做
し
、
清
代
の
図
書
目
録
で

あ
る
『
天
一
閣
書
目
』
や
『
四
庫
全
書
総
目
』
で
は
子
部
・
小
説

家
類
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
流
れ
の
延
長
線
上
に
は
、
土
居
光

知
・
御
手
洗
勝
・
森
雅
子
な
ど
の
先
学
諸
氏
に
よ
る
比
較
文
学
も

し
く
は
神
話
学
的
研
究
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
（
７
）
、
ま
た
大
野

氏
の
「
序
説
」
や
竹
田
晃
氏
の
「
解
説
」
も
文
学
・
神
話
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
に
重
点
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
８
）
。

以
上
の
よ
う
な
『
穆
天
子
伝
』
研
究
を
め
ぐ
る
二
つ
の
大
き
な

潮
流
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
本
訳
注
稿
で
は
、
も
う
一
つ
、
新

た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
可
能
性
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
近
年
の
古
代
中
国
研
究
に
お
い
て
重
要
度
を
増
し
て
い

る
出
土
簡
帛
資
料
と
そ
の
研
究
分
野
の
知
識
・
成
果
を
活
用
し
て

『
穆
天
子
伝
』
を
理
解
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
解
題

の
冒
頭
で
『
穆
天
子
伝
』
が
墓
葬
か
ら
盗
掘
さ
れ
た
竹
簡
で
あ
る

こ
と
、
そ
の
形
制
や
文
字
に
つ
い
て
殊
更
に
言
及
し
た
の
も
、
そ

う
し
た
意
図
に
因
る
。
現
存
す
る
簡
帛
資
料
の
発
見
自
体
は
二
十

世
紀
初
頭
か
ら
西
北
辺
境
地
区
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、

『
穆
天
子
伝
』
と
同
じ
よ
う
に
戦
国
期
の
古
書
と
限
定
す
る
な
ら

ば
、
現
在
ま
で
に
、
①
信
陽
楚
簡
（
９
）
、
②
慈
利
楚
簡
（
１０
）
、
③
郭
店
楚
簡
（
１１
）
、

④
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
１２
）
、
⑤
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
書
（
１３
）
の
五

種
類
の
竹
簡
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
④
・
⑤
は
一

旦
市
場
に
流
失
し
た
竹
簡
が
収
蔵
さ
れ
た
も
の
な
の
で
墓
葬
か
ら

出
土
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
（
１４
）
、
そ
の
中
に

は
楚
王
や
孔
子
に
ま
つ
わ
る
複
数
の
故
事
、
逸
詩
や
賦
な
ど
の
文

学
、『
大
戴
礼
記
』
武
王
践

、『
尚
書
』
や
『
逸
周
書
』
に
見
ら

れ
る
篇
、
さ
ら
に
は
周
初
か
ら
戦
国
前
期
ま
で
の
史
事
を
記
載
し

た
『
竹
書
紀
年
』
に
類
似
す
る
編
年
体
の
史
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
楚
系
文
字
」
と
呼
ば
れ
る
秦
以
前
の
古
文
字
で
書

か
れ
た
多
種
多
様
な
古
書
が
主
と
し
て
墓
葬
か
ら
出
土
し
て
い
る

現
状
を
考
え
る
と
、『
穆
天
子
伝
』
が
も
と
も
と
墓
葬
出
土
の
古

書
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。『
穆
天
子

伝
』
に
は
従
来
の
字
書
に
は
見
ら
れ
な
い
音
義
不
明
の
文
字
が
幾

つ
か
確
認
さ
れ
る
が
、
も
し
か
す
る
と
上
述
の
戦
国
竹
書
に
書
か

れ
た
隷
定
困
難
な
楚
系
文
字
が
何
ら
か
の
解
読
の
鍵
に
な
る
か
も

知
れ
な
い
（
勿
論
、
魏
と
楚
の
地
域
差
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
）。
最
後
に
、『
穆
天
子
伝
』
に
対
す
る
簡
帛
学
的
ア
プ
ロ

ー
チ
の
第
一
歩
と
し
て
出
土
情
況
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。

『
晋
書
』
律
暦
志
や
同
束
�
伝
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
汲
冢
書
が
出

土
し
た
墓
葬
か
ら
は
玉
律
や
鐘
・
磬
な
ど
の
楽
器
や
銅
剣
が
同
時

に
出
土
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
副
葬
器
物
は
『
穆
天
子
伝
』
を
含

む
汲
冢
書
と
同
じ
く
、
墓
主
の
身
分
や
職
掌
と
深
く
関
係
す
る
と

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
〇
五
（
三
八
一
）



思
わ
れ
る
（
15
）
。『
穆
天
子
伝
』
の
内
容
理
解
に
止
ま
ら
ず
、
こ
の
よ

う
な
出
土
簡
帛
と
し
て
の
背
景
に
ど
こ
ま
で
迫
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
、
本
訳
注
の
大
き
な
目
標
で
あ
る
。

註（
１
）
『
穆
天
子
伝
』
を
含
む
汲
冢
書
の
出
土
年
お
よ
び
墓
主
に

つ
い
て
は
史
料
に
よ
り
以
下
の
よ
う
に
異
同
が
あ
る
。

（
２
）
杜
預
『
春
秋
左
氏
経
伝
集
解
』
後
序
の
孔
穎
達
『
正
義
』

に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
に
は
「『
周
王
遊
行
』
五
卷
」
と
あ
る
。

（
３
）
大
野
圭
介
「『
穆
天
子
伝
』
研
究
序
説
」（『
桃
の
会
論

集
』
三
集
〈
小
南
一
郎
先
生
退
休
紀
念
論
集
〉、
二
〇
〇
五

年
）。

（
４
）
山
崎
藍
「
穆
天
子
伝
・
解
説
」（
竹
田
晃
・
黒
田
真
美
子

編
『
中
国
古
典
小
説
選
１
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
５
）
『
隋
書
』
経
籍
志
・
史
部
・
起
居
注
類
・
小
序
に
「
晉
時
、

又
た
汲
冢
書
を
得
、『
穆
天
子
傳
』
有
り
、
體
制
は
今
の
起
居

と
正
し
く
同
じ
く
、
蓋
し
周
時
の
内
史
の
記
す
所
の
王
命
の

副
な
り
」
と
あ
る
。
ま
た
起
居
注
類
を
立
て
な
い
北
宋
・
王

堯
臣
等
『
崇
文
総
目
』
や
南
宋
・
晁
公
武
撰
『
郡
斎
読
書

志
』
は
伝
記
類
に
、『
宋
史
』
芸
文
志
は
別
史
類
に
そ
れ
ぞ
れ

分
類
す
る
。

（
６
）
丁
謙
『
穆
天
子
伝
地
理
考
証
』（『
浙
江
図
書
館
叢
書
』
第

二
集
（
一
九
一
五
年
刊
）
所
収
。
ま
た
『
地
学
雑
誌
』
第
六

年
（
一
九
一
五
年
）
第
七
・
八
期
合
冊
〜
第
十
一
期
に
分
載
）、

小
川
琢
治
「
周
穆
王
の
西
征
」（
同
『
支
那
歴
史
地
理
研
究
』

続
集
、
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
九
年
）、
顧
実
『
穆
天
子
伝
西

征
講
疏
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
四
年
）、
于
省
吾
「
穆
天

子
伝
新
証
」（『
考
古
学
社
社
刊
』
第
六
期
、
一
九
三
七
年
）、

顧
頡
剛
「
穆
天
子
伝
及
其
著
作
時
代
」（『
文
史
哲
』
第
一
巻

第
二
期
、
一
九
五
一
年
）、
岑
仲
勉
「
穆
天
子
伝
西
征
地
理
概

出
土
年

墓
王

史
料

咸
寧
五
年

魏
襄
王
冢

『
晋
書
』
武
帝
紀

『
史
記
』
周
本
紀
『
正
義
』

太
康
元
年

魏
襄
王
冢

『
晋
書
』
衛
恒
伝
引
「
四
体
書
勢
」

太
康
元
年

魏
安
釐
王
冢

『
芸
文
類
聚
』
礼
部
下
冢
墓
引
王
隠

『
晋
書
』

『
春
秋
左
氏
経
伝
集
解
』
後
序
『
正

義
』
引
王
隠
『
晋
書
』
束
�
伝

太
康
元
年

旧
冢

『
春
秋
左
氏
経
伝
集
解
』
後
序

太
康
二
年

魏
襄
王
墓

或
言
安
釐
王
冢
『
晋
書
』
束
�
伝

太
康
二
年

古
冢

『
穆
天
子
伝
』
序

史

学

第
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測
」（『
中
山
大
学
学
報
』
一
九
五
七
年
第
二
期
）
な
ど
。

（
７
）
土
居
光
知
「
極
東
に
お
け
る
太
陽
神
後
裔
の
旅
行
」（
同

『
古
代
伝
説
と
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）、
御
手
洗

勝
「『
穆
天
子
伝
』
成
立
の
背
景
」（
同
『
古
代
中
国
の
神
々

―
古
代
伝
説
の
研
究
―
』
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）、
森
雅
子

「
穆
王
讃
歌
」（『
史
学
』
第
六
十
五
巻
第
一
・
二
号
、
一
九
九

五
年
）
な
ど
。

（
８
）
大
野
注（
３
）前
掲
論
文
。
竹
田
晃
氏
は
注（
４
）前
掲
書
所

収
の
「
漢
・
魏
時
代
の
文
言
小
説
（
解
説
）」
で
文
言
小
説
の

極
め
て
「
原
初
的
な
形
式
と
内
容
と
し
て
�
英
雄
や
有
名
人

へ
の
関
心
、
�
最
果
て
の
地
方
や
異
域
（
外
国
）
へ
の
関
心
、

�
神
仙
の
存
在
に
つ
い
て
の
関
心
、
不
老
長
寿
へ
の
憧
れ
、

�
歴
史
上
の
事
件
や
伝
承
、
ま
た
巷
間
の
雑
事
に
つ
い
て
の

見
聞
、
の
四
点
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
も
つ
と
い
う
点

に
着
目
し
て
『
穆
天
子
』
を
含
む
十
一
種
の
書
・
作
品
を
本

「
小
説
選
」
の
第
１
巻
〈
漢
・
魏
〉
に
あ
え
て
収
録
し
た
」
と

説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
信
陽
楚
簡
は
、
一
九
五
七
年
三
〜
五
月
に
河
南
省
信
陽
市

長
台
関
郷
の
信
陽
一
号
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
一
四
八
片
の
竹

簡
群
。
そ
の
う
ち
の
一
組
一
一
九
片
（
全
て
断
簡
、
四
七
〇

余
字
が
残
存
）
が
古
佚
書
（『
墨
子
』
佚
文
を
含
む
と
さ
れ

る
）。
河
南
省
文
物
研
究
所
『
信
陽
楚
墓
』（
文
物
出
版
社
、

一
九
八
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
１０
）
慈
利
楚
簡
は
、
一
九
八
七
年
五
〜
六
月
に
湖
南
省
張
家
界

市
慈
利
県
城
関
の
石
板
村
三
十
六
号
戦
国
墓
か
ら
出
土
し
た

残
簡
四
五
五
七
片
。
内
容
は
『
国
語
』
呉
語
や
『
逸
周
書
』

大
武
解
な
ど
の
伝
世
文
献
と
比
較
対
照
が
可
能
な
一
類
と
、

『
管
子
』『
寧
越
子
』
な
ど
の
佚
文
あ
る
い
は
古
佚
書
と
い
う
。

湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
等
「
湖
南
慈
利
石
板
村
36
号
戦
国

墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
九
〇
年
第
十
期
）、
張
春
龍

「
慈
利
楚
簡
概
述
」（
艾
蘭
・
�
文
編
『
新
出
簡
帛
研
究
』
文

物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
１１
）
郭
店
楚
簡
は
、
一
九
九
三
年
十
月
に
湖
北
省
荊
門
市
の
郭

店
一
号
楚
墓
か
ら
出
土
し
た
八
〇
〇
余
枚
（
有
字
簡
七
三
〇

枚
）
の
竹
簡
群
。
内
容
は
三
種
類
の
『
老
子
』・「
太
一
生

水
」
の
道
家
系
統
の
著
作
と
「
緇
衣
」・「
唐
虞
之
道
」
な
ど

の
儒
家
系
統
の
著
作
、
短
文
か
ら
な
る
教
育
用
の
格
言
集

「
語
叢
」
な
ど
。
墓
葬
の
年
代
は
戦
国
中
期
偏
晩
、
前
三
〇
〇

年
頃
に
比
定
さ
れ
、
そ
の
規
模
か
ら
墓
主
は
上
士
の
身
分
と

さ
れ
る
。
荊
門
市
博
物
館
編
『
郭
店
楚
墓
竹
簡
』（
文
物
出
版

社
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
１２
）
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
は
、
一
九
九
四
年
五
月
に
上

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
〇
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（
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三
）



海
博
物
館
が
香
港
の
骨
董
市
場
で
購
入
し
た
一
二
〇
〇
余
枚

の
竹
簡
群
と
、
同
年
秋
冬
の
際
に
ま
た
香
港
の
骨
董
市
場
で

発
見
さ
れ
、
個
人
五
人
が
購
入
し
て
上
海
博
物
館
に
寄
付
し

た
四
九
七
枚
の
竹
簡
群
。
内
容
の
多
く
は
古
佚
書
で
あ
る
が
、

『
周
易
』
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
年
代
は
放
射
性
炭
素
Ｃ
14

の
測
定
に
よ
り
前
三
七
二
〜
前
二
四
二
の
間
と
さ
れ
る
。
馬

承
源
主
編
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）
〜
（
八
）』

（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
〜
二
〇
一
一
年
、
続
刊
）

な
ど
を
参
照
。

（
１３
）
清
華
大
学
蔵
戦
国
楚
竹
書
は
、
清
華
大
学
校
友
が
香
港
の

骨
董
市
場
で
購
入
し
て
二
〇
〇
八
年
七
月
に
清
華
大
学
に
寄

贈
し
た
約
二
五
〇
〇
枚
の
竹
簡
群
。
内
容
は
戦
国
時
代
の
書

籍
六
十
篇
以
上
と
い
う
。
そ
の
年
代
は
Ｃ
14
の
測
定
お
よ
び

樹
輪
校
正
に
よ
り
前
三
三
五
〜
前
二
七
五
の
間
と
さ
れ
る
。

清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編

李
学
勤
主
編

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
壱
）』（
中
西
書
局
、
二
〇
一
〇
年

〜
、
続
刊
）
な
ど
を
参
照

（
１４
）
た
だ
し
、
私
は
現
在
ま
で
に
戦
国
時
代
の
墓
葬
以
外
の
遺

跡
や
遺
構
か
ら
簡
帛
資
料
が
出
土
し
た
と
い
う
例
は
寡
聞
に

し
て
知
ら
な
い
。

（
１５
）
汲
冢
の
墓
主
に
つ
い
て
、
藤
田
勝
久
氏
は
、
①
汲
冢
が
魏

の
国
都
か
ら
遠
方
で
、
趙
と
の
紛
争
地
に
あ
た
る
国
境
地
帯

に
位
置
す
る
こ
と
、
②
王
墓
の
根
拠
と
さ
れ
る
『
紀
年
』
の

「
今
王
」
の
記
載
は
、
睡
虎
地
秦
簡
『
編
年
記
』
に
見
え
る

「
今
元
年
」
や
双
古
堆
漢
簡
『
年
表
』
の
「
今
王
」
の
記
載
と

同
じ
く
、
墓
主
が
王
で
あ
る
こ
と
を
直
接
示
す
も
の
で
は
な

く
、
最
後
に
記
載
さ
れ
た
時
期
が
「
今
王
」
の
時
代
で
あ
る

こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
③
戦
国
時
代
の
封
君
に
封

地
は
国
都
か
ら
遠
い
方
が
良
い
と
す
る
考
え
が
あ
り
、
実
際

に
国
境
付
近
に
封
地
を
も
つ
封
君
が
多
い
こ
と
、
④
汲
冢
書

の
内
容
が
、
漢
代
の
諸
王
も
し
く
は
諸
侯
ク
ラ
ス
の
墓
葬
に

副
葬
さ
れ
た
書
籍
の
種
類
に
よ
く
似
る
こ
と
、
の
四
点
か
ら

魏
の
封
君
ク
ラ
ス
の
墓
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る

（
藤
田
勝
久
『
史
記
戦
国
史
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
年
）。

（
森

和
）

訳
注

凡

例

一
、
本
訳
注
は
晉
・
郭
璞
注
『
穆
天
子
伝
』
を
対
象
と
し
、
底
本

に
は
、
台
湾
中
華
書
局
刊
『
四
部
備
要
』（
一
九
八
七
年
二

月
十
五
日
版
）
所
収
の
清
・
洪
頤
�
校
本
（
一
八
〇
〇
年

史

学

第
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号
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〇
八
（
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四
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校
）
を
用
い
た
。
同
書
は
、
上
海
中
華
書
局
刊
『
四
部
備

要
』（
倣
宋
鉛
活
字
印
本
、
一
九
二
〇
〜
一
九
三
六
年
）
所

収
の
洪
頤
�
校
本
の
影
印
で
あ
る
。
洪
頤
�
校
本
は
、
清
・

孫
星
衍
『
平
津
館
叢
書
』（
一
八
〇
六
年
）
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

二
、
本
訳
注
は
、
内
容
を
考
慮
し
て
全
体
を
適
宜
分
割
し
、
各
段

落
冒
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
﹇
一
﹈、﹇
二
﹈、﹇
三
﹈
…
…
の
順
で
通

し
番
号
を
付
し
た
。

三
、
各
段
落
は
、
原
文
、
訓
読
、
現
代
語
訳
、
注
釈
か
ら
な
る
。

ま
た
、
原
文
・
訓
読
、
及
び
注
釈
に
お
け
る
史
料
の
引
用
で

は
、
原
則
と
し
て
正
字
体
を
用
い
、
そ
れ
以
外
は
常
用
漢
字

体
を
用
い
た
。

四
、
本
訳
注
で
は
、
原
文
を
干
支
ご
と
に
区
切
り
、
各
文
冒
頭
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
１
、
２
、
３
…
…
の
順
で
通
し
番
号
を
付
し
た
。

な
お
、
現
代
語
訳
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
干
支
の
下
に
、
そ
の

干
支
が
60
あ
る
う
ち
の
何
番
目
の
も
の
で
あ
る
か
を
丸
数
字

で
示
し
た
。

五
、
原
文
・
訓
読
で
は
、
郭
璞
注
を
〔

〕
内
に
示
し
た
。

六
、
原
文
の
「
□
」
は
欠
字
を
示
す
が
、
清
・
�
云
升
校
『
覆
校

穆
天
子
伝
』（『
五
経
歳
�
斎
校
書
三
種
』（
一
八
三
二
年

序
）
所
収
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
字
数
は
一
字
と
は

限
ら
ず
、
複
数
字
以
上
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
部
分
も
少
な
く

な
い
。
従
っ
て
、
本
訳
注
で
は
、
訓
読
・
現
代
語
訳
に
お
い

て
、
原
文
の
一
部
の
「
□
」
を
「
…
…
」
と
表
記
し
た
。

七
、
訓
読
で
各
種
括
弧
を
用
い
て
示
し
た
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
な
意
味
を
示
す
。

①

…
…
衍
字
。
現
代
語
訳
で
は
、
こ
れ
を
削
除
し
た
。

②
〈

〉
…
…
直
前
の
文
字
が
〈

〉
内
の
文
字
の
誤
り
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。
現
代
語
訳
で
は
こ
の
誤
り
を
訂
正
し
て
解

釈
し
た
。

③
【

】
…
…
原
文
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
内
容
か

ら
し
て
補
う
べ
き
文
字
。
現
代
語
訳
で
は
こ
れ
を
補
っ
て
解

釈
し
た
。

八
、
訓
読
で
は
、
郭
璞
注
で
引
用
さ
れ
た
文
献
に
つ
い
て
、
そ
の

篇
名
等
を
補
っ
た
場
合
は
、（

）
で
示
し
た
。

九
、
現
代
語
訳
は
、
本
文
の
み
を
対
象
と
し
、
そ
の
さ
い
本
文
に

な
い
意
味
を
補
っ
た
場
合
は
、（

）
で
示
し
た
。

十
、
注
釈
で
原
文
を
引
用
す
る
さ
い
に
は
、
引
用
箇
所
を
（1.2

a.5

）、（5.3b.13

）
な
ど
と
記
す
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

そ
れ
ぞ
れ
、
底
本
の
巻
一
第
二
葉
前
半
第
五
行
目
、
巻
五
第

三
葉
後
半
第
十
三
行
目
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

十
一
、
原
文
に
見
え
る
地
名
・
国
族
名
等
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
〇
九
（
三
八
五
）



立
大
学
殷
周
史
研
究
会
「
穆
天
子
伝
地
名
国
族
名
諸
説
索

引
」（『
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
論
集
』
第
二
十
四
集
、
二
〇

〇
六
年
。
以
下
、
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）
に
お
い
て
、

先
行
研
究
が
詳
細
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
本
訳
注
で
は
、
基

本
的
に
こ
れ
に
依
拠
し
て
、
諸
説
を
併
記
す
る
に
止
め
た
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
を
参
照
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
本
訳
注
で
現
在
の
中
国
の
地
名
を
表
記
す
る

さ
い
に
は
、
二
〇
一
〇
年
現
在
の
行
政
区
画
に
基
づ
く
こ
と

と
し
た
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
地
名
に
つ
い
て
、
殷
周
史
研

究
会
二
〇
〇
六
に
お
い
て
「
現
〜
省
〜
県
」
な
ど
と
記
さ
れ

て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
場
合
も
あ
る
。

十
二
、
注
釈
で
引
用
す
る
金
文
史
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
殷
周
金
文
集
成
』（
全
１８

冊
、
北
京
�
中
華
書
局
、
一
九
八
四
〜
一
九
九
四
年
）
の
収

録
番
号
と
断
代
と
を
、
史
料
ご
と
に
「《
器
名
》（
集
成
＋
収

録
番
号
、
断
代
）」
と
い
う
形
式
で
示
し
た
。

十
三
、『
穆
天
子
伝
』
の
注
釈
書
・
研
究
書
と
し
て
、
清
・
�
云

升
校
『
覆
校
穆
天
子
伝
』（『
五
経
歳
�
斎
校
書
三
種
』（
一

八
三
二
年
序
）
所
収
）、
清
・
陳
逢
衡
『
穆
天
子
伝
注
補

正
』（『
江
都
陳
氏
叢
書
』（
一
八
四
三
年
）
所
収
）、
清
・
檀

萃
『
穆
天
子
伝
注
疏
』（『
碧
琳
瑯
館
叢
書
』（
一
八
八
四
年

序
）
所
収
）、
翁
斌
孫
鈔
、
盧
文
�
校
『
穆
天
子
伝
』（
光
緒

年
間
録
、
一
九
〇
三
年
校
）、
劉
師
培
『
穆
天
子
伝
補
釈
』

（
同
『
劉
師
培
全
集
』
第
二
冊

北
京
�
中
共
中
央
党
校
出

版
会
、
一
九
九
七
年
。
初
出
は
『
国
粹
学
報
』
第
五
年
（
一

九
〇
九
年
）
第
一
〜
四
号
（
総
五
十
〜
五
十
三
期
）
に
分

載
）、
丁
謙
『
穆
天
子
伝
地
理
考
証
』（『
浙
江
図
書
館
叢

書
』
第
二
集
（
一
九
一
五
年
）
所
収
。
ま
た
『
地
学
雑
誌
』

第
六
年
（
一
九
一
五
年
）
第
七
・
八
期
合
冊
〜
第
十
一
期
に

分
載
）、
小
川
琢
治
「
周
穆
王
の
西
征
」（
同
『
支
那
歴
史
地

理
研
究
』
続
集
、
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
九
年
。
初
出
は

「
穆
天
子
伝
考
」
鈴
木
虎
雄
編
『
支
那
学
論
叢

狩
野
教
授

還
暦
記
念
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
八
年
）、
于
省
吾
「
穆

天
子
伝
新
証
」（『
考
古
学
社
社
刊
』
一
九
三
七
年
第
六
期
）、

顧
実
『
穆
天
子
伝
西
征
講
疏
』（﹇
北
京
﹈�
中
国
書
店
、
一

九
九
〇
年
）、
鄭
傑
文
『
穆
天
子
伝
通
解
』（
済
南
�
山
東
文

芸
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）、
王
貽
�
・
陳
建
敏
『
穆
天
子

伝
匯
校
集
釈
』（
上
海
�
華
東
師
範
大
学
出
版
社
、
一
九
九

四
年
）、
王
天
海
『
穆
天
子
伝
全
訳
・
燕
丹
子
全
訳
』（
貴

陽
�
貴
州
人
民
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
を
主
に
参
照

し
た
。

十
四
、
注
釈
中
の
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
全
体
の
末
尾
に
一
括

史

学

第
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四
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し
て
付
し
た
。

『
穆
天
子
伝
』
巻
一

﹇
一
﹈原

文

古
文
（
1
）

１

飮
天
子
�
〔
音
涓
〕
山
之
上
（
2
）
。

２

戊
寅
、
天
子
北
征
乃
絶
�
水
（
3
）〔

絶
、
猶
截
也
。
�
水
今
在
�
縣
〕。

３

庚
辰
、
至
于
□
觴
天
子
于
盤
石
之
上
（
4
）〔

觴
者
、
所
以
進
酒
、
因

云
觴
耳
〕。
天
子
乃
奏
廣
樂
（
5
）〔『

史
記
』
云
、
趙
簡
子
疾
、
不
知

人
七
日
而
寤
。
曰
、
我
之
帝
所
甚
樂
、
與
百
神
遊
于
鈞
天
、
廣
樂

九
奏
、
萬
舞
。
不
類
三
代
之
樂
、
其
聲
動
心
。
廣
樂
義
見
此
〕。
載

立
不
舎
〔
言
在
車
上
立
、
不
下
也
〕、
至
于
�
山
之
下
（
6
）〔

燕
・
趙

謂
山
脊
爲
�
。
即
井
�
山
也
。
今
在
常
山
石
邑
縣
。
�
、
音
�
〕。

４

癸
未
、
雨
雪
。
天
子
獵
于
�
山
之
西
阿
（
7
）〔

阿
、
山
陂
也
〕。
于

是
得
絶
�
山
之
隊
〔
隊
、
謂
谷
中
險
阻
道
也
。
音
遂
〕、
北
循
�

沱
之
陽
（
8
）〔

�
沱
河
、
今
在
鴈
門
鹵
城
縣
。
陽
、
水
北
。
沱
、
音
�
駝

之
駝
〕。

訓

読

古
文

け
ん

い
ん

１

…
…
天
子
を
�
山
〔
音
は
涓
〕
の
上
に
飮
す
。

ゆ

わ
た

２

戊
寅
、
天
子
北
の
か
た
征
き
、
乃
ち
�
水
を
絶
る
〔
絶
は
猶

お
截
の
ご
と
き
な
り
。
�
水
は
今
の
�
縣
に
在
り
〕。

し
よ
う

３

庚
辰
、
至
于
…
…
天
子
を
盤
石
の
上
に
觴
す
〔
觴
は
酒
を
進

む
る
所
以
、
因
り
て
觴
と
云
う
の
み
〕。
天
子
乃
ち
廣
樂
を
奏
す

〔『
史
記
』（
扁
鵲
倉
公
列
傳
）
に
云
う
、「
趙
簡
子
疾
み
、
人
を
知

さ

ら
ざ
る
こ
と
七
日
に
し
て
寤
む
。
曰
く
、
我
、
帝
の
所
に
之
き
甚

き
ん

だ
樂
し
む
。
百
神
と
鈞
天
に
遊
び
、
廣
樂
九
た
び
奏
し
、
萬
舞
す
。

三
代
の
樂
に
類
せ
ず
、
其
の
聲
、
心
を
動
か
す
」
と
。
廣
樂
の
義
、

の

や
ど

此
に
見
ゆ
〕。
載
り
て
立
ち
舎
ら
ず
〔
車
上
に
在
り
て
立
ち
、
下

け
い

り
ざ
る
を
言
う
な
り
〕、
�
山
の
下
に
至
る
〔
燕
・
趙
は
山
脊
を

謂
い
て
�
と
爲
す
。
即
ち
井
�
山
な
り
。
今
の
常
山
石
邑
縣
に
在

り
。
��

�
�
�
〕。

ふ

り
ょ
う

４

癸
未
、
雪
雨
る
。
天
子
�
山
の
西
阿
に
獵
す
〔
阿
は
山
の
陂

す
い

な
り
〕。
是
に
于
て
�
山
の
隊
を
絶
る
を
得
〔
隊
は
谷
中
の
險

こ

だ

阻
な
る
道
を
謂
う
な
り
。
音
は
遂
〕、
北
の
か
た
�
沱
の
陽
に

し
た
が
循
う
〔
�
沱
河
は
今
の
鴈
門
鹵
城
縣
に
在
り
。
陽
は
水
の
北
。
沱
、

た
く
だ

音
は
�
駝
の
駝
〕。

現
代
語
訳

古
文

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
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（
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）



け
ん

い
ん

１

…
…
天
子
を
�
山
の
上
で
飲
し
た
。

２

戊
寅
⑮
、
天
子
は
北
に
向
か
っ
て
行
き
、
�
水
を
渡
っ
た
。

し
よ
う

３

庚
辰
⑰
、
至
于
…
…
天
子
を
盤
石
の
上
で
觴
し
た
。
天
子
は

広
楽
を
奏
し
た
。
車
上
に
立
っ
た
ま
ま
降
り
る
こ
と
な
く
、

け
い�
山
の
ふ
も
と
に
着
い
た
。

４

癸
未
⑳
、
雪
が
降
っ
た
。
天
子
は
�
山
の
西
側
の
中
腹
で
狩

り
を
し
た
。
そ
こ
か
ら
�
山
の
険
し
い
道
を
越
え
る
こ
と
が

こ

だ

で
き
、
北
に
向
か
い
�
沱
の
北
岸
に
沿
っ
て
進
ん
だ
。

注

釈

（
１
）「
古
文
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
各
巻
冒
頭
に
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
二
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
顧
実
は
こ
れ
ら
を

荀
�
ら
が
竹
簡
に
古
文
字
で
書
か
れ
て
い
た
『
汲
冢
書
』
を
隷

書
で
書
き
写
し
た
さ
い
に
加
え
た
も
の
と
見
る
。

（
２
）「
飮
天
子
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
動
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
る
「
飮
」
は
２１
例
あ
る
（
後
掲
表
一
参
照
）。
こ
の

う
ち
、
本
句
の
よ
う
に
「
天
子
」
を
目
的
語
と
す
る
も
の
は
５

例
あ
り
、
本
句
以
外
の
４
例
で
は
、
天
子
に
「
左
驂
」
の
「
�

血
」（
表
一
②
）、「
白
鵠
之
血
」（
表
一
③
④
）、「
酒
」（
表
一

⑤
）
を
「
飮
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え

れ
ば
、
本
句
で
天
子
が
「
飮
」
し
た
の
は
、
動
物
の
血
な
い
し

は
酒
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
檀
萃
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
本
句
は
天
子
を
「
飮
」
し
た
主
体
者
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

上
に
欠
文
の
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
不
詳
。

「
飮
」
に
つ
い
て
、『
説
文
』
八
篇
下
欠
部
に
「

、
�
也
」、

段
注
に
「『
易
』
蒙
卦
虞
注
曰
、
水
流
入
口
爲
飮
。
引
伸
之
、

可
飮
之
物
謂
之
飮
」
と
あ
る
が
、「
飮
」
は
殷
墟
甲
骨
文
で
は

「

」
に
作
り
、
陳
初
生
は
こ
れ
を
「
象
人
俯
首
吐
舌
于
酒
樽

之
上
、
表
示
飲
酒
」
と
解
す
る
（
陳
初
生
一
九
八
七
）。
ま
た

徐
中
舒
に
よ
れ
ば
、
甲
骨
文
の
「
飮
」
に
は
、
殷
の
先
王
や
神

祇
に
酒
を
飲
ま
せ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
福
祐
を
祈
る
「
薦
酒
之

祭
」、
及
び
「
飲
む
」
の
意
味
が
あ
る
（
徐
中
舒
一
九
八
九
）。

こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
「
飮
」
の
う

ち
、
表
一
の
⑥
〜
⑯
・
⑱
〜
⑳
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
酒
を
飲

む
、
或
い
は
酒
宴
を
設
け
る
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
が
（
⑰
に
つ

い
て
は
﹇
七
﹈
参
照
、
�
は
「
羊
之
血
」
を
飲
む
）、
⑦
〜
⑯

に
つ
い
て
は
、
或
い
は
「
薦
酒
之
祭
」
と
解
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。

「
天
子
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
、
周
王
（
穆
王
）

は
い
ず
れ
も
「
天
子
」
と
称
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
王
」
は

「
王
官
」（6.4a.9

）、「
王
勤
」（3.2a.10

）、「
王
女
」（6.2a.1

）、

「
王
臣
（

）」（5.2b.9

、6.3b.3

、6.5a.4

）、「
王
屬
」（1.1

史
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b.5

、6.3a.13

）、「
王
吏
」（2.5a.9

、6.3a.12

）
な
ど
の
よ
う

に
、
周
王
の
家
臣
集
団
を
指
す
さ
い
に
そ
の
名
に
冠
し
て
用
い

ら
れ
る
。
竹
内
康
浩
に
よ
れ
ば
、
西
周
金
文
に
お
い
て
「
天

子
」「
王
」
は
、
一
般
に
同
一
銘
文
中
に
と
も
に
用
い
ら
れ
る

が
、「
王
」
は
あ
る
行
為
の
主
体
者
と
し
て
現
れ
る
の
が
多
い

の
に
対
し
て
、「
天
子
」
は
、
冊
命
金
文
な
ど
に
お
い
て
、
臣

下
が
王
に
感
謝
の
返
礼
を
す
る
い
わ
ゆ
る
�
辞
部
分
で
、
臣
下

が
王
を
呼
ぶ
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
（
竹
内

康
浩
一
九
九
九
）。
こ
の
よ
う
に
、『
穆
天
子
伝
』
と
西
周
金
文

に
お
い
て
「
天
子
」「
王
」
の
用
い
ら
れ
方
に
相
違
が
見
ら
れ

る
こ
と
は
、『
穆
天
子
伝
』
の
成
立
背
景
や
年
代
を
考
え
る
う

え
で
、
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

「
�
山
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
河
南
省
安
陽
市
、

山
西
省
晋
城
地
区
高
平
市
、
同
省
長
治
市
沁
源
県
な
ど
と
す
る

諸
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

【
表
一
】「
飮
」
の
用
例
（
２１
例
）

Ⅰ
飮
天
子
《
場
所
》（
１
例
）

①
飮
天
子
�
山
之
上
。（1.1a.4

）

Ⅱ
飮
天
子
（
４
例
）

②
辛
丑
、
天
子
渇
于
沙
衍
、
求
飮
未
至
。
七
萃
之
士
曰
高
奔
戎
、
刺
其
左

驂
之
頸
、
取
其
�
血
以
飮
天
子
。（3.3a.8

）

③
巨
蒐
之
人

奴
、
乃
獻
白
鵠
之
血
、
以
飮
天
子
。（4.3a.1

）

④
官
人
進
白
鵠
之
血
、
以
飮
天
子
、
以
洗
天
子
之
足
。（4.4a.8

）

⑤
壬
辰
、

公
飮
天
子
酒
、
乃
歌

天
之
詩
。（5.2a.12

）

Ⅲ
天
子
飮
《
人
》
于
《
場
所
》（
１
例
）

⑥
天
子
飮
許
男
于

上
。（5.1a.13

）

Ⅳ
天
子
飮
于
《
場
所
》（
７
例
）

⑦
丙
午
、
天
子
飮
于
河
水
之
阿
。（1.2a.6

）

⑧
丁
未
、
天
子
飮
于
温
山
□
考
鳥
。（3.2a.3

）

⑨
己
酉
、
天
子
飮
于
溽
水
之
上
。（3.2a.5

）

⑩
壬
寅
、
天
子
飮
于
文
山
之
下
。（4.2a.6

）

⑪
夏
庚
午
、
天
子
飮
于

上
。（5.1b.10

）

⑫
季
冬
甲
戌
、
天
子
東
遊
飮
于
留
祈
。（5.3b.11

）

⑬
己
巳
、
天
子
□
征
…
…
天
子
飮
于
�
水
之
上
、
官
人
膳
鹿
獻
之
、
天
子

美
之
是
曰
甘
。（6.1a.11

）

Ⅴ
天
子
…
…
乃
飮
于
《
場
所
》（
３
例
）

⑭
甲
寅
、
天
子
作
居
范
宮
、
以
觀
桑
者
、
乃
飮
于
桑
中
。
天
子
命
桑
虞
出

□
桑
者
用
禁
暴
民
。（5.2a.9

）

⑮
仲
秋
丁
巳
、
天
子
射
鹿
于
林
中
、
乃
飮
于
孟
氏
、
爰
舞
白
鶴
二
八
。

（5.2b.6

）

⑯
癸
酉
、
天
子
南
祭
白
鹿
于
�
□
乃
西
飮
于
草
中
、
大
奏
廣
樂
、
是
曰
樂

人
。（6.1b.2
）
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Ⅵ
天
子
…
…
以
飮
于
《
場
所
》（
１
例
）

⑰
丙
寅
、
天
子
屬
官
效
器
、
乃
命
正
公
郊
父
、
受
敕
憲
、
用
申
八
駿
之
乘
、

以
飮
于
枝
�
之
中
、
積
石
之
南
河
。（1.4a.6

）

Ⅶ
天
子
…
…
飮
而
行
（
２
例
）

⑱
戊
午
、

□
之
人
居
慮
、
獻
酒
百
□
于
天
子
、
天
子
已
飮
而
行
。（2.1

a.8

）

⑲
乙
酉
、
天
子
南
征
東
還
、
己
丑
至
于
獻
水
、
乃
遂
東
征
、
飮
而
行
。

（3.3a.13

）

Ⅷ
飮
《
人
》
酒
（
１
例
）

⑳
□
飮
逢
公
酒
賜
之
駿
馬
十
六
・
�
紵
三
十
篋
。（5.4b.5

）

Ⅸ
そ
の
他
（
１
例
）

�
造
父
乃
具
羊
之
血
、
以
飮
四
馬
之
乘
一
。（4.4a.9
）

（
３
）
「
絶
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
匈
奴
列
伝
「
信
�
單
于
�
北

絶
幕
」
の
集
解
に
「
�
曰
、
沙
土
曰
幕
、
直
度
曰
絶
」、『
漢

書
』
成
帝
紀
「
不
敢
絶
馳
道
」
の
師
古
注
に
「
絶
、
�
度
也
」

な
ど
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
渡
る
、
横
断
す
る
」

の
意
に
解
さ
れ
る
。
濱
川
栄
に
よ
れ
ば
、「
絶
」
に
は
城
壁
・

山
谷
な
ど
を
「
渡
る
、
横
断
す
る
、
通
過
す
る
」、（
水
流
な
ど

を
）「
せ
き
と
め
る
」、「（
水
流
の
）
断
絶
・
涸
絶
」
な
ど
の
意

味
が
あ
る
ほ
か
、
水
流
と
水
流
（
ま
た
は
水
流
と
湖
沼
）
の
交

差
、
及
び
河
川
ど
う
し
が
狭
い
範
囲
内
で
合
流
・
分
流
を
繰
り

返
す
状
態
な
ど
を
表
現
す
る
さ
い
に
「
絶
」
字
が
用
い
ら
れ
る

と
い
う
（
濱
川
栄
二
〇
〇
九
）。
な
お
、
本
句
の
「
絶
」
に
つ

い
て
、
郭
璞
は
「
猶
截
也
」
と
指
摘
す
る
が
、『
文
選
』
巻
十

二
郭
景
純
「
江
賦
」
に
「
截

」
と
あ
り
、
劉
良
注
に
「
截
、

直
渡
也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
截
」
も
「
渡
る
、
横

断
す
る
、
通
過
す
る
」
の
意
に
解
さ
れ
る
。

「
�
水
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
山
西
・
河
北
・
河
南
三
省

の
境
界
を
流
れ
る
�
河
の
支
流
で
あ
る
清
�
河
や
濁
�
河
と
す

る
説
、
陝
西
省
西
安
市
長
安
区
を
流
れ
る
�
河
の
近
く
の
長
水

と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
４
）
「
觴
」
に
つ
い
て
、『
説
文
』
四
篇
下
角
部
に
「
觴
、
實
曰

觴
、
虚
曰
�
」、
段
注
に
「
投
壺
、
命
酌
曰
、
請
行
觴
、
觴
者

實
酒
於
爵
也
。『
韓
詩
』
説
爵
・
觚
・
�
・
角
・
散
五
者
�
名

曰
爵
、
其
實
曰
觴
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
十
四
篇
下
酉
部
「
酌
、

盛
酒
行
觴
也
」
の
段
注
に
「
盛
酒
於
�
中
以
飮
人
、
曰
行
觴
」

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
本
句
で
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る

「
觴
」
と
は
、「
行
觴
」、
即
ち
酒
を
飲
酒
器
に
盛
っ
て
人
に
飲

ま
せ
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る

「
觴
」
は
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
本
句
を
含
め
て
合
計
１２
例
あ
り
、

天
子
が
「
觴
」
さ
れ
た
も
の
８
例
、
天
子
が
「
觴
」
し
た
も
の

２
例
、
葬
儀
の
場
で
「
觴
」
し
た
も
の
２
例
で
あ
る
（
後
掲
表

史
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二
参
照
）。
こ
の
う
ち
天
子
を
「
觴
」
し
た
も
の
で
そ
の
名
を

確
認
で
き
る
も
の
は
、「
犬
戎
胡
」（
表
二
②
⑧
）、「
曹
奴
之
人

戲
」（
表
二
③
）、「
□
之
人
潛
�
」（
表
二
④
）、「
西
膜
之
人
」

（
表
二
⑤
）、「
巨
蒐
之

奴
」（
表
二
⑥
）、「
�
柏
絮
」（
表
二

⑦
）
で
、「
犬
戎
胡
」（
②
）「
�
柏
絮
」（
⑦
）
以
外
の
５
例
で

は
、
み
な
天
子
を
「
觴
」
す
る
と
と
も
に
馬
・
牛
・
羊
・

米
・
秋
麦
・
膜
稷
な
ど
を
献
上
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
子
は

「
西
王
母
」（
⑨
）
と
「
重

之
人

」（
⑩
）
を
「
觴
」
し

て
お
り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
天
子
が
「
重

之
人

」
を

「
觴
」
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
「
黄
金
之
嬰
」
な
ど
を
賜
与

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る

「
觴
」
は
、
葬
儀
の
場
面
以
外
で
は
、
献
礼
に
お
け
る
一
行
為

で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
盤
石
」
に
つ
い
て
は
、
現
山
西
省
陽
泉
市
平
定
県
の
盤
石

関
（
盤
石
故
関
）
と
す
る
説
、
河
北
省
邯
鄲
市
臨
�
県
の
鼓
山
、

陝
西
省
咸
陽
市
彬
県
の
大
仏
寺
の
石
仏
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る

（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

【
表
二
】「
觴
」
の
用
例
（
１２
例
）

Ⅰ
觴
天
子
于
《
場
所
》（
８
例
）

①
庚
辰
、
至
于
□
觴
天
子
于
盤
石
之
上
。
天
子
乃
奏
廣
樂
。
載
立
不
舎
、

至
于
�
山
之
下
。（1.1a.5

）

②
犬
戎
□
胡
觴
天
子
于
當
水
之
陽
。（1.1b.1

）

③
辛
巳
、
入
于
曹
奴
。【
曹
奴
】
之
人
戲
觴
天
子
于
洋
水
之
上
、
乃
獻
食

馬
九
百
・
牛
羊
七
千
・

米
百
車
。（2.3b.7

）

④
孟
秋
丁
酉
、
天
子
北
征
□
之
人
潛
�
觴
天
子
于
羽
陵
之
上
、
乃
獻
良

馬
・
牛
羊
。（2.4b.7

）

⑤
己
巳
、
至
于
文
山
。
西
膜
之
所
謂
□
觴
天
天
子
于
文
山
、
西
膜
之
人
乃

獻
食
馬
三
百
・
牛
羊
二
千
、

米
千
車
。（4.2a.3

）

⑥
甲
戌
、
巨
蒐
之

奴
、
觴
天
子
于
焚
留
之
山
、
乃
獻
馬
三
百
・
牛
羊
五

千
・
秋
麥
千
車
・
膜
稷
三
十
車
。（4.3a.4

）

⑦
癸
丑
、
天
子
東
征
、
柏
夭
送
天
子
至
于
�
人
。
�
柏
絮
觴
天
子
于
澡
澤

之
上
、

多
之

、
河
水
之
所
南
還
。（4.3b.2

）

⑧
孟
冬
壬
戌
、
天
子
至
于
雷
首
。
犬
戎
胡
觴
天
子
于
雷
水
之
阿
、
乃
獻
食

馬
四
六
。（4.3b.10

）

Ⅱ
天
子
觴
（
２
例
）

⑨
□
乙
丑
、
天
子
觴
西
王
母
于
瑶
池
之
上
。（3.1a.9

）

⑩
秋
癸
亥
、
天
子
觴
重

之
人

、
乃
賜
之
黄
金
之
嬰
二
九
・
銀
烏
一

隻
・
貝
帯
五
十
・
朱
七
百
裹
・

箭
・
桂
薑
百

・
絲

・
雕
官
。

乃
膜
拝
而
受
。（4.1b.8

）

Ⅲ
葬
儀
で
の
觴
（
２
例
）

⑪
祭
□
祝
報
祭
、
觴
大
師
。（6.2a.12

）

⑫
抗
者
觴
夕
而
哭
。（6.2b.1

）

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
一
五
（
三
九
一
）



（
５
）
「
廣
樂
」
は
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
８
例
見
ら
れ

（1.1a.6

、2.3b.2

、2.5b.4

、3.2a.12

、4.5a.3

、5.2b.5

、5.4

a.1
、6.1b.2

）、
顧
実
は
『
文
選
』
巻
六
左
太
沖
「
魏
都
賦
」

注
引
『
韓
詩
内
伝
』
に
「
王
者
舞
六
代
之
樂
、
舞
四
夷
之
樂
、

大
�
廣
之
所
及
」
と
あ
り
、『
礼
記
』
明
堂
位
に
「
納
夷
蠻
之

樂
於
大
廟
、
言
廣
魯
於
天
下
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
廣

樂
」
と
は
広
く
六
代
・
四
夷
の
楽
を
奏
で
る
こ
と
か
ら
そ
の
名

を
得
た
と
解
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
史
記
』
趙
世
家
及
び

扁
鵲
倉
公
列
伝
に
見
え
る
「
廣
樂
九
奏
、
萬
舞
」
の
会
注
考
証

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
按
、
廣
樂
、
樂
名
」、「
廣
樂
、
廣
陳
鐘
鼓

之
屬
而
爲
樂
也
」
と
あ
る
。
な
お
、
郭
璞
が
引
く
『
史
記
』
の

記
述
は
、
扁
鵲
倉
公
列
伝
か
ら
の
節
略
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
趙
簡
子
が
昏
睡
状
態
に
な
っ
て
か
ら
意
識
を
取
り

戻
し
た
の
は
七
日
で
は
な
く
、
七
日
と
半
日
た
っ
て
か
ら
で
あ

る
。

（
６
）
「
�
山
」
に
つ
い
て
は
、
河
北
省
石
家
荘
市
西
部
の
井
�

山
、
山
西
省
太
原
市
と
忻
州
市
の
間
の
山
地
、
甘
粛
省
平
涼
市

華
亭
県
の
山
地
な
ど
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会

二
〇
〇
六
）。

（
７
）
「
獵
」
は
、『
説
文
』
十
篇
上
犬
部
に
「
獵
、
放
獵
、
逐
禽

也
」（
小
徐
本
は
「
放
獵
」
を
「
畋
獵
也
」
に
作
る
）
と
あ
り
、

狩
猟
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、
狩
猟

に
関
す
る
語
は
、「
獵
」
の
ほ
か
に
「
田
（
畋
）」「
田
（
畋
）

獵
」「
狩
」「
射
」「
弋
」「
釣
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
（
後
掲
表
三

参
照
）。
こ
の
う
ち
、「
田
（
畋
）」
に
つ
い
て
、『
詩
』
鄭
風
叔

于
田
「
叔
于
田
」
の
毛
伝
に
「
田
、
取
禽
也
」、『
呂
氏
春
秋
』

貴
直
論
直
諫
「
以
畋
於
雲
夢
」
の
高
誘
注
に
「
畋
、
獵
也
」
な

ど
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、「
獵
」「
田
（
畋
）」「
田
（
畋
）
獵
」

は
、
い
ず
れ
も
獣
を
逐
い
捕
ら
え
る
こ
と
、
即
ち
狩
猟
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
を
表
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

「
狩
」
は
『
国
語
』
斉
語
「
田
狩
畢
弋
」
の
韋
昭
注
に
「
田
、

獵
也
。
狩
、
圍
守
而
取
禽
也
」、『
爾
雅
』
釈
天
「
火
田
爲
狩
」

の
郭
璞
注
に
「
放
火
燒
草
獵
亦
爲
狩
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

草
を
焼
く
な
ど
し
て
巻
狩
り
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
、「
射
」（
弓

で
射
る
）、「
弋
」（
い
ぐ
る
み
で
鳥
を
射
る
こ
と
）、「
釣
」（
釣

り
針
で
魚
を
取
る
こ
と
）
な
ど
と
同
様
、
狩
猟
の
具
体
的
方
法

を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、『
春
秋
公
羊
伝
』（
以
下
、

『
公
羊
伝
』）
荘
公
四
年
「
莫
重
乎
其
與
讎
狩
也
」
の
何
休
解
詁

に
「
狩
者
、
上
所
以
共
承
宗
廟
、
下
所
以
�
習
兵
行
義
」
と
あ

る
の
に
よ
れ
ば
、
狩
猟
は
、
宗
廟
に
祭
る
供
物
を
得
る
た
め
に

行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
軍
事
演
習
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
確
か
に
、
巻
一
下
文
に
お
い
て
「
滲
澤
」
の

史
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狩
猟
で
得
た
「
白
狐
・
玄

」
な
ど
が
「
河
宗
」
で
の
祭
祀
に

供
せ
ら
れ
（
表
三
②
）、
ま
た
巻
五
で
は
、
狩
猟
で
得
た

「
麋
・
麕
・
豕
・
鹿
」「
虎
」「
狼
」
な
ど
が
「
先
王
」
の
祭
祀

に
供
せ
ら
れ
て
お
り
（
表
三
⑰
）、『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
狩

猟
に
も
何
休
が
指
摘
す
る
よ
う
な
意
味
あ
い
が
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
巻
一
後
文
に
「
曰
天
子
是
與
出
□
入
藪
、

田
獵
釣
弋
。
天
子
曰
、
於
乎
、
予
一
人
不
盈
于
�
、
而
辨
於
樂
、

後
世
亦
追
數
吾
過
乎
」（1.4b.6

）
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、『
穆

天
子
伝
』
で
天
子
が
行
っ
た
狩
猟
は
、
そ
の
す
べ
て
が
祭
祀
や

軍
事
演
習
の
た
め
で
は
な
く
、
游
猟
、
即
ち
個
人
的
な
娯
楽
と

し
て
行
っ
た
狩
猟
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思

わ
せ
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。

「
阿
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
「
山
陂
」
と
解
す
る
。

「
陂
」
は
、『
釈
名
』
釈
山
に
「
山
旁
曰
陂
、
言
陂
�
也
」
と
あ

る
の
に
よ
れ
ば
、
郭
璞
の
解
す
る
「
阿
」
と
は
、
山
の
側
面

（
傾
斜
地
）、
即
ち
山
の
中
腹
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
。「
阿
」
は
、

『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、
９
例
見
ら
れ
、「
�
山
之
西
阿
」

（
本
句
、1.1a.10

）・「
昆
侖
之
阿
」（2.1a.9

）・「
曰
羣
玉
田
山

□
知
、
阿
平
無
險
」（2.4a.10

）
な
ど
の
よ
う
に
山
の
中
腹
と

解
さ
れ
る
も
の
、「
河
水
之
阿
」（1.2a.6

、1.2b.3

）・「
�
水

之
阿
」（4.1a.8

）・「
河
之
水
北
阿
」（4.3a.12

）・「
雷
水
之

阿
」（4.3b.10

）
な
ど
の
よ
う
に
河
川
の
水
辺
と
解
さ
れ
る
も

の
（﹇
三
﹈
注
（
９
）
参
照
）、
及
び
「
九
阿
」（5.5a.10

）
の

よ
う
に
地
名
の
一
部
と
解
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

【
表
三
】
『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
狩
猟
関
連
語
彙
（
２８
例
）

Ⅰ
「
獵
」（
６
例
）

＊
「
獵
于
《
場
所
》」「
獵
《
場
所
》」

①
癸
未
、
雨
雪
天
子
獵
于
�
山
之
西
阿
。（1.1a.10

）

②
甲
辰
、
天
子
獵
于
滲
澤
。
於
是
得
白
狐
・
玄

焉
。
以
祭
于
河
宗
。

（1.2a.2

）

③
天
子
筮
獵
苹
澤
（5.4b.1

）

④
辛
未
、
獵
�
之
獸
（6.1a.5

）

＊
「
獵
《
物
》」

⑤
�
處
曰
天
子
四
日
休
于

澤
。
於
是
射
鳥
獵
獸
。（5.1a.5

）

＊
「
獵
」
の
み

⑥
丙
辰
、
至
于
苦
山
。
西
膜
之
所
茂
苑
。
天
子
於
是
休
獵
、
於
是
食
苦
。

（2.5b.10

）

Ⅱ
「
狩
」（
１
例
）

⑦
天
子
臨
于
軍
丘
、
狩
于
藪
。（5.3b.11

）

Ⅲ
「
田
（
畋
）」（
４
例
）

⑧
戊
寅
、
天
子
東
田
于
澤
中
。（6.1b.7

）

⑨
六
師
之
人
翔
畋
于
曠
原
、
得
獲
無
疆
、
鳥
獸
絶
群
。
六
師
之
人
大
畋
九

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
一
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（
三
九
三
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日
、
乃
駐
于
�
陵
之
□
收
皮
效
物
、
債
車
受
載
。（3.2a.13

）

⑩
↓
⑨
「
六
師
之
人
大
畋
九
日
…
…
」。（3.2b.1

）

⑪
□
辰
、
天
子
次
于
軍
丘
、
以
畋
于
藪
□
。（5.2a.7

）

Ⅳ
「
田
（
畋
）
獵
」（
３
例
）

⑫
曰
天
子
是
與
出
□
入
藪
、
田
獵
釣
弋
。（1.4b.6

）

⑬
丁
巳
、
天
子
西
南
升
□
之
所
主
居
。
爰
有
大
木
碩
草
、
爰
有
野
獸
、
可

以
畋
獵
。（2.1a.7

）

⑭
祭
祀
則
憙
、
畋
獵
則
獲
□
飮
逢
公
酒
、
賜
之
駿
馬
十
六
・
�
紵
三
十
篋
。

（5.4b.5

）

Ⅴ
「
射
」（
６
例
）

⑮
↓
⑤
「
於
是
射
鳥
獵
獸
」。（5.1a.5

）

⑯
仲
秋
丁
巳
、
天
子
射
鹿
于
林
中
、
乃
飮
于
孟
氏
、
爰
舞
白
鶴
二
八
。

（5.2b.6

）

⑰
仲
冬
丁
酉
、
天
子
射
獸
、
休
于
深

、
得
麋
・
麕
・
豕
・
鹿
四
百
有
二

十
、
得
二
虎
・
九
狼
。
乃
祭
于
先
王
。
命
庖
人
熟
之
。（5.2b.10
）

⑱
戊
戌
、
天
子
西
遊
射
于
中
□
方
落
艸
木
鮮
、
命
虞
人
掠
林
除
藪
、
以
爲

百
姓
材
。（5.2b.13

）

⑲
季
冬
甲
戌
、
天
子
東
遊
、
飮
于
留
祈
、
射
于
麗
虎
、
讀
書
于

丘

（5.3b.12

）

⑳
天
子
曰
、
余
一
人
則
淫
、
不
皇
萬
民
□
登
乃
宿
于
黄
竹
。
天
子
夢
�
射

于
塗
山
、

公
占
之
疏
□
之
□
乃
宿
于
曲
山
。（5.5a.8

）

Ⅵ
「
弋
」（
２
例
）

�
↓
⑫
「
曰
天
子
是
與
出
□
入
藪
、
田
獵
釣
弋
」。（1.4b.6

）

�
孟
冬
鳥
至
。
王

口
弋
。（5.2b.9

）

Ⅶ
「
釣
」（
６
例
）

�
癸
酉
、
天
子
舎
于
漆

。
乃
西
釣
于
河
、
以
觀
□
智
之
□
。（1.2a.2

）

�
↓
⑫
「
曰
天
子
是
與
出
□
入
藪
、
田
獵
釣
弋
」。（1.4b.6

）

	
甲
子
、
天
子
北
征
、
舎
于
珠
澤
、
以
釣
于

水
。（2.1b.6

）



辛
未
、
天
子
北
還
釣
于
漸
澤
、
食
魚
于
桑
野
。（5.1b.11

）

�
丁
卯
、
天
子
東
征
釣
于
�
水
。
以
祭
淑
人
、
是
曰
祭
丘
。（6.4b.11

）

�
仲
冬
甲
戌
、
天
子
西
征
至
于
因
氏
。
天
子
乃
釣
于
河
以
觀
姑
�
之
木
。

（6.5a.2

）

（
８
）
「
�
沱
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
現
在
の
山
西
省
忻
州
市
か

ら
河
北
省
石
家
荘
市
の
北
を
流
れ
、
渤
海
に
注
ぐ

沱
河
と
す

る
説
、
及
び
陝
西
省
を
流
れ
る
渭
水
支
流
の
	
河
と
す
る
説
な

ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
岡
本
真
則
）

﹇
二
﹈原

文

５

乙
酉
、
天
子
北
升
于
□
天
子
北
征
于
犬
戎
（
1
）〔『

國
語
』
曰
、
穆

王
將
征
犬
戎
、

公
謀
父
諫
、
不
從
、
遂
征
之
、
得
四
白
狼
・
四
白

史
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鹿
以
歸
。
自
是
荒
服
不
至
。『
紀
年
』
又
曰
、
取
其
五
王
以
東
〕。
犬

戎
□
胡
觴
天
子
于
當
水
之
陽
（
2
）
。
天
子
乃
樂
□
賜
七
萃
之
士
戰
（
3
）

〔
萃
、
集
也
、
聚
也
。
亦
猶
『
傳
』
有
七
輿
大
夫
。
皆
聚
集
有
智
力
者
、

爲
王
之
爪
牙
〕。

６

庚
寅
、
北
風
雨
雪
〔『
詩
』
曰
、
北
風
其
涼
、
雨
雪
其

〕。
天

子
以
寒
之
故
、
命
王
屬
休
（
4
）〔

令
王
之
徒
屬
休
息
也
〕。

７

甲
午
、
天
子
西
征
、
乃
絶

之
關（

5
）〔

、
阪
也
。
疑
此
謂
北

陵
西

。
西

、
鴈
門
山
也
。
音
兪
〕。

８

己
亥
、
至
于
焉
居
・
禺
知
之
平
（
6
）〔

疑
皆
國
名
〕。

訓

読

ゆ

５

乙
酉
、
天
子
北
の
か
た
升
于
…
…
天
子
北
の
か
た
犬
戎
に
征

く
〔『
國
語
』（
周
語
上
）
に
曰
く
、「
穆
王
將
に
犬
戎
を
征
せ
ん
と

し
、

公
謀
父
諫
む
る
も
從
わ
ず
、
遂
に
之
を
征
し
、
四
白
狼
・
四

白
鹿
を
得
、
以
て
歸
る
。
是
れ
よ
り
荒
服
至
ら
ず
」
と
。『
紀
年
』

（『
竹
書
紀
年
』）
に
又
た
曰
く
、「
其
の
五
王
を
取
り
以
て
東
す
」
と
〕。

し
よ
う

犬
戎

□

胡
、天
子
を
當
水
の
陽
に
觴
す
。天
子
乃
ち
樂
…
…

七
萃
の
士
に
戰
を
賜
う
〔
萃
は
集
な
り
、
聚
な
り
。
亦
た
猶
お

『
傳
』（『
春
秋
左
氏
傳
』）
に
七
輿
大
夫
有
る
が
ご
と
し
。
皆
な
智
力

有
る
者
を
聚
集
し
、
王
の
爪
牙
と
爲
す
〕。

ふ

６

庚
寅
、
北
風
ふ
き
て
雪
雨
る
〔『
詩
』（
�
風
北
風
）
に
曰
く
、

ふ

「
北
風
其
れ
涼
し
、
雪
雨
る
こ
と
其
れ
ほ
う

た
り
」
と
〕。
天
子
寒
の
故

を
以
て
王
屬
に
命
じ
て
休
ま
し
む
〔
王
の
徒
屬
に
令
し
て
休
息
せ

し
む
る
な
り
〕。

か
ん

わ
た

７

甲
午
、
天
子
西
の
か
た
征
き
、
乃
ち

の
關
の

を
絶
る

〔

は
阪
な
り
。
疑
う
ら
く
は
此
れ
北
陵
西

を
謂
わ
ん
。
西

は
鴈

門
山
な
り
。
音
は
兪
〕。

８

己
亥
、
焉
居
・
禺
知
の
平
に
至
る
〔
疑
う
ら
く
は
皆
な
國
名
な

ら
ん
〕。

現
代
語
訳

５

乙
酉
�
、
天
子
は
北
に
向
か
い
升
于
…
…
天
子
は
北
に
向
か

い
犬
戎
（
の
地
）
に
行
っ
た
。
犬
戎
胡
が
天
子
を
当
水
の
北
で

觴
し
た
。
天
子
は
楽
…
…
七
萃
の
士
に
戦
（
干
戈
の
類
？
）
を

賜
っ
た
。

６

庚
寅
�
、
北
風
が
吹
き
雪
が
降
っ
た
。
天
子
は
寒
さ
の
た
め

王
属
に
命
じ
て
（
彼
ら
を
）
休
息
さ
せ
た
。

７

甲
午

、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
行
き
、

の
関
の
阪
を
越

え
た
。

８

己
亥
�
、
焉
居
・
禺
知
の
平
野
に
着
い
た
。

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
一
九
（
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注

釈

（
１
）「
北
征
于
犬
戎
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
『
国
語
』
周

語
上
、
及
び
『
竹
書
紀
年
』
な
ど
に
見
え
る
穆
王
の
犬
戎
征
伐

の
こ
と
と
見
る
が
、
顧
実
は
『
穆
天
子
伝
』
は
も
と
も
と
『
周

王
遊
行
記
』
と
称
さ
れ
、
巡
狩
・
征
行
の
事
を
記
し
た
も
の
で
、

戦
争
・
征
伐
の
事
を
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
句
の
「
北

征
」
と
は
「
北
行
」
の
意
で
あ
り
、『
国
語
』
な
ど
に
見
え
る

穆
王
の
犬
戎
征
伐
と
は
別
事
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
穆
王
に
よ

る
犬
戎
征
伐
は
、『
国
語
』
周
語
上
の
ほ
か
に
、『
史
記
』
周
本

紀
に
「
穆
王
將
征
犬
戎
、
祭
公
謀
父
諫
曰
、
不
可
。
…
…
王
遂

征
之
、
得
四
白
狼
・
四
白
鹿
以
歸
。
自
是
荒
服
者
不
至
」、『
後

漢
書
』
西
羌
伝
に
「
至
穆
王
時
、
戎
狄
不
貢
、
王
乃
西
征
犬
戎
、

獲
其
五
王
、
又
得
四
白
鹿
・
四
白
狼
、
王
遂
遷
戎
于
太
原
」
と

あ
り
、
周
語
上
・
周
本
紀
で
は
、「
北
征
」
で
は
な
く
、
単
に

「
征
」
と
い
い
、
ま
た
、
西
羌
伝
で
は
「
西
征
」
に
作
り
、
犬

戎
征
伐
の
理
由
を
「
戎
狄
不
貢
」
と
す
る
。
洪
頤
�
は
『
今
本

竹
書
紀
年
』
に
「
穆
王
十
二
年
、
毛
公
班
・
井
公
利
・
逢
公
固

帥
師
從
王
伐
犬
戎
。
冬
十
月
、
王
北
巡
狩
、
遂
征
犬
戎
」
と
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
王
国
維
『
今
本
竹
書
紀
年
疏
証
』
は
、

今
本
の
「
穆
王
十
二
年
、
毛
公
班
・
井
公
利
・
逢
公
固
帥
師
從

王
伐
犬
戎
」
の
一
文
を
『
穆
天
子
伝
』
巻
四
「
命
毛
班
・
逢
固

先
至
于
周
」（4.4a.3

）、
及
び
巻
一
「
乃
命
井
利
・
梁
固
聿
將

六
師
」（1.2b.3

）
の
両
句
に
基
づ
く
も
の
、
今
本
の
「
冬
十

月
、
王
北
巡
狩
、
遂
征
犬
戎
」
の
一
文
を
本
句
「
天
子
北
征
于

犬
戎
」（1.1a.12

）
に
基
づ
く
も
の
と
見
る
。

「
犬
戎
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
匈
奴
列
伝
「
周
西
伯
昌
伐
�

夷
氏
」
の
索
隠
に
「
韋
昭
云
、
春
秋
以
爲
犬
戎
。
按
、
�
、
音

犬
。
大
顏
云
、
即
昆
夷
也
。
…
…
又
『
山
海
經
』
云
、
有
人
面

獸
身
、
名
曰
犬
夷
。
賈
逵
云
、
犬
夷
、
戎
之
別
種
也
」
と
あ
り
、

ま
た
、『
漢
書
』
匈
奴
列
伝
「
周
西
伯
昌
伐
�
夷
」
の
師
古
注

に
「
…
…
�
、
音
工
犬
反
。
�
夷
、
即
�
戎
也
、
又
曰
昆
夷
。

昆
字
或
作
混
、
又
作
�
。
二
字
竝
音
工
本
反
。
昆
・
�
・
�
聲

相
近
耳
。
亦
曰
犬
戎
也
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
『
詩
』
大
雅
皇
矣

「
帝
遷
明
�
、
串
夷
載
路
」
の
鄭
箋
に
「
串
夷
、
即
混
夷
。
西

戎
國
名
也
」、
孔
疏
に
「
是
混
夷
爲
西
戎
國
名
也
。『
書
』

『
傳
』
作
�
夷
、
蓋
�
・
混
聲
相
近
、
後
世
而
作
字
異
耳
。
或

作
犬
夷
。
犬
、
即
�
字
之
省
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

「
犬
戎
」
は
春
秋
時
代
以
前
に
は
「
�
夷
」「
犬
夷
」「
昆
夷
」

「
混
夷
」「
�
夷
」「
串
夷
」「
�
戎
」
な
ど
と
称
さ
れ
た
。
王
国

維
は
「
犬
戎
」
の
語
が
『
詩
』『
尚
書
』
及
び
古
器
に
は
見
ら

れ
ず
、『
春
秋
左
氏
伝
』（
以
下
、『
左
伝
』）『
国
語
』『
山
海

経
』『
竹
書
紀
年
』『
穆
天
子
伝
』
な
ど
に
始
め
て
見
ら
れ
る
よ

史

学
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う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
春
秋
戦
国
以
後
の
称
謂
と
す
る

（「
鬼
方
昆
夷

考
」『
観
堂
集
林
』
巻
十
三
所
収
）。
こ
れ
に

従
え
ば
、『
穆
天
子
伝
』
の
成
書
時
期
は
春
秋
戦
国
時
代
以
後

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
２
）
「
犬
戎
□
胡
」
の
「
□
」
に
つ
い
て
、
洪
頤
�
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
巻
四
に
「
犬
戎
胡
」（4.3b.10

）
の
名
が
見
え
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
「
□
」
は
衍
字
と
考
え
ら
れ
る
。

「
當
水
」
に
つ
い
て
は
、
巻
四
に
「
犬
戎
胡
觴
天
子
于
雷
水

之
阿
」（4.3b.10

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
當
水
」
を
「
雷

水
」
の
誤
り
と
す
る
説
、
山
西
・
河
北
両
省
を
流
れ
る
桑
乾
河

（
河
北
省
張
家
口
市
懐
来
県
で
洋
河
と
合
流
し
永
定
河
と
な
る
）、

河
北
省
の
大
沙
河
や
唐
河
、
甘
粛
省
を
流
れ
る
渭
河
支
流
の
葫

蘆
河
の
支
流
に
比
定
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、「
雷
水
」

に
つ
い
て
は
、
山
西
省
運
城
市
を
流
れ
る

水
河
、
山
西
・
河

北
両
省
を
流
れ
る
桑
乾
河
、
甘
粛
省
を
流
れ
る
	
河
の
支
流
や

葫
蘆
河
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
３
）
「
七
萃
之
士
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
『
左
伝
』
に

見
え
る
「
七
輿
大
夫
」
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
。「
七
輿
大

夫
」
に
つ
い
て
、『
左
伝
』
僖
公
十
年
に
「
郤
�
曰
、
幣
重
而

言
甘
、
誘
我
也
。
遂
殺

鄭
・
祁
舉
、
及
七
輿
大
夫
左
行
共

華
・
右
行
賈
華
・
叔
堅
・
騅

・
�
虎
・
特
宮
・
山
祁
」
と
あ

り
、
ま
た
、
同
襄
公
二
十
三
年
「
唯
魏
氏
及
七
輿
大
夫
與
之
」

の
杜
注
に
「
七
輿
、
官
名
」、
孔
疏
に
「
僖
十
年
傳
言
七
輿
大

夫
、
杜
云
、
侯
伯
七
命
、
副
車
七
乘
。
謂
副
車
、
毎
車
有
一
大

夫
主
之
。
則
此
七
輿
大
夫
、
杜
亦
爲
主
副
車
之
官
也
」
と
あ
る

の
に
よ
れ
ば
、「
七
輿
」
は
官
名
、「
七
輿
大
夫
」
と
は
侯
伯
の

副
車
七
乗
を
主
る
七
人
の
大
夫
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
顧
実

は
「
七
萃
」
の
「
萃
」
は
「
倅
」「
卒
」
と
通
用
す
る
と
し
、

『
周
礼
』
夏
官
諸
子
「
諸
子
掌
國
子
之
倅
」
の
孫
詒
譲
疏
に

「
竊
謂
此
倅
、
當
從
故
書
爲
卒
、
而
讀
爲
萃
、
…
…
萃
、
即
聚

集
部
隊
之
名
」
と
あ
る
解
釈
を
採
る
。
な
お
、『
周
礼
』
春
官

車
僕
「
車
僕
掌
戎
路
之
萃
、
廣
車
之
萃
、
闕
車
之
萃
、
苹
車
之

萃
、
輕
車
之
萃
」
の
孫
詒
譲
疏
に
は
「
萃
、
即
謂
諸
戎
車
之
部

隊
」
と
あ
る
。「
七
萃
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
前
引
『
周
礼
』

春
官
車
僕
を
引
き
、「
凡
五
萃
。
穆
王
或


二
萃
、
故
云
七
萃

也
」
と
指
摘
す
る
が
、
顧
実
は
『
国
語
』
晉
語
一
に
「
古
之
爲

軍
也
、
軍
有
左
右
、
闕
從
補
之
」、『
左
伝
』
宣
公
十
二
年
に

「
楚
子
爲
乘
廣
三
十
乘
、
分
爲
左
右
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
五

萃
の
う
ち
闕
車
・
広
車
を
左
右
に
分
け
れ
ば
七
萃
と
な
り
、
本

句
の
「
七
萃
」
と
は
実
は
『
周
礼
』
の
「
五
萃
」
の
こ
と
だ
と

す
る
が
、
な
ぜ
闕
車
・
広
車
だ
け
を
左
右
に
分
け
る
の
か
判
然

と
し
な
い
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
陳
�
湛
は
、
古
字
で
は

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
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「
七
」「
甲
」
両
字
が
同
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
七
萃
」
の

「
七
」
を
「
甲
」
の
誤
釈
と
し
、「
七
萃
之
士
」
と
は
「
甲
萃
之

士
」、
即
ち
完
全
武
装
し
た
衛
兵
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
す
る

（
陳
�
湛
一
九
九
六
）。
ま
た
、「
萃
」
は
戦
国
後
期
の
燕
の

戈
・
矛
等
の
銘
文
に
見
え
、「

萃
」（《
燕
王
戎
人
戈
》
集
成

11273−11275
、《
燕
王

戈
》
集
成11241−11242

、《
燕
王

職
戈
》
集
成11224
・11227−11229

・11304

）、「
�
（
師
）

萃
」（《
燕
侯

戈
》
集
成11272

、《
燕
王
載
戈
》
集
成11219

、

《
燕
侯
職
戈
》
集
成11221−11223

・11225

）、「
王
萃
」（《
燕

王
戎
人
矛
》
集
成11538

、《
燕
王
職
戈
》
集
成11187

・11190

−11191

、《
燕
王
戎
人
戈
》
集
成11192
）、「

萃
」（《
燕
王

職
戈
》
集
成11226

）
な
ど
が
あ
る
。
李
学
勤
は
こ
れ
ら
を
燕

王
の
「
侍
衛
徒
御
」
と
解
す
る
が
（
李
学
勤
一
九
五
九
）、
林

巳
奈
夫
は
、
こ
れ
ら
の
一
々
が
ど
う
い
う
性
格
、
成
り
立
ち
の

も
の
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
（
林
巳
奈
夫
一
九
九

九
）。
ま
た
、
王
貽
�
は
、「
�
（
師
）
萃
」
の
「
�
（
師
）」

を
「
七
」
と
隷
定
し
、「
七
萃
」
を
王
の
禁
軍
護
衛
隊
と
解
し
、

燕
戈
・
矛
に
見
え
る
「
某
萃
」
を
燕
王
の
「
侍
衛
徒
御
」
と
す

る
李
学
勤
説
を
支
持
し
（
王
貽
�
一
九
九
〇
）、
馬
承
源
は

「

萃
」
を
「
御
萃
」
と
釈
し
て
、
こ
れ
を
「
御
者
之
副
」
と

す
る
（
馬
承
源
一
九
九
〇
）。『
穆
天
子
伝
』
で
は
、「
七
萃
之

士
」
の
用
例
は
１１
例
あ
り
、「
七
萃
之
士
□
天
子
曰
、
後
世
所

望
、
無
失
天
常
…
…
」（1.4b.9

）、「
七
萃
之
士
曰
高
奔
戎
、

刺
其
左
驂
之
頸
、
取
其
�
血
以
飮
天
子
」（3.3a.6

）、「
天
子
將

至
、
七
萃
之
士
曰
高
奔
戎
請
生
搏
虎
必
全
之
、
乃
生
搏
虎
而
獻

之
天
子
」（5.3a.10

）、「
七
萃
之
士

豫
、
上
諫
于
天
子
曰
、

自
古
有
死
有
生
、
豈
獨
淑
人
」（6.5a.11

）、
及
び
「
柏
夭
主
車
、

參
百
爲
御
、
奔
戎
爲
右
」（4.2b.9

）
な
ど
と
あ
る
の
に
よ
れ

ば
、「
七
萃
之
士
」
と
は
、
集
め
ら
れ
た
七
つ
の
戎
車
部
隊
の

士
で
は
な
く
、
穆
王
に
侍
衛
し
た
七
人
の
士
と
解
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
戰
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
「
戰
者
、
猶
今
言
作
戰
也
。
蓋

演
習
作
戰
之
事
、
而
以
爲
戲
娯
者
。
或
曰
戰
借
爲
�
、
謂
賜
飮

也
」
と
指
摘
す
る
。
小
川
琢
治
も
ま
た
「
戰
」
を
「
�
」
の
訛

字
な
い
し
は
通
用
字
と
し
て
、「
�
」
が
飲
酒
器
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
本
句
を
「
七
萃
之
士
」
に
酒
を
賜
っ
た
も
の
と
解
と
す

る
。
一
方
、
陳
�
湛
は
「
戰
」
を
「
單
」
の
誤
釈
と
し
、
古
字

で
は
、
単
・
干
は
同
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
武
器

（
干
）
と
解
す
る
（
陳
�
湛
一
九
九
六
）。
ま
た
、
白
川
静
に
よ

れ
ば
、「
單
」
は
盾
の
形
象
、「
戰
」
は
干
戈
を
相
列
す
る
形
で

あ
る
（
白
川
静
一
九
七
二
）。
上
述
し
た
よ
う
に
、
本
句
で

「
戰
」
を
賜
っ
た
「
七
萃
之
士
」
が
穆
王
に
侍
衛
し
た
七
人
の

史
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士
と
解
し
う
る
こ
と
、
及
び
「
萃
」
は
戦
国
後
期
の
燕
の
戈
・

矛
等
の
銘
文
に
見
え
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
本
句
の
「
戰
」

と
は
、
或
い
は
干
戈
の
類
と
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
４
）
「
王
屬
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
「
王
之
徒
屬
」
と

し
、
顧
実
は
、
巻
六
に
「
外
官
王
屬
七
萃
之
士
倍
之
」（6.3

a.13

）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
王
屬
」
に
は
「
七
萃
之
士
」
が

含
ま
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
顧
実
の
指
摘
す
る
巻
六
の
記
述

は
、「
王
屬
」
と
「
七
萃
之
士
」
が
並
列
さ
れ
た
も
の
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
「
王
屬
」
が
「
七
萃
之

士
」
を
含
む
か
否
か
は
確
言
で
き
ず
、
両
者
は
別
の
組
織
集
団

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
顧
実
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

巻
四
に
「
孟
秋
癸
巳
、
天
子
命
重

氏
共
食
天
子
之
屬
」（4.1

b.3

）
と
あ
る
「
天
子
之
屬
」
と
本
句
の
「
王
屬
」
と
は
同
一

組
織
集
団
の
異
称
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
王
屬
」「
天

子
之
屬
」
と
は
、「
七
萃
之
士
」
や
、
後
文
に
見
え
る
「
六

師
」（﹇
三
﹈
注（
１０
）参
照
）
と
は
別
の
、
王
に
従
属
す
る
集
団

と
解
さ
れ
る
か
。

（
５
）「

」
に
つ
い
て
は
、
山
西
省
忻
州
市
代
県
西
北
の
雁
門
山

や
句
注
山
、
同
省
朔
州
市
の
天
門
山
と
す
る
説
、
寧
夏
回
族
自

治
区
固
原
市
の
六
盤
山
脈
と
す
る
説
、
甘
粛
省
の
隴
山
と
す
る

説
、
青
海
省
の
日
雅
拉
山
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研

究
会
二
〇
〇
六
）。

（
６
）「
焉
居
・
禺
知
」
に
つ
い
て
は
、
国
族
名
や
地
名
と
す
る
諸

説
が
あ
る
が
、
他
に
未
見
で
不
詳
。
そ
の
所
在
に
つ
い
て
は
、

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
吐
魯
番
市
、
内
蒙
古
自
治
区
呼
和
浩
特

市
、
同
区
錫
林
郭
勒
盟
多
倫
県
、
山
西
省
朔
州
市
、
同
省
雁
門

山
の
西
北
一
帯
、
甘
粛
省
武
威
市
及
び
張
掖
市
、
同
省
東
部
を

流
れ
る
祖
�
河
流
域
な
ど
と
す
る
諸
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究

会
二
〇
〇
六
）。

（
岡
本
真
則
）

﹇
三
﹈原

文

９

辛
丑
、
天
子
西
征
至
于
�
人
（
1
）〔

�
、
國
名
。
音
�
肯
切
〕。
河

宗
之
子
孫
�
柏
絮
（
2
）〔

柏
、
爵
。
絮
、
名
。
古
柏
字
多
以
木
〕、
且
逆

天
子
于
智
之
□
先
豹
皮
十
・
良
馬
二
六
（
3
）〔

古
者
爲
禮
、
皆
有
以
先

之
。
傳
曰
、
先
進
乘
韋
〕。
天
子
使
井
利
受
之
（
4
）〔

井
利
、
穆
王
之
嬖

臣
〕。

１０

癸
酉
、
天
子
舎
于
漆（

5
）〔

一
宿
爲
舍
〕。
乃
西
釣
于
河
、
以
觀

□
智
之
□
（
６
）
。

１１

甲
辰
、
天
子
獵
于
滲
澤
（
７
）
。
於
是
得
白
狐
・
玄

焉
、
以
祭
于

河
宗
（
８
）〔

以
、
將
。
有
事
于
河
、
奇
此
獲
、
故
用
之
。
漢
武
帝
郊
祀
、

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
二
三
（
三
九
九
）



得
一
角
白
鹿
、
以
爲
�
瑞
、
亦
將
燎
祭
之
類
〕。

１２

丙
午
、
天
子
飮
于
河
水
之
阿
（
９
）〔

阿
、
水
崖
也
〕。
天
子
屬
六
師

之
人
于
�
邦
之
南
滲
澤
之
上
（
10
）〔

屬
、
猶
會
也
〕。

訓

読

�

ほ
う

９

辛
丑
、
天
子
西
の
か
た
征
き
�
人
に
至
る
〔
�
は
國
名
。
音

は
こ
う

ほ
う
は
く
じ
ょ

は
�
肯
の
切
〕。
河
宗
の
子
孫
�
柏
絮
〔
柏
は
爵
。
絮
は
名
。
古
の

む
か

柏
字
は
多
く
木
を
以
て
す
〕、
且
に
天
子
を
智
之
…
…
に
逆
え
ん

と
し
、
…
…
を
豹
皮
十
・
良
馬
二
六
に
先
ん
ず
〔
古
は
禮
を
爲

す
に
、
皆
な
以
て
之
に
先
ん
ず
る
有
り
。『
傳
』（『
左
傳
』
僖
公
三
十

せ
い
り

三
年
？
）
に
曰
く
、「
先
ん
じ
て
乘
韋
を
進
む
」
と
〕。
天
子
井
利
を

し
て
之
を
受
け
し
む
〔
井
利
は
穆
王
の
嬖
臣
〕。

や
ど

１０

癸
酉
〈
癸
卯
？
〉、
天
子
漆

に
舍
る
〔
一
宿
を
舍
と
爲
す
〕。

乃
ち
西
の
か
た
河
に
釣
り
し
、
以
觀
…
…
智
之
…
…
。

し
ん
た
く

り
よ
う

１１

甲
辰
、
天
子
滲
澤
に
臘
す
。
是
に
於
い
て
白
狐
・
玄

し
ゆ
うを

得
、

も
ち
う

以
て
河
宗
に
祭
る
〔
以
は
將
な
り
。
河
に
事
有
る
に
、
此
の
獲
を
奇

と
し
、
故
に
之
を
用
う
。
漢
武
帝
郊
祀
す
る
に
、
一
角
の
白
鹿
を
得
、

も
ち

以
て
�
瑞
と
爲
し
、
亦
た
燎
祭
に
將
う
る
の
類
な
り
〕。

い
ん

１２

丙
午
、
天
子
河
水
の
阿
に
飮
す
〔
阿
は
水
崖
な
り
〕。
天
子
六

あ
つ

師
の
人
を
�
邦
の
南
、
滲
澤
の
上
に
屬
む
〔
屬
は
猶
お
會
の
ご
と

き
な
り
〕。

現
代
語
訳

ほ
う

９

辛
丑
�
、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
行
き
�
人
（
の
地
）
に
着

ほ
う
は
く
じ
ょ

い
た
。
河
宗
の
子
孫
で
あ
る
�
柏
絮
が
、
天
子
を
智
の
…
…
で

迎
え
よ
う
と
し
て
、
…
…
を
豹
皮
10
枚
と
良
馬
12
頭
に
先
ん
じ

て
贈
っ
た
。
天
子
は
井
利
に
そ
れ
ら
を
受
け
と
ら
せ
た
。

10
癸
酉
⑩
〈
癸
卯
�
？
〉、
天
子
は
漆

に
宿
っ
た
。
西
に
向
か

い
黄
河
で
釣
り
を
し
、
以
觀
…
…
智
之
…
…
。

し
ん
た
く

11
甲
辰
�
、
天
子
は
滲
澤
で
狩
り
を
し
た
。
そ
こ
で
白
狐
と
黒
ム

ジ
ナ
を
獲
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、（
そ
れ
ら
を
犠
牲
と
し

て
）
河
宗
（
河
を
祀
る
廟
）
に
祭
っ
た
。

12
丙
午
�
、
天
子
は
黄
河
の
水
辺
で
飲
し
た
。
天
子
は
六
師
の
人

ほ
う

を
�
邦
の
南
（
に
あ
る
）
滲
澤
の
ほ
と
り
に
集
め
た
。

注

釈

（
１
）
「
�
人
」
の
「
�
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
こ
れ
を
国
名
と

解
す
る
。「
�
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
下
の
三
説
に

わ
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
洪
頤
�
が
指
摘
す
る
『
古
今
姓
氏
書

辨
証
』
に
「
�
國
在
虞
�
之
間
」
と
あ
る
説
で
、
虞
は
山
西
省

運
城
市
平
陸
県
、
�
は
陝
西
省
渭
南
市
大
茘
県
に
比
定
さ
れ
る
。

第
二
は
、『
穆
天
子
伝
』
巻
四
に
「
癸
丑
、
天
子
東
征
、
柏
夭

送
天
子
至
于
�
人
。
�
柏
絮
觴
天
子
于
澡
澤
之
上
、

多
之

、

史
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河
水
之
所
南
還
」（4.3b.2

）
と
あ
る
記
述
に
基
づ
き
、
こ
れ

を
黄
河
が
東
か
ら
南
へ
と
そ
の
流
れ
を
変
え
る
湾
曲
地
点
、
す

な
わ
ち
今
の
内
蒙
古
自
治
区
托
克
托
一
帯
と
し
、
後
代
、
趙
の

武
霊
王
が
胡
服
騎
射
し
た
の
ち
、
西
に
向
か
っ
て
胡
地
を
攻
め

取
っ
て
建
立
し
た
雲
中
郡
の
南
部
と
す
る
楊
寛
の
説
や
（
楊
寛

二
〇
〇
六
）、
帰
化
（
漢
代
の
定
襄
・
雲
中
二
郡
）
以
西
の
地

と
す
る
顧
実
・
小
川
琢
治
の
説
な
ど
で
あ
る
。
第
三
は
、『
路

史
』
国
名
紀
六
の
�
条
に
「
�
、

也
、

伯
綮
國
。
穆
天
子

西
征
至
于

。
河
宗
之
子
孫
�
伯
綮
逆
天
子
郭
。
…
…
『
地

記
』
陳
倉
有
�
城
云
河
宗
之
子
孫
、
則
宜
在
此
」
と
あ
る
説
で
、

「
陳
倉
」
は
現
在
の
陝
西
省
宝
鶏
市
陳
倉
区
で
あ
る
。
馬
保
春

は
、
第
三
の
説
、
即
ち
「
�
」
の
所
在
を
宝
鶏
陳
倉
区
と
し
た

場
合
、『
穆
天
子
伝
』
で
穆
王
が
「
�
人
」
に
至
っ
た
後
に

「
飮
于
河
水
之
阿
」
と
す
る
記
述
を
説
明
で
き
な
い
と
指
摘
す

る
（
馬
保
春
二
〇
〇
七
）。
ま
た
、
第
一
の
説
に
関
し
て
、
近

年
、
山
西
省
運
城
市
絳
県
横
水
鎮
横
北
村
で
発
見
さ
れ
た
西
周

中
期
穆
王
期
頃
と
さ
れ
る
大
型
墓
２
基
（
M1
・
M2
）
か
ら
、

「
�
伯
」
を
銘
に
も
つ
青
銅
器
が
６
点
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、

報
告
者
は
こ
の
M2
・
M1
を
そ
れ
ぞ
れ
、
�
国
の
国
君
と
そ
の
夫

人
の
墓
葬
と
し
、
絳
県
横
北
村
一
帯
を
�
国
の
所
在
地
と
す
る

（
山
西
省
考
古
研
究
所
二
〇
〇
六
）。
こ
の
�
国
に
つ
い
て
、
李

学
勤
は
『
古
今
姓
氏
書
辨
証
』
に
「
�
國
在
虞
�
之
間
」、『
元

和
姓
纂
』
の
「
�
」
に
「
出
伯
絮
、
國
在
虞
�
間
」（
岑
仲
勉

校
記
『
元
和
姓
纂
（
附
四
校
記
）』（
北
京
�
中
華
書
局
、
一
九

九
四
年
）、
巻
三
灰
韻
）
と
あ
る
こ
と
、
及
び
�
国
の
所
在
す

る
絳
県
が
、
虞
・
�
の
間
に
あ
る
と
さ
れ
る
「
�
」
の
や
や
北

に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
	
国
を
『
古
今
姓
氏
書
辨
証
』

や
『
元
和
姓
纂
』、
及
び
『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
「
�
」
国

と
す
る
（
李
学
勤
二
〇
〇
五
）。
さ
ら
に
、
馬
保
春
は
、
絳
県

の
�
国
は
�
伯
絮
の
国
が
南
遷
し
た
結
果
、
あ
る
い
は
穆
王
が

西
征
か
ら
帰
還
し
た
と
き
に
、
こ
れ
に
従
っ
て
絳
県
に
遷
っ
て

き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
（
馬
保
春
二
〇
〇
七
）。
こ

れ
ら
の
諸
説
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
本
句
の
「
�
人
」
の
所
在
地
は
、

第
二
の
説
、
今
の
内
蒙
古
托
克
托
一
帯
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

（
２
）
「
河
宗
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
﹇
四
﹈
の
「
是
惟
河
宗

氏
」
に
、「
河
四
�
之
宗
。
主
河
者
因
以
爲
氏
」
と
注
し
て
お

り
、
こ
れ
は
「
黄
河
は
四
�
の
宗
（
本
家
）
で
あ
り
、
そ
の
黄

河
（
の
祭
祀
）
を
主
る
者
が
、
河
宗
を
氏
と
し
た
」
と
理
解
さ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
河
宗
」
に
は
「
四
�
之
宗
」
た
る

「
河
」
や
、
そ
の
祭
祀
を
主
る
集
団
及
び
そ
れ
を
中
核
と
す
る

部
族
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
説

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
二
五
（
四
〇
一
）



文
』
七
篇
下
宀
部
に
「
宗
、
尊
祖
廟
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
宗
」
に
は
祖
廟
の
意
味
が
あ
り
、
ま
た
、
殷
墟
甲
骨
文
に

「
貞
、
于
南
方
、

河
宗
、
十
月
」（
合
集13532

）、「
…
河
宗

…
」（
屯
南1276

）
な
ど
と
あ
る
「
河
宗
」
に
つ
い
て
、
赤
塚

忠
は
「
祭
宮
」、
沈
建
華
は
河
（
河
神
）
の
神
廟
と
し
、
さ
ら

に
沈
建
華
は
『
穆
天
子
伝
』
に
も
言
及
し
て
、
後
段
の
「
以
祭

于
河
宗
」
の
「
河
宗
」
を
「
河
伯
宗
廟
」
と
解
す
る
よ
う
に

（
赤
塚
忠
一
九
七
七
、
沈
建
華
二
〇
一
〇
）、「
河
宗
」
の
原
義

は
「
河
」
を
祀
る
廟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
も
、『
史

記
』
趙
世
家
「
奄
有
河
宗
」
の
正
義
に
「
蓋
在
龍
門
河
之
上
流
、

嵐
・
勝
二
州
之
地
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
の
戦
国
時
代
で
は
、

「
河
宗
」
が
地
名
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
に
「
河
宗
」
に
は
様
々
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
が
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
「
河
宗
」
の
用
例
と

し
て
、「
河
宗
」（1.2a.4

、1.2b.10

、1.2b.12

、1.3a.2
）、

「
河
宗
之
子
孫
�
柏
綮
」（
本
句1.1b.10

）、「
河
宗
氏
」（1.2

a.10

、1.4a.1

）、「
河
宗
柏
夭
」（1.2a.12

、1.2b.10

）、「
河
宗

正
」（4.3b.6

）、「
河
宗
之
邦
」（4.4a.12

）
の
11
例
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
中
で
、
単
に
「
河
宗
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
４
例

は
、「
河
」
を
祀
る
廟
を
指
す
と
解
さ
れ
る
も
の
（1.2a.4

、
本

段
注（
８
）参
照
）、
及
び
「
河
宗
柏
夭
」
も
し
く
は
彼
を
中
心

と
す
る
祭
祀
集
団
を
指
す
と
解
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
（1.2

b.10

、1.3a.2

。1.2b.12

に
つ
い
て
は
欠
字
の
た
め
不
詳
）。

「
河
宗
柏
夭
」
に
つ
い
て
は
、
鄭
傑
文
が
「
河
宗
氏
」
の
国
主

で
あ
り
、
河
神
の
主
祭
者
で
あ
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
宗
」
の
原
義
で
あ
る
祖
廟
で
「
河
」
の
祭
祀
を
掌
る
集
団
の

主
祭
者
を
指
す
と
と
も
に
、
こ
れ
が
「
柏
夭
」
と
い
う
個
人
名

に
部
族
名
と
し
て
の
「
河
宗
」
が
冠
せ
ら
れ
た
称
謂
と
も
解
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、「
河
宗
柏
夭
」
と
は
、「
河
」
の
祭
祀
を
掌
る

「
河
宗
氏
」
の
当
代
当
主
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、「
河
宗
之

邦
」
と
は
当
代
当
主
た
る
柏
夭
が
統
治
す
る
「
邦
」、
本
句
の

「
河
宗
之
子
孫
」
た
る
「
�
柏
綮
」
と
は
、
先
代
の
当
主
か
ら

分
か
れ
た
「
河
宗
氏
」
の
支
族
た
る
�
族
の
当
代
当
主
と
解
釈

さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
河
宗
正
」
に
つ
い
て
は
、
官
名
（
楊
寛
二

〇
〇
六
）、
或
い
は
こ
れ
を
「
河
宗
、
正
」（
河
宗
は
正
な
り
）

と
読
み
、「
河
宗
は
河
宗

国
の
盟
邦
の
主
で
あ
る
」
な
ど
と

す
る
解
釈
が
あ
る
が
（
山
崎
藍
二
〇
〇
七
）、
い
ず
れ
に
せ
よ

こ
の
「
河
宗
正
」
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
、「
四
�
の
宗
」
た

る
河
を
祀
る
廟
で
、
そ
の
祭
祀
を
掌
る
集
団
、
及
び
そ
れ
を
中

核
と
す
る
部
族
と
い
う
意
味
の
「
河
宗
」
に
由
来
す
る
語
と
考

え
ら
れ
よ
う
。

史
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「
�
柏
綮
」
の
族
属
に
関
し
て
、
劉
師
培
は
、「
�
」
が

「
馮
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、「
�
」
は
河
伯
「
馮
夷
」（﹇
四
﹈

注（
２
）参
照
）
の
「
馮
」
で
、「
�
柏
」
は
先
祖
の
名
を
国
名

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
、
顧
実
も
こ
の
説
を
是
と
す
る
。

一
方
、
本
段
注（
１
）で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
李
学
勤
は
、
山
西

省
絳
県
横
北
村
で
発
見
さ
れ
た
「
�
」
国
墓
地
の
「
�
」
を

『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
「
�
」
国
と
し
、《
�
仲
鼎
》（
集
成

2462

西
周
中
期
）
に
「
�
仲
作
畢
�
�
鼎
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、�

�
（
�
）」
を
�
姓
と
し
た
上
で
、
王
国
維
の
考
証
に
従

っ
て
（
同
「
鬼
方
昆
夷

考
」）、
こ
れ
を
『
左
伝
』
定
公
四

年
の
衛
の
子
魚
の
言
に
見
え
る
、
唐
叔
が
封
建
さ
れ
た
際
に
賜

っ
た
「
懷
姓
九
宗
」
の
懐
姓
と
す
る
（
李
学
勤
二
〇
〇
五
）。

ま
た
、
李
零
は
「
�
」「
馮
」
両
字
が
通
仮
し
、
か
つ
河
伯

「
馮
夷
」（﹇
四
﹈
注（
２
）参
照
）
が
「
馮
」
を
そ
の
氏
と
し
て

い
る
こ
と
、
及
び
秦
嘉
謨
輯
補
本
の
『
世
本
』
氏
姓
篇
に
お
い

て
、
馮
氏
・
河
宗
氏
・
�
氏
が
い
ず
れ
も
帰
姓
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ら
三
氏
は
起
源
を
同
じ
く
す
る
帰
姓
の

三
支
族
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
王
国
維
の
考
証
に
従
い
、

帰
姓
、『
左
伝
』
に
見
え
る
隗
姓
・
懐
姓
は
い
ず
れ
も
金
文
の

�
姓
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
者
は
、
同
じ
く
�
を
姓
と
す

る
殷
代
の
鬼
方
を
そ
の
出
自
と
す
る
と
指
摘
す
る
（
李
零
二
〇

〇
六
）。
こ
れ
に
従
え
ば
、「
�
柏
綮
」
は
帰
（
隗
・
懐
・
�
）

姓
で
、
殷
代
鬼
方
の
後
裔
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
３
）
「
先
豹
皮
十
良
馬
二
六
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
傳
曰
」

と
し
て
「
先
進
乘
韋
」
を
引
用
す
る
が
、
こ
の
文
に
最
も
近
似

す
る
現
行
の
『
左
伝
』
僖
公
三
十
三
年
を
見
る
と
、「
以
乘
韋

先
牛
十
二
、
犒
師
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
杜
注

の
「
先
韋
乃
入
牛
也
。
古
者
將
獻
遺
於
人
、
必
有
以
先
之
」
や

『
左
氏
会
箋
』
の
「
遺
人
之
物
、
必
以
輕
先
重
後
、
故
先
韋
乃

入
牛
」
と
い
う
注
釈
を
参
考
に
す
れ
ば
、「
以
Ａ
先
Ｂ
」
の
文

で
は
、「
先
」
の
下
に
く
る
も
の（
Ｂ
）が
貴
重
な
も
の
で
、
そ

の
前
に
軽
微
な
も
の（
Ａ
）が
記
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
且
逆
天
子
于
智
之
□
」
の
□
は

複
数
の
欠
字
で
、
こ
こ
に
「
豹
皮
十
・
良
馬
二
六
」
に
先
立
つ

軽
微
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
を
ふ
ま

え
る
と
、
本
文
は
、
�
柏
絮
が
天
子
を
「
智
之
□
」
で
迎
え
、

「
豹
皮
十
・
良
馬
二
六
」
に
先
立
て
て
何
か
を
天
子
に
贈
っ
た

と
解
釈
で
き
よ
う
。

「
二
六
」
に
つ
い
て
、
鄭
傑
文
が
引
く
黎
光
明
は
、
巻
五
の

「
駿
馬
十
六
」（5.1b.6

）
や
巻
六
の
「
乃
陳
腥
俎
十
二
」（6.2

a.8

）
が
、「
二
八
」「
二
六
」
と
記
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

か
つ
巻
一
か
ら
巻
四
の
中
の
10
以
上
の
数
字
に
一
つ
も
「
十
」

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
二
七
（
四
〇
三
）



字
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『
穆
天
子
伝
』
で
は

「
十
」
字
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
「
26
」
と
解
す
る
。

し
か
し
、
11
以
上
の
数
の
う
ち
で
「
十
」
字
が
使
わ
れ
て
い
な

い
の
は
巻
四
ま
で
で
あ
り
、
現
に
巻
五
・
巻
六
で
は
「
十
二
」

「
十
六
」
と
あ
る
以
上
、「
十
」
字
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
は
必

ず
し
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
20
以
上
の
数
の
う

ち
、
３
つ
の
漢
数
字
で
表
さ
れ
る
も
の
（
例
え
ば
「
二
十

一
」）
に
限
っ
て
「
十
」
字
が
省
略
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
れ
は
非
常
に
限
定
的
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
王

貽
�
は
『
穆
天
子
伝
』
の
中
で
は
、
良
馬
・
駿
馬
が
み
な
四
の

倍
数
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
12
」
と
解

し
て
お
り
、
実
際
に
、『
穆
天
子
伝
』
で
は
、「
良
馬
十
駟
」

（4.2a.7

）「
良
馬
百
駟
」（5.1a.8

）「
駿
馬
十
六
」（5.1b.5

、

5.4b.6

）
な
ど
、
良
馬
・
駿
馬
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
四
の
倍

数
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
穆
天
子
が
乗
る
「
八
駿
」

に
つ
い
て
も
四
頭
立
て
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、

「
12
」
と
解
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
４
）
「
井
利
」
に
つ
い
て
、
李
学
勤
は
巻
六
に
見
え
る
盛
姫
の

葬
儀
に
お
い
て
、「
井
利
」
が
葬
儀
に
用
い
る
器
物
の
管
理
を

し
て
お
り
、
こ
れ
が
『
周
礼
』
天
官
宰
夫
に
「
凡
邦
之
弔
事
、

掌
其
戒
令
與
其
幣
器
財
用
、
凡
所
共
者
。
大
喪
・
小
喪
、
掌
小

官
之
戒
令
、
帥
執
事
治
之
。
三
公
六
卿
之
喪
與
職
喪
帥
官
有
司

而
治
之
」
と
あ
る
宰
夫
の
職
掌
と
合
致
す
る
こ
と
、
及
び
『
周

礼
』
天
官
に
見
え
る
大
宰
・
小
宰
・
宰
夫
な
ど
の
官
は
、
他
の

文
献
で
は
単
に
宰
と
称
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
井
利
」
の

官
を
宰
と
し
、
こ
れ
を
西
周
中
期
と
さ
れ
る
《
穆
公
�
蓋
》

（
集
成4191

）
及
び
、《
師
遽
方
彝
》（
集
成9897

）
に
見
え
る

「
宰
利
」
に
比
定
す
る
（
李
学
勤
一
九
九
〇
）。
ま
た
、
于
省
吾

は
西
周
金
文
で
は
「
��

��

��

�
�
�
��

	�



�
�


�
�
���

�
���

1.1b.13

、1.2b.3

）
を
「
�
��

�
�

�
��

�

�
�
�
�
�
�
�
�

��

穆
天
子
伝
』
に
お
い

て
「
���

��

�
�
�


�
�
�
�
�
�
��

「
井
利
」
の
名

は
こ
れ
ま
で
『
穆
天
子
伝
』
に
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
』（
以
下
、
清
華
簡
と
す
る
）「
祭
公

之
顧
命
」
篇
に
「
乃
召
畢

、
井
利
、
毛
班
∟
。
曰
三
公

…
…
」（
簡
九
）
と
あ
り
、
沈
建
華
が
「
井
利
・
毛
班
は
『
穆

天
子
伝
』
に
見
え
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
は
ま
た
畢
矩
が
見
え

る
が
、
こ
の
畢

と
関
係
が
あ
る
か
否
か
は
判
ら
な
い
」
と
注

釈
す
る
よ
う
に
（
清
華
大
学
二
〇
一
〇
、
下
冊
）、
戦
国
期
と

考
え
ら
れ
る
出
土
資
料
に
そ
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

『
穆
天
子
伝
』
と
出
土
資
料
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
共
通
性
を

見
出
せ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
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（
５
）
「
癸
酉
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
前
段
辛
丑
�
と
後
段
甲
辰

�
の
間
に
入
る
癸
卯
�
に
改
め
て
い
る
。

「
漆

」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
内
蒙
古
自
治
区
呼
和
浩
特

市
、
青
海
省
な
ど
と
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇

六
）。
ま
た
、
洪
頤
�
は
孫
同
元
の
説
を
引
い
て
、「
漆

」
を

下
文
に
見
え
る
「
滲
澤
」
の
誤
り
と
し
て
お
り
、
仮
に
「
滲

澤
」
と
す
れ
ば
、
そ
の
所
在
と
し
て
は
、
内
蒙
古
自
治
区
呼
和

浩
特
市
や
青
海
省
の
湖
な
ど
と
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究

会
二
〇
〇
六
）。

（
６
）
「
以
觀
□
智
之
□
」
の
上
の
欠
字
に
つ
い
て
、
顧
実
は
不

要
と
し
、
鄭
傑
文
は
相
当
数
の
欠
文
が
あ
る
と
す
る
。「
智
之

□
」
に
つ
い
て
は
、
前
段
の
「
且
逆
天
子
于
智
之
□
」
に
似
た

よ
う
な
箇
所
が
あ
り
、
顧
実
は
こ
れ
を
地
名
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
文
を
含
む
「
乃
西
釣
于
河
、
以
觀
□
智
之
□
」
に
つ
い
て

も
、
巻
六
の
「
天
子
乃
釣
于
河
、
以
觀
姑
�
之
木
」（6.5a.2

）

に
似
た
よ
う
な
箇
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
釣
」
を
行
っ
た
後

で
、「
姑
�
之
木
」
を
「
觀
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

「
智
之
□
」
で
何
か
を
「
觀
」
し
た
可
能
性
は
高
く
、
少
な
く

と
も
上
の
欠
字
が
不
要
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
「
滲
澤
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
本
段
注（
５
）参
照
。
鄭
傑

文
は
、『
北
堂
書
鈔
（
陳
兪
本
）』（
巻
十
四
蒐
狩
四
十
九
）、

『
初
学
記
』（
巻
二
十
二
武
部
獵
第
十
）
が
「
滲
澤
」
を
「
漆

澤
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
漆
澤
」
が
正
し
い
と
す
る
。

た
だ
し
、
清
・
孔
廣
陶
校
註
の
『
北
堂
書
鈔
』
で
は
「
滲
澤
」

と
な
っ
て
お
り
、
孫
星
衍
が
「
孫
氏
校
滲
改
漆
從
陳
兪
本
也
」

と
述
べ
る
よ
う
に
、
鄭
傑
文
が
引
く
『
北
堂
書
鈔
』
で
は
「
漆

澤
」
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、「
滲
澤
」
を
「
漆
澤
」
と
す

べ
き
か
は
判
定
し
が
た
い
。

（
８
）
「
以
祭
于
河
宗
」
に
つ
い
て
、
注
を
見
る
限
り
、
郭
璞
は

「
河
」
に
祭
祀
を
行
う
た
め
に
狩
猟
を
し
た
と
こ
ろ
、
珍
し
く

も
「
白
狐
・
玄

」
を
獲
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
こ
れ
を
用

い
た
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
顧
実

は
こ
の
祭
祀
を
、
狩
猟
で
獲
た
「
白
狐
」
と
「
玄
貉
」
を
河
宗

（
河
神
）
に
祭
っ
た
猟
祭
と
し
、
天
子
が
名
山
・
大
川
を
祭
る

祭
祀
と
は
異
な
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
楊
寛
は
こ
の
「
河

宗
」
を
「
�
人
」
が
河
伯
を
祭
祀
す
る
宗
廟
と
解
し
、
そ
の
規

模
が
小
さ
か
っ
た
の
で
、
狩
猟
で
獲
た
「
白
狐
」
と
「
玄
貉
」

だ
け
を
用
い
て
祭
祀
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
（
楊

寛
二
〇
〇
六
）。「
河
宗
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
「
河
」「
河

神
」「
河
伯
を
祭
祀
す
る
宗
廟
」
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る

が
、
本
段
注（
２
）で
述
べ
た
よ
う
に
、「
河
宗
」
の
原
義
は

「
河
」
を
祭
祀
す
る
廟
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
「
河
」

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
二
九
（
四
〇
五
）



や
「
河
神
」
を
指
す
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
い
ず

れ
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
穆
天
子
伝
』
で
は

「
于
」
の
下
に
場
所
・
土
地
を
指
す
語
が
来
る
場
合
が
多
く
、

「
祭
」
の
用
例
の
な
か
に
も
、
巻
四
に
「
天
子
祭
于
宗
周
之

廟
」（4.4b.12
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
句
の
「
河

宗
」
は
、「
�
人
」
の
地
に
置
か
れ
た
「
河
」
を
祭
祀
す
る
廟

と
解
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
郭
璞
は
「
阿
」
を
水
崖
と
し
、
顧
実
は
河
の
流
れ
の
曲
が

っ
た
と
こ
ろ
と
解
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
で
は
、
明
ら
か
に
河

川
の
「
阿
」
と
考
え
ら
れ
る
事
例
が
、「
河
水
之
阿
」（1.2a.6

、

1.2b.2

）「
�
水
之
阿
」（4.1a.8

）「
河
之
水
北
阿
」（4.3a.12

）

「
雷
水
之
阿
」（4.3b.10

）
と
５
例
あ
り
、
顧
実
の
説
は
『
漢

書
』
礼
楽
志
に
「
沛
施
祐
汾
之
阿
」、
師
古
注
に
「
阿
、
水
之

曲
隅
」
と
あ
る
よ
う
に
、
伝
世
文
献
の
注
に
も
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
河
川
で
も
、
そ
の
流
れ
の
曲
が
っ
た

と
こ
ろ
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
、「
阿
」
を
水

崖
と
解
す
る
説
は
郭
璞
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、﹇
一
﹈
の

「
�
山
之
阿
」
の
注
釈
で
は
、「
阿
」
を
山
の
傾
斜
地
と
解
し
て

お
り
（﹇
一
﹈
注（
７
）参
照
）、
こ
こ
で
も
同
じ
「
阿
」
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
河
川
の
場
合
も
河
川
に
面
し
た

傾
斜
地
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
10
）
「
屬
」
は
、『
左
伝
』
哀
公
十
三
年
「
屬
徒
五
千
」
の
杜
注

に
「
屬
、
會
也
」、『
国
語
』
呉
語
「
盛
怒
屬
兵
」
の
韋
昭
注
に

「
屬
、
會
也
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
兵
な
ど
を
集
め
る
時
に

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
動
詞
で
あ
る
。

「
六
師
」
に
つ
い
て
は
、『
詩
』
大
雅


樸
に
「
周
王
于
邁
、

六
師
及
之
」
と
あ
り
、
毛
伝
に
「
天
子
六
軍
」、
鄭
箋
に
「『
周

禮
』（
地
官
小
司
徒
）、
五
師
爲
軍
、
軍
萬
二
千
五
百
人
」
と
あ

る
が
、
王
先
謙
疏
に
「『
白
虎
通
』
三
軍
篇
、『
詩
』
云
、
周
王

于
邁
、
六
師
及
之
、
師
二
千
五
百
人
、
師
爲
一
軍
、
六
師
一
萬

五
千
人
也
。
陳
喬
樅
云
、
…
…
『
公
羊
傳
』
隱
五
年
傳
何
休
解

詁
云
、
二
千
五
百
人
爲
師
、
禮
、
天
子
六
師
、
方
伯
二
師
、
諸

侯
一
師
。
天
子
六
師
之
説
、
亦
與
『
白
虎
通
』
合
」
と
あ
る
。

「
六
師
」
は
西
周
金
文
に
も
見
ら
れ
（《
啓
貯
�
》
集
成4047

西
周
中
期
、《
呂
服
余
盤
》
集
成10169

西
周
中
期
、《
�
方

彝
》
集
成9899−9900

西
周
中
期
、《
南
宮
柳
鼎
》
集
成2805

西
周
後
期
な
ど
）、
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
「
西
六
師
」（《
禹

鼎
》
集
成2833

西
周
後
期
）
や
「
八
師
」（《
�
方
彝
》
集
成

9899−9900

西
周
中
期
、《
小
克
鼎
》
集
成2796−2802

西
周

後
期
）、「
殷
八
師
」（《
小
臣

�
》
集
成4238−4239

西
周
前

期
）、「
成
周
八
師
」（《

壺
蓋
》
集
成9728

西
周
中
期
）
な

ど
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
六
師
」
と
「
西
六
師
」
に
つ

史
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い
て
は
、
両
者
を
同
一
の
組
織
と
し
、
西
、
即
ち
宗
周
（
鎬

京
）
に
置
か
れ
た
組
織
と
解
さ
れ
る
が
、「
八
師
」「
殷
八
師
」

「
成
周
八
師
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
全
て
同
一
の
組
織
と

し
て
、
成
周
に
置
か
れ
た
殷
人
に
対
す
る
た
め
の
組
織
、
或
い

は
殷
人
か
ら
構
成
さ
れ
た
組
織
と
す
る
説
（
伊
藤
道
治
一
九
七

五
・
木
村
秀
海
一
九
八
五
）、
及
び
「
殷
八
師
」
を
殷
（
�
衛
）

の
地
に
置
か
れ
た
軍
団
、「
成
周
八
師
」
を
成
周
に
置
か
れ
た

軍
団
と
し
て
両
者
を
区
別
す
る
説
な
ど
が
あ
る
（
徐
中
舒
一
九

九
八
、
楊
寛
二
〇
〇
三
）。
こ
の
「
六
師
」「
八
師
」
は
、
例
え

ば
《
南
宮
柳
鼎
》
に
「
王
呼
作
册
尹
、
册
令
柳
、

六
師
牧
・

陽
・
呉
・
□
」、《

壺
蓋
》
に
「
王
乎
尹
氏
册
令

曰
、
更
乃

祖
考
、
作
冢

土
于
成
周
八
師
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の

下
に
「
牧
・
陽
（
場
）・
呉
（
虞
）」
や
「
冢

土
」
な
ど
の
官

僚
が
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
中
国
史
上
最
初
に
出
現
し
た
軍

事
屯
田
制
と
す
る
見
解
（
于
省
吾
一
九
六
四
・
一
九
六
五
）、

及
び
「
六
師
」「
八
師
」
が
軍
事
組
織
か
つ
行
政
組
織
と
し
て

機
能
し
て
い
た
と
す
る
見
解
と
が
あ
る
（
木
村
一
九
八
五
、
伊

藤
道
治
一
九
八
七
、
楊
寛
二
〇
〇
三
）。

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
本
句
の
「
六
師
之
人
」
と
は
、
お

そ
ら
く
「
六
師
」
を
構
成
す
る
人
々
（
軍
人
）
を
指
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。
ま
た
『
穆
天
子
伝
』
に
は
、
巻
二
に
「
六
師
之

屬
」（2.4a.2

、2.5a.8

）
と
い
う
語
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
、

前
掲
し
た
南
宮
柳
鼎
に
見
え
る
「
牧
・
陽
（
場
）・
呉
（
虞
）」

な
ど
の
よ
う
な
「
六
師
」
に
属
し
た
官
吏
の
こ
と
と
解
さ
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
水
野
卓
）

﹇
四
﹈原

文

13

戊
寅
、
天
子
西
征
鶩
行
、
至
于
陽
紆
之
山
（
１
）〔

鶩
、
猶
馳
也
。

紆
、
音
嘔
〕。
河
伯
無
夷
之
所
都
居
（
２
）〔

無
夷
、
馮
夷
也
。『
山
海

經
』
云
冰
夷
〕、
是
惟
河
宗
氏
〔
河
、
四
�
之
宗
。
主
河
者
、
因
以

爲
氏
〕。
河
宗
柏
夭
逆
天
子
燕
然
之
山
（
３
）〔

柏
夭
、
字
也
〕、
勞
用
束

帛
加
璧
（
４
）〔

勞
、
郊
勞
也
。
五
兩
爲
一
束
。
兩
、
今
之
二
丈
〕、
先
白

□
（
５
）
。
天
子
使

父
受
之
（
６
）〔

父
、

公
謀
父
、
作
祈
招
之
詩
者
〕。

訓

読

ゆ

ぶ

よ
う

う

13

戊
寅
〈
戊
申
？
〉、
天
子
西
の
か
た
征
き
鶩
行
し
て
、
陽
紆

の
山
に
至
る
〔
鶩
は
猶
お
馳
の
ご
と
き
な
り
。
紆
、
音
は
嘔
〕。
河

伯
無
夷
の
都
居
す
る
所
に
し
て
〔
無
夷
は
馮
夷
な
り
。『
山
海

經
』（
海
内
北
經
）
に
云
う
冰
夷
な
り
〕、
是
れ
惟
れ
河
宗
氏
な
り

と
く

〔
河
は
四
�
の
宗
。
河
を
主
る
者
は
因
り
て
以
て
氏
と
爲
す
〕。
河
宗

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
三
一
（
四
〇
七
）



む
か

柏
夭
、
天
子
を
燕
然
の
山
に
逆
え
〔
柏
夭
は
字
な
り
〕、
勞
う
に

束
帛
に
璧
を
加
う
る
を
用
て
し
〔
勞
は
郊
勞
な
り
。
五
兩
も
て
一

ほ

束
と
爲
す
。
兩
は
今
の
二
丈
〕、
先
白
…
…
。
天
子
、

さ
い

父
を
し

て
之
を
受
け
し
む
〔

父
は

公
謀
父
、
祈
招
の
詩
を
作
り
し
者
な

り
〕。

現
代
語
訳

13

戊
寅
⑮
〈
戊
申
�
？
〉、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
馳
せ
行
き
、

よ
う
う

陽
紆
の
山
に
着
い
た
。
そ
こ
は
河
伯
無
夷
が
本
拠
と
し
た
と
こ

ろ
で
、
こ
こ
（
に
住
む
者
た
ち
）
こ
そ
が
河
宗
氏
で
あ
る
。
河

宗
氏
の
当
主
で
あ
る
柏
夭
が
天
子
を
燕
然
の
山
に
迎
え
、
労
い

と
し
て
束
ね
た
帛
に
璧
を
上
に
載
せ
た
も
の
を
贈
り
、
先
白

ほ

…
…
。
天
子
は

さ
い

父
に
そ
れ
ら
を
受
け
取
ら
せ
た
。

注

釈

（
１
）
「
戊
寅
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
「
戊
申
」
と
し
、
顧
実
も

ま
た
、
古
文
の
「
寅
」
と
「
申
」
は
字
形
が
近
い
こ
と
か
ら
誤

っ
た
の
だ
ろ
う
と
す
る
。

「
陽
紆
之
山
」
に
つ
い
て
は
、
河
套
（
内
蒙
古
自
治
区
鄂
爾

多
斯
市
一
帯
）
の
陰
山
山
脈
、
寧
夏
回
族
自
治
区
と
甘
粛
省
の

境
界
付
近
、
青
海
省
の
鄂
陵
湖
の
北
方
な
ど
と
す
る
説
が
あ
る

（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

『
周
礼
』
夏
官
職
方
氏
に
「
冀
州
澤
曰
陽
紆
」
と
あ
り
、
楊

寛
は
古
代
の
河
套
に
は
大
湖
が
あ
っ
た
と
す
る
古
生
物
学
者
楊

鐘
健
の
説
を
援
用
し
て
、「
陽
紆
」
と
は
河
套
に
あ
っ
た
大
湖

の
こ
と
、「
陽
紆
之
山
」
は
そ
の
北
面
に
あ
る
山
を
指
す
と
し
、

『
山
海
経
』
海
内
北
経
「
從
極
之
淵
、
深
三
百
仞
。
維
冰
夷
恆

都
焉
」
の
「
從
極
之
淵
」
は
陽
紆
沢
の
別
名
で
あ
る
と
す
る

（
楊
寛
二
〇
〇
六
）。

（
２
）
「
無
夷
」
に
つ
い
て
は
、『
山
海
経
』
海
内
北
経
に
「
從
極

之
淵
、
深
三
百
仞
。
維
冰
夷
恆
都
焉
。
冰
夷
人
面
、
乘
兩
龍
。

一
曰
忠
極
之
淵
」
と
あ
り
、
そ
の
郭
璞
注
に
「
冰
夷
、
馮
夷
也
。

『
淮
南
』（
齊
俗
訓
）
云
、
馮
夷
得
道
、
以
潛
大
川
。
即
河
伯
也
。

『
穆
天
子
傳
』
所
謂
河
伯
無
夷
者
、『
竹
書
』
作
馮
夷
、
字
或
作

冰
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
無
夷
」
は
『
山
海
経
』
の
「
冰
夷
」、

『
淮
南
子
』
の
「
馮
夷
」（『
荘
子
』
大
宗
師
に
も
ま
た
「
馮
夷

得
道
、
以
遊
大
川
」
と
あ
る
）
と
同
一
で
、
黄
河
の
神
で
あ
る

河
伯
の
名
と
考
え
ら
れ
る
。

「
都
」
に
は
、『
淮
南
子
』
墜
形
訓
「
幽
都
之
門
」
の
高
誘
注

に
「
都
、
聚
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
集
ま
る
と
い
う
意
味
が
あ

る
こ
と
か
ら
、「
都
居
」
と
は
集
住
定
住
し
て
い
る
様
を
表
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
後
段
「
爰
有
温
谷
樂
都
、
河
宗
氏

史
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之
所
遊
居
」
の
「
遊
居
」
は
、
冬
に
移
動
し
て
臨
時
に
居
住
す

る
こ
と
と
考
え
ら
れ
（﹇
七
﹈
注（
２
）参
照
）、
こ
れ
と
対
比
す

る
と
、「
都
居
」
に
は
本
拠
地
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
言

え
よ
う
。

（
３
）
「
燕
然
之
山
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
河
套
（
内
蒙
古
自

治
区
鄂
爾
多
斯
市
一
帯
）
の
ほ
か
、
内
蒙
古
自
治
区
呼
和
浩
特

市
、
甘
粛
省
、
青
海
省
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究

会
二
〇
〇
六
）。

（
４
）
『
左
伝
』
昭
公
五
年
に
「
入
有
郊
勞
、
出
有
贈
賄
、
禮
之

至
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
賓
客
が
来
訪
し
た
時
は
郊
外
に
出
迎

え
慰
労
す
る
の
が
礼
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、『
儀
礼
』
聘
礼

に
「
賓
至
于
近
郊
、
…
…
君
使
卿
朝
服
用
束
帛
勞
」
と
あ
る
よ

う
に
、「
束
帛
」
は
郊
労
の
際
に
贈
ら
れ
る
一
般
的
な
品
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。『
周
礼
』
春
官
大
宗
伯
「
孤
執
皮
帛
」
の
賈

疏
に
「
束
者
、
十
端
、
毎
端
丈
八
尺
、
皆
兩
端
合
卷
、
�
爲
五

匹
、
故
云
束
帛
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
「
束
帛
」
と
は
、

帛
を
両
端
か
ら
巻
き
、
そ
れ
を
五
つ
束
ね
た
も
の
、「
束
帛
加

璧
」
と
は
、『
儀
礼
』
聘
礼
「
受
享
束
帛
加
璧
」
の
賈
疏
に

「
束
帛
加
璧
於
其
上
」
と
あ
る
の
に
従
え
ば
、
束
ね
た
帛
の
上

に
璧
を
載
せ
た
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
巻
五
に
も
「
束
帛

加
璧
」（5.1a.12

）
の
語
が
見
え
る
。

（
５
）
前
段
「
□
先
豹
皮
十
・
良
馬
二
六
」（1.1b.12

）
と
同
様
、

本
句
も
「
先
」
の
前
に
あ
る
「
束
帛
加
璧
」
は
比
較
的
軽
微
な

礼
物
で
、
後
ろ
の
「
白
□
」
が
よ
り
貴
重
な
礼
物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
（﹇
三
﹈
注（
３
）参
照
）。

（
６
）
「

父
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「

公
謀
父
」
と
す
る
。

洪
頤
�
が
「
程
氏
本
惟
此
作

、
餘
倶
省
作
祭
。
今
悉
改
正
」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
諸
本
の
多
く
は
「
祭
」
に
作
る
。「
祭

公
謀
父
」
に
つ
い
て
、『
国
語
』
周
語
上
「
穆
王
將
征
犬
戎
、

祭
公
謀
父
諫
曰
…
…
」
の
韋
昭
注
に
「
祭
、
畿
内
之
國
、
周
公

之
後
也
、
爲
王
卿
士
。
謀
父
、
字
也
」
と
あ
り
、
ま
た
『
左

伝
』
僖
公
二
十
四
年
に
「
凡
�
�
茅
胙
祭
、
周
公
之
胤
也
」
と

あ
る
。「
祭
」
は
、
顧
棟
高
「
春
秋
列
国
爵
姓
及
存
滅
表
」

（『
春
秋
大
事
表
』
巻
五
）
に
よ
れ
ば
伯
爵
で
、
そ
の
封
地
は
河

南
省
鄭
州
市
の
東
北
に
比
定
さ
れ
る
。
ま
た
『
逸
周
書
』
祭
公

解
で
は
穆
王
が
祭
公
謀
父
を
「
祖
祭
公
」
と
称
し
て
お
り
、
そ

の
孔
晁
注
に
「
祭
公
、
周
公
之
後
、
昭
穆
於
穆
王
在
祖
列
」、

唐
大
沛
注
に
「
祭
公
與
康
王
爲
從
堂
兄
弟
、
周
公
之
孫
也
」
な

ど
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
祭
公
謀
父
は
周
公
の
孫
で
あ
る
。

『
穆
天
子
伝
』
の
「

父
」
は
穆
王
の
西
征
に
同
行
し
て
い
る

が
、『
国
語
』
周
語
上
で
は
祭
公
謀
父
は
穆
王
の
犬
戎
征
伐
を

諫
め
る
立
場
と
し
て
登
場
し
、
ま
た
『
左
伝
』
昭
公
十
二
年
に

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
三
三
（
四
〇
九
）



も
祭
公
謀
父
が
穆
王
の
天
下
周
遊
を
諫
め
る
た
め
祈
招
の
詩
を

作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
逸
周
書
』
祭
公
解
は
、
臨

終
を
前
に
し
た
祭
公
謀
父
に
よ
る
穆
王
と
三
公
へ
の
訓
戒
で
あ

り
、
清
華
簡
「
祭
公
之
顧
命
」
も
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

（
富
田
美
智
江
）

﹇
五
﹈原

文

14

癸
丑
、
天
子
大
朝
于
燕
□
之
山
河
水
之
阿
（
1
）〔

蓋
朝
會
郡
官
、

告
將
禮
河
也
〕。
乃
命
井
利
・
梁
固
（
2
）〔

梁
門
、
大
夫
〕、
聿
將
六
師

〔
聿
、
猶
曰
也
〕。
天
子
命
（
3
）
。

15

吉
日
戊
午
（
4
）〔『

詩
』
曰
、
吉
日
庚
午
〕、
天
子
大
服
、
冕
・
	
（
5
）

〔
冕
冠
・
	
衣
。
蓋
王
后
之
上
服
。
今
帝
服
之
所
未
詳
。
	
音

〕・

（
6
）・
帶
〔

、
�
也
。
天
子
赤

、
音
弗
〕、
�（

7
）〔

、
長
三
尺
、

杼
上
推
頭
。
一
名
�
、
亦
謂
之
大
圭
。
�
、
猶
帶
也
。

、
音
忽
〕、

夾
佩
（
8
）〔

左
右
兩
佩
〕、
奉
璧
、
南
面
立
于
寒
下
（
9
）〔

受
河
宗
也
。
寒

下
未
詳
〕。
曾
祝
佐
之
（
10
）〔

曾
、
重
也
。『
傳
』
曰
、
曾
臣
偃
〕。
官
人

陳
牲
全
五
□
具
（
11
）〔

牛
羊
之
品
曰
牲
、
體
完
曰
全
牲
、
或
曰
全
色
純
也
。

『
傳
』
曰
、
牲
全
肥

〕。
天
子
授
河
宗
璧
。
河
宗
柏
夭
受
璧
、

西
向
�
璧
于
河
（
12
）〔

河
位
載
昆
侖
〕、
再
拜
稽
首
〔
稽
首
、
首
至
地

也
〕。
祝
�
牛
・
馬
・
豕
・
羊
。
河
宗
□
命
于
皇
天
子
（
13
）〔

加
皇
者

尊
上
之
〕、
河
伯
號
之
（
14
）〔

呼
穆
王
〕。
帝
曰
（
15
）
、
穆
滿
（
16
）〔

以
名
應
謙
也
。

言
謚
蓋
後
記
事
者
之
辭
〕、
女
當
永
致
用
�
事
（
17
）〔

語
穆
王
當
長
幹
理

世
事
也
哉
〕。
南
向
再
拜
〔
穆
王
拜
〕。
河
宗
又
號
之
。
帝
曰
、
穆

滿
、
示
女
舂
山
之
�
（
18
）〔『

山
海
經
』
舂
字
作
鍾
、
音
同
耳
。
言
此
山

多
珍
�
奇
怪
〕、
詔
女
昆
侖
□
舍
四
平
泉
七
十
（
19
）〔

疑
皆
説
昆
侖
山

上
事
物
〕。
乃
至
于
昆
侖
之
丘
、
以
觀
舂
山
之
�
〔
皆
河
伯
與
穆

王
詞
語
〕、
賜
語
晦
（
20
）〔

月
終
爲
晦
。
言
賜
女
受
終
�
〕。
天
子
受
命
、

南
向
再
拜
〔
受
河
伯
命
〕。

訓

読

14

癸
丑
、
天
子
燕
□
の
山
河
水
の
阿
に
大
朝
す
〔
蓋
し
郡

〈
群
？
〉
官
を
朝
會
し
、
將
に
河
に
禮
せ
ん
と
す
る
を
告
ぐ
る
な
り
〕。

こ
こ

乃
ち
井
利
・
梁
固
に
命
じ
〔
梁
門
〈
固
？
〉
は
大
夫
な
り
〕、
聿

ひ
き

い
つ

え
つ

に
六
師
を
將
い
し
む
〔
聿
は
猶
お
曰
の
ご
と
き
な
り
〕。
天
子
命

ず
。

15

吉
日
戊
午
〔『
詩
』（
小
雅
吉
日
）
に
曰
く
、「
吉
日
庚
午
」
と
〕、

べ
ん

き

天
子
大
い
に
冕
・
	
〔
冕
冠
・
	
衣
な
り
。
蓋
し
王
后
の
上
服
な

り
。
今
帝
の
之
を
服
す
る
は
、
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ざ
る
所
な
り
。
	
、

音
は

〈
暉
〉〕・
ふ
つ

・
帶
を
服
し
〔

は
�
な
り
。
天
子
は
赤

。

さ
し
は
さ

そ

つ
ち

音
は
弗
〕、

を
�
み
〔

は
長
さ
三
尺
、
上
を
杼
ぎ
推
の
頭
あ
り
。

史

学

第
八
〇
巻
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一
の
名
は
�
、
亦
た
之
を
大
圭
と
謂
う
。
�
は
猶
お
帶
の
ご
と
き
な

�
�

り
。

、
音
は
忽
〕、
佩
を
夾
み
〔
左
右
兩
つ
な
が
ら
佩
あ
り
〕、
璧

�
 

を
奉
じ
て
、
南
面
し
て
寒
下
に
立
つ
〔
河
宗
に
受
け
ん
と
す
な
り
。

!
�

寒
下
は
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
〕。
曾
祝
之
を
佐
け
〔
曾
は
重
な
り
。

『
傳
』（『
左
傳
』
襄
公
十
八
年
）
に
曰
く
、「
曾
臣
偃
〈
彪
〉」
と
〕、

�
�

官
人
牲
の
全
な
る
も
の
五
…
…
具
を
陳
ぶ
〔
牛
羊
の
品
を
牲
と
曰

い
、
體
の
完
な
る
を
全
牲
と
曰
う
。
或
る
ひ
と
曰
く
、
全
は
色
純
な

り
、
と
。『
傳
』（『
左
傳
』
桓
公
六
年
）
に
曰
く
、「
牲
、
全
に
し
て

"肥
と
つ

」
と
〕。
天
子
、
河
宗
に
璧
を
授
く
。
河
宗
柏
夭
璧
を
受
け
、

あ

西
に
向
か
い
て
璧
を
河
に
�
め
〔
河
の
位
は
昆
侖
に
載
り
〕、
再

拜
稽
首
す
〔
稽
首
は
、
首
、
地
に
至
る
な
り
〕。
祝
、
牛
・
馬
・

豕
・
羊
を
�
む
。
河
宗
…
…
、
皇
天
子
に
命
じ
て
…
…
〔
皇
を

さ
け

さ
け

加
う
る
は
、
之
を
尊
上
す
〕、
河
伯
之
を
號
ぶ
〔
穆
王
に
呼
ぶ
〕。

「
帝
曰
く
、
穆
滿
よ
〔
名
を
以
て
應
ず
る
は
謙
な
り
。
謚
を
言
う
は

じ

じ

蓋
し
後
に
事
を
記
す
者
の
辭
な
り
〕、
女
當
に
永
く
�
事
を
致
用

す
べ
し
、
と
〔
穆
王
の
當
に
長
く
世
事
を
幹
理
す
べ
き
を
語
る
な
ら

ん
か
〕。
南
に
向
か
い
て
再
拜
す
〔
穆
王
拜
す
〕。
河
宗
又
た
之

さ
け

た
か
ら

を
號
ぶ
。「
帝
曰
く
、
穆
滿
よ
、
女
に
舂
山
の
�
を
示
し
〔『
山

海
經
』（
西
山
經
）
は
舂
字
を
鍾
に
作
る
。
音
は
同
じ
の
み
。
此
の
山

に
珍
�
奇
怪
の
多
き
を
言
う
〕、
女
に
昆
侖
…
…
舍
四
・
平
泉
七

つ

十
を
詔
ぐ
〔
疑
う
ら
く
は
皆
な
昆
侖
山
上
の
事
物
を
説
か
ん
〕。
乃

ち
昆
侖
の
丘
に
至
り
、
以
て
舂
山
の
�
を
觀
よ
〔
皆
な
河
伯
の

穆
王
に
與
え
し
詞
語
な
り
〕。
語
〈
女
〉
に
晦
を
賜
わ
ら
ん
」
と

〔
月
終
わ
る
を
晦
と
爲
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、
女
に
賜
う
に
終
�
を
受

け
し
む
、
と
〕。
天
子
命
を
受
け
、
南
に
向
か
い
て
再
拜
す
〔
河

伯
の
命
を
受
く
〕。

現
代
語
訳

14

癸
丑
�
、
天
子
は
燕
□
の
山
（
の
ふ
も
と
）、
黄
河
の
水
辺

で
大
い
に
（
臣
下
を
）
集
め
た
。
そ
し
て
井
利
と
梁
固
に
命
じ
、

六
師
を
統
率
さ
せ
た
。
天
子
は
（
河
の
祭
祀
を
行
う
こ
と
を
）

命
じ
た
。

15

吉
日
戊
午
�
に
、
天
子
は
盛
装
し
て
、
冕
冠
・
	
衣
・

（
膝
掛
け
）・
帯
を
着
用
し
、
笏
を
（
腰
帯
に
）
挿
し
、（
左
右

に
）
佩
玉
を
帯
び
、
璧
を
奉
じ
て
、
南
面
し
て
寒
下
に
立
っ
た
。

曾
祝
が
天
子
を
補
佐
し
、
官
人
は
純
色
で
欠
損
の
な
い
犠
牲
を

五
…
…
具
を
並
べ
た
。
天
子
は
河
宗
に
璧
を
授
け
た
。
河
宗
柏

夭
が
璧
を
受
け
取
り
、
西
を
向
い
て
璧
を
黄
河
に
沈
め
、
二
度

拝
礼
し
て
地
に
頭
を
つ
け
た
。
祝
は
牛
・
馬
・
豚
・
羊
を
黄
河

に
沈
め
た
。
河
宗
…
…
、
皇
天
子
に
命
じ
て
…
…
、
河
伯
（
が

憑
依
し
た
河
宗
柏
夭
）
は
以
下
の
帝
の
命
を
大
声
で
伝
え
た
。

「
帝
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
穆
満
よ
、
汝
は
永
く
世
の
こ
と
を
つ

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
三
五
（
四
一
一
）



か
さ
ど
り
お
さ
め
よ
」
と
。（
穆
王
は
）
南
を
向
い
て
二
度
拝

礼
し
た
。
河
宗
は
ま
た
以
下
の
帝
の
命
を
大
声
で
伝
え
た
。

「
帝
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
穆
満
よ
、
汝
に
舂
山
の
宝
を
示
し
、

汝
に
昆
侖
…
…
舎
四
、
平
泉
七
十
カ
所
を
教
え
よ
う
。
そ
し
て

昆
侖
の
丘
に
着
い
た
ら
、
舂
山
の
宝
を
見
よ
。
汝
に
永
遠
の
福

祐
を
与
え
よ
う
」
と
。
天
子
は
（
帝
の
）
命
を
受
け
、
南
を
向

い
て
二
度
拝
礼
し
た
。

注

釈

（
１
）
「
燕
□
之
山
」
に
つ
い
て
は
、﹇
四
﹈
に
「
河
宗
柏
夭
逆
天

子
燕
然
之
山
」
と
あ
り
、
洪
頤
�
は
「
燕
□
之
山
」
の
□
は

「
然
」
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。「
燕
然
之
山
」
に
つ
い
て
は

﹇
四
﹈
注（
３
）参
照
。

「
大
朝
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
高
祖
本
紀
に
「
高
祖
大
朝
諸

侯
群
臣
、
置
酒
未
央
前
殿
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
子

が
「
大
朝
」
し
た
の
は
諸
侯
・
群
臣
で
あ
る
。
郭
注
で
は
「
蓋

朝
會
郡
官
、
告
將
禮
河
也
」
と
あ
る
よ
う
に
「
郡
官
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
�
云
升
・
檀
萃
は
「
群
官
」
と
し
、

盧
文
�
も
「
郡
」
は
「
群
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
ふ

ま
え
れ
ば
、
穆
王
の
西
征
に
随
従
す
る
諸
官
を
集
め
た
と
解
さ

れ
る
。
一
方
、
顧
実
は
『
尚
書
』
堯
典
に
「（
舜
）
東
巡
守
、

至
于
岱
宗
、
柴
、
望
秩
于
山
川
。
肆
覲
東
后
。
…
…
五
月
南
巡

守
、
至
于
南
岳
、
如
岱
禮
。
八
月
西
巡
守
至
于
西
岳
、
如
初
。

十
有
一
月
朔
巡
守
至
于
北
岳
、
如
西
禮
」
と
あ
る
、
舜
が
四
岳

を
巡
っ
て
諸
侯
を
朝
覲
さ
せ
た
例
を
挙
げ
、
穆
王
も
こ
れ
と
同

じ
事
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

穆
王
が
西
方
の
諸
侯
を
朝
覲
さ
せ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
「
大
朝
」
は
①
「
癸
丑
、
天
子
大
朝

于
燕
□
之
山
河
水
之
阿
。
乃
命
井
利
・
梁
固
、
聿
將
六
師
」

（
本
句1.2b.2

）
②
「
己
未
、
天
子
大
朝
于
黄
之
山
。
乃
披
圖

視
典
、
周
觀
天
子
之
�
器
」（1.3a.7

）
③
「
丁
未
、
天
子
大
朝

于
平
衍
之
中
。
乃
命
六
師
之
屬
休
」（2.5a.8

）
④
「
庚
辰
、
天

子
大
朝
于
宗
周
之
廟
。
乃
里
西
土
之
數
」（4.4a.10

）
の
４
例

見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
①
③
で
は
穆
王
が
「
大
朝
」
し
た
後
、

属
下
の
「
井
利
・
梁
固
」
や
「
六
師
之
屬
」
に
命
令
を
下
し
て

お
り
、
ま
た
「
大
朝
」
と
そ
れ
に
付
随
す
る
天
子
の
行
為
と
の

繋
が
り
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
大
朝
」
と
は
穆
王
が
西
征
に

随
従
し
た
全
て
の
家
臣
集
団
を
集
め
た
こ
と
を
指
す
と
解
せ
よ

う
。

（
２
）
「
梁
固
」
に
つ
い
て
、
郭
注
に
「
梁
門
大
夫
」
と
あ
る
が
、

洪
頤
�
・
顧
実
・
王
貽
�
ら
は
こ
の
「
梁
門
」
の
「
門
」
を

「
固
」
の
誤
り
と
み
る
。
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「
梁
固
」
は
こ
こ
に
見
え
る
以
外
、
他
に
未
見
で
不
詳
だ
が
、

「
梁
固
」
を
後
文
に
見
え
る
「
逢
固
」（2.3b.9

、4.4a.4

）「
逢

公
」（5.4b.2

、5.4b.5

、5.4b.6

）
及
び
『
今
本
竹
書
紀
年
』

に
「
穆
王
十
二
年
毛
公
班
・
井
公
利
・
逢
公
固
帥
師
從
王
伐
犬

戎
」
と
あ
る
「
逢
公
固
」
と
同
一
人
物
と
み
る
見
解
も
あ
る

（
山
崎
藍
二
〇
〇
七
）。
し
か
し
、「
逢
固
」
に
つ
い
て
は
郭
璞

が
「
逢
固
、
周
大
夫
」
と
注
し
て
お
り
、
王
貽
�
は
郭
璞
が

「
梁
固
」
と
「
逢
固
」
と
を
別
人
と
解
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
「
逢
公
」
に
つ
い
て
は
、
洪
頤
�
が
『
左
伝
』
昭
公
十
年

に
見
え
る
、
殷
の
諸
侯
で
斉
地
に
居
た
と
さ
れ
る
「
逢
公
」
の

後
裔
と
解
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
逢
公
固
」
に
つ
い
て
は
、
王

国
維
『
今
本
竹
書
紀
年
疏
證
』
が
前
掲
『
今
本
竹
書
紀
年
』
の

一
文
を
『
穆
天
子
伝
』
巻
四
の
「
命
毛
班
・
逢
固
先
至
于
周
」、

及
び
巻
一
の
「
乃
命
井
利
・
梁
固
聿
將
六
師
」
と
あ
る
記
述
に

基
づ
く
も
の
と
見
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
梁
固
」
が

「
逢
固
」「
逢
公
」「
逢
公
固
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は

低
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
３
）
「
天
子
命
」
に
つ
い
て
、
諸
注
釈
書
は
「
天
子
命
吉
日
戊

午
」
と
断
句
す
る
が
、
こ
れ
で
は
通
読
し
が
た
い
。
下
文
の

「
天
子
大
服
」
か
ら
「
天
子
受
命
南
向
再
拜
」
ま
で
の
一
段
は
、

楊
寛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
河
伯
（
河
神
）
を
祭
祀
す
る
典
礼
を

記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
楊
寛
二
〇
〇
六
）。
こ
れ
を
ふ

ま
え
れ
ば
、
本
句
の
「
天
子
命
」
と
は
天
子
が
「
河
」
の
祭
祀

を
行
う
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
祭
祀
が
「
吉
日
戊

午
」
に
実
施
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
訳
注
で
は

「
天
子
命
吉
日
戊
午
」
と
い
う
句
読
を
採
用
せ
ず
、「
天
子
命
」

と
断
句
し
た
。

（
４
）
「
吉
日
戊
午
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
『
詩
』
小
雅
吉
日
の

「
吉
日
庚
午
」
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
毛
伝
に
は
「
外
事
以
剛

日
」
と
あ
り
、
馬
瑞
辰
『
毛
詩
伝
箋
通
釈
』
に
「『
漢
書
』
翼

奉
傳
、
…
…
是
以
王
者
吉
午
酉
也
。『
詩
』
曰
、
吉
日
庚
午
。

…
…
又
曰
師
法
用
辰
不
用
日
。
今
案
、
日
謂
十
干
、
辰
謂
十
二

支
。
十
干
五
剛
五
柔
、
甲
丙
戊
庚
壬
五
奇
爲
剛
日
、
乙
丁
己
辛

癸
五
偶
爲
柔
日
也
。
十
二
支
六
陰
六
陽
、
申
子
亥
卯
辰
未
爲
六

陰
、
寅
午
巳
酉
戌
丑
爲
六
陽
也
。
毛
傳
言
外
事
用
剛
日
、
則
以

庚
爲
吉
。
翼
奉
言
王
者
吉
午
酉
、
又
言
用
辰
不
用
日
、
則
以
午

爲
吉
。
奉
治
齊
詩
、
此
毛
・
齊
詩
師
説
之
不
同
也
」
と
あ
る
よ

う
に
、
毛
伝
の
挙
げ
る
「
剛
日
」
と
は
十
干
の
う
ち
の
甲
・

丙
・
戊
・
庚
・
壬
を
指
す
と
解
さ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
翼
奉
の

説
（
斉
詩
）
で
は
十
二
支
の
う
ち
王
者
は
午
・
酉
を
吉
と
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
句
の
「
戊
午
」
は
毛
詩

の
説
、
す
な
わ
ち
十
干
で
見
れ
ば
、「
戊
」
が
「
剛
日
」
で
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「
外
事
」
を
行
う
場
合
の
吉
日
で
あ
り
、
ま
た
翼
奉
の
説
（
斉

詩
）、
即
ち
十
二
支
で
み
て
も
「
午
」
が
吉
日
と
な
る
。『
穆
天

子
伝
』
の
「
吉
日
」
に
つ
い
て
は
本
句
以
外
に
①
「
吉
日
辛

酉
」（2.1a.11

）、
②
「
吉
日
甲
子
」（3.1a.4

）、
③
「
吉
日
甲

申
」（4.4b.11
）、
④
「
吉
日
丁
酉
」（4.5a.3

）、
⑤
「
吉
日
丁

亥
」（5.5b.3
）、
⑥
「
吉
日
辛
卯
」（6.5b.6

）
と
６
例
あ
る
が
、

馬
瑞
辰
の
挙
げ
る
毛
伝
の
説
・
翼
奉
の
説
（
斉
詩
）
の
ど
ち
ら

を
採
っ
て
も
そ
の
基
準
に
あ
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。

こ
の
「
吉
日
」
の
意
味
に
つ
い
て
、『
詩
』
小
雅
吉
日
の
孔

穎
達
疏
に
「
毛
以
爲
、
王
以
吉
善
之
日
庚
午
日
也
」
と
あ
り
、

『
儀
礼
』
士
冠
礼
「
令
月
吉
日
」
の
鄭
注
に
「
令
・
吉
、
皆
善

也
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、「
吉
善
之
日
」
の
意
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、『
周
礼
』
地
官
党
正
「
及
四
時
之
孟
月
吉
日
、
則
屬
民

而
讀
邦
�
」
の
鄭
注
に
「
以
四
孟
之
月
朔
日
讀
法
者
」
と
あ
る

よ
う
に
、「
吉
日
」
を
「
朔
日
」
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
暦
日
は
そ
の
多
く
が
干

支
の
み
を
記
し
た
だ
け
で
、
一
部
に
「
仲
冬
」「
孟
冬
」
な
ど

の
月
名
や
、
本
句
の
よ
う
に
干
支
に
「
吉
日
」
を
冠
し
た
も
の

は
見
ら
れ
る
が
、
王
の
在
位
年
や
月
相
な
ど
を
記
し
た
も
の
は

見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
７
例

の
「
吉
日
」
が
「
朔
日
」
と
解
し
う
る
か
否
か
を
検
証
す
る
こ

と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

（
５
）
「
冕
	
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
冕
冠
・
	
衣
」
と
注
す

る
。「
冕
」
に
つ
い
て
は
、『
説
文
』
七
篇
下

部
に
「
冕
、
大

夫
以
上
冠
也
。
邃
延
、
垂

、

�
。
从

免
聲
」
と
あ
り
、

ま
た
『
礼
記
』
礼
器
に
「
禮
有
以
文
爲
貴
者
。
…
…
天
子
之
冕
、

朱
�
藻
十
有
二
旒
、
諸
侯
九
、
上
大
夫
七
、
下
大
夫
五
、
士
三
。

此
以
文
爲
貴
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
夫
以
上
の
冠
を
指
し
、

天
子
の
冕
冠
に
は
朱
色
と
緑
色
の
ひ
も
で
十
二
の
旒
（
た
ま
だ

れ
）
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
	
衣
」
に
つ
い
て
は
、『
周
礼
』
天

官
内
司
服
「
内
司
服
掌
王
后
之
六
服
、
	
衣
、
揄
狄
、
闕
狄
、

鞠
衣
、
展
衣
、
縁
衣
、
素
沙
」
の
注
に
「
鄭
司
農
云
、
	
衣
、

畫
衣
也
。
…
…
（
鄭
）
玄
謂
、
…
…
王
后
之
服
、
刻
�
爲
之
形

而
采
畫
之
、
綴
於
衣
以
爲
文
章
。
	
衣
、
畫


者
。
揄
�
、
畫

搖
者
。
闕
�
刻
而
不
畫
。
此
三
者
皆
祭
服
」
と
あ
る
よ
う
に
、

王
后
が
着
用
す
る
祭
服
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
郭

璞
は
「
蓋
王
后
之
上
服
。
今
帝
服
之
所
未
詳
」
と
注
し
た
と
思

わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
、
祭
祀
に
あ
た
っ
て
穆
王
が
女
装
し
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
郭
注
の
「
帝
」
が
穆
王

を
指
す
か
ど
う
か
は
確
定
で
き
ず
、
ま
た
、
少
な
く
と
も

「
冕
」
や
「

」
は
男
性
が
身
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
孫
詒
譲
『
周
礼
正
義
』
で
は
「
	
衣
」
を
男
性
の
袞
と
同

史
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様
に
模
様
を
描
い
た
衣
装
の
意
で
あ
る
と
し
て
、『
穆
天
子

伝
』
の
郭
璞
説
は
二
鄭
の
意
を
理
解
し
て
い
な
い
と
退
け
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど

め
て
お
く
。

郭
注
の
「
	
音

」
の
「

」
の
字
に
つ
い
て
は
、
四
部
備

要
本
、
及
び
そ
の
底
本
と
考
え
ら
れ
る
光
緒
刊
平
津
館
叢
書
本

は
「

こ
ん

」
に
作
る
が
、
そ
れ
以
前
の
嘉
慶
刊
平
津
館
叢
書
本
ほ

き

か
、
明
清
の
諸
版
本
の
多
く
は
「
暉
」
に
作
る
。『
方
言
』
巻

四
「
蔽

、
江
淮
之
間
謂
之
	
、
或
謂
之
�
」
の
「
	
」
に
対

す
る
郭
璞
注
に
「
音
韋
或
暉
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
「

」
は

「
暉
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
「

」
に
つ
い
て
は
、
郭
璞
や
洪
頤
�
が
指
摘
す
る
よ
う

に
「
�
」「

」「

」
と
通
用
す
る
。『
説
文
』
五
篇
下
韋
部

に
「

、

也
。
所
以
蔽
前
者
、
以
韋
…
…
一
命
�

、
再
命

赤

」、
同
七
篇
下

部
に
「

、

也
。
上
古
衣
蔽
前
而

已
。

以
象
之
。
天
子
朱

、
諸
�
赤

、
卿
大
夫
葱
衡
。
从

巾
、
象
連
帶
之
形
」
と
あ
る
よ
う
に
、「

（

・

・

）」

と
は
、
な
め
し
革
で
作
っ
た
膝
掛
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
「
�
」
に
つ
い
て
は
、『
儀
礼
』
士
喪
礼
「
�
笏
」
の
鄭
注

に
「
�
、
插
也
。
插
衣
帶
之
右
旁
」
と
あ
る
よ
う
に
、
衣
服
の

帯
の
右
側
に
挿
す
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

「

」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
長
三
尺
、
杼
上
推
頭
。
一
名

�
、
亦
謂
之
大
圭
」
と
注
し
て
お
り
、『
礼
記
』
玉
藻
「
天
子

�
��

#
$
%
&
'
(�

)
*
+

�

,
-
.
(�

/
0
�
、

�
之
言
�
然
無
所
屈
也
。
或
謂
之
大
圭
。
長
三
尺
、
杼
上
終
葵

首
。
終
葵
首
者
、
於
杼
上
又
廣
其
首
、
方
如
椎
頭
」
と
あ
る
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「

」
と
は
長
さ
三
尺
で
上
部
を
殺
い

で
、
さ
ら
に
そ
の
頭
部
を
広
く
し
て
方
形
と
し
、
槌
の
形
に
作

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
８
）
「
夾
佩
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
左
右
佩
用
」
と
注
し
、

陳
逢
衡
・
鄭
傑
文
は
と
も
に
「
佩
」
を
佩
玉
と
解
す
る
。
佩
玉

に
つ
い
て
は
、『
礼
記
』
玉
藻
に
「
古
之
君
子
必
佩
玉
。
右

�
・
角
、
左
宮
・
羽
…
…
凡
帶
必
有
佩
玉
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら

を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
夾
佩
」
と
は
佩
玉
を
帯
の
左
右
に
下
げ
た

こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
「
寒
下
」
に
つ
い
て
、
檀
萃
は
地
名
と
す
る
が
、
陳
逢
衡

は
屋
根
が
無
く
風
雪
を
防
げ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
し
、

地
名
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
顧
実
は
『
左
伝
』
昭
公
四
年

「
以
享
司
寒
」
の
杜
注
「
司
寒
、
玄
冥
水
神
也
」
を
引
い
て
、

「
寒
者
河
宗
之
神
」
と
し
、
神
が
上
位
に
在
り
、
天
子
は
命
を

受
け
る
た
め
に
河
神
の
前
に
立
っ
た
の
で
、「
寒
下
」
と
い
っ

た
と
述
べ
、
王
貽
�
は
「
寒
」
に
北
の
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕
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黄
河
の
北
に
立
っ
た
こ
と
を
指
す
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
少
な

く
と
も
「
寒
下
」
は
「
河
」
の
祭
祀
に
お
い
て
、
穆
王
が
南
面

し
て
立
っ
た
地
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特

定
は
し
が
た
い
が
、
地
名
、
祭
祀
が
行
わ
れ
た
場
所
、
祭
祀
の

場
に
お
け
る
特
定
の
位
置
の
い
ず
れ
か
を
指
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

（
10
）
「
曾
祝
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
曾
、
重
也
。『
傳
』
曰
、

曾
臣
偃
」
と
注
し
て
い
る
。
郭
注
に
見
え
る
「
曾
臣
偃
」
に
つ

い
て
は
、
陳
逢
衡
や
顧
実
が
、『
左
伝
』
襄
公
十
八
年
の
「
曾

臣
彪
將
率
諸
侯
以
討
焉
、
其
官
臣
偃
實
先
後
之
」
に
あ
る
「
曾

臣
彪
」
の
誤
り
と
指
摘
し
て
い
る
。
郭
注
の
「
曾
、
重
也
」
に

つ
い
て
は
、
解
釈
が
難
し
い
が
、
郭
璞
が
引
用
し
た
と
思
わ
れ

る
『
左
伝
』
の
杜
注
に
「
曾
臣
猶
末
臣
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、「
曾
祝
」
を
身
分
の
低
い
「
祝
」
と
解
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
一
方
、
劉
師
培
は
『
淮
南
子
』
覧
冥
訓
「
還
至

其
曾
逝
萬
仞
之
上
」
の
高
注
に
「
曾
猶
高
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、「
曾
祝
」
を
職
位
崇
高
の
職
、
す
な
わ
ち
「
太
祝
」
と
解

す
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
け
る
「
曾
祝
」
を
見
る
と
、
本
句

で
「
河
」
を
祭
祀
す
る
際
に
天
子
を
補
佐
し
た
ほ
か
に
、
巻
六

の
盛
姫
の
葬
儀
で
は
、
筵
席
を
敷
き
、
供
物
を
も
っ
て
祭
り
、

饋
を
捧
げ
も
っ
て
哭
し
、
喪
を
先
導
す
る
こ
と
な
ど
に
与
っ
て

い
る
。
ま
た
『
周
礼
』
春
官
大
祝
に
は
「
大
會
同
造
于
廟
宜
于

社
。
過
大
山
川
則
用
事
焉
。
反
行
、
舍
奠
」、「
大
喪
始
崩
以
肆

鬯

尸
。
相
�
贊
斂
徹
奠
」
と
あ
り
、「
大
祝
」
が
山
川
の
祭

祀
や
葬
儀
を
掌
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
、『
穆
天
子
伝
』
の

「
曾
祝
」
と
『
周
礼
』
に
見
え
る
「
大
祝
」
の
職
掌
と
は
類
似

し
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
曾
祝
」
と
は
劉
師
培
が

指
摘
す
る
「
太
祝
」
の
よ
う
な
身
分
の
高
い
祝
官
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
本
段
の
下
文
に
見
え
る
「
祝
�
牛
・
馬
・
豕
・
羊
」

の
「
祝
」
に
つ
い
て
、
鄭
傑
文
は
「
曾
祝
」
を
指
す
と
す
る
が
、

牛
・
馬
・
豕
・
羊
を
沈
め
る
と
い
う
行
為
を
一
人
の
祝
官
が
行

っ
た
と
は
考
え
が
た
く
、
複
数
の
祝
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
前
述
の
如
く
、「
曾
祝
」
を
身
分
の
高
い
祝
官

と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
祝
」
と
は
「
曾
祝
」
に
下
属

す
る
祝
官
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
11
）
「
官
人
」
に
つ
い
て
、『
荀
子
』
栄
辱
に
「
三
代
雖
亡
、
治

法
猶
存
、
是
官
人
百
吏
之
所
以
取
祿
職
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
官
吏
の
汎
称
と
解
さ
れ
る
。
一
方
、
陳
逢
衡
は
「
官

人
」
と
は
『
儀
礼
』（
聘
礼
・
士
喪
礼
）
の
「
管
人
」
の
こ
と

で
あ
る
と
し
、
王
貽
�
は
『
儀
礼
』
聘
礼
「
管
人
布
幕
于
寢
門

外
」
の
鄭
注
に
「
管
猶
�
也
。
�
人
謂
掌
次
舍
帷
幕
者
也
」
と

史
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あ
る
こ
と
か
ら
、「
官
人
」
と
は
「
�
人
」、
す
な
わ
ち
館
舎
を

掌
る
者
と
す
る
。『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、「
官
人
」
は
、
①

「
官
人
陳
牲
全
五
□
具
」（1.2b.9

）、
②
「
百
姓
�
富
、
官
人

執
事
」（1.4b.11

）、
③
「
官
人
進
白
鵠
之
血
以
飮
天
子
、
以

洗
天
子
之
足
」（4.4a.7

）、
④
「
官
人
之
□
是
丘
□
其
皮
、
是

曰
□
皮
□
其
脯
、
是
曰
□
脯
」（6.1a.10

）、
⑤
「
官
人
膳
鹿
獻

之
天
子
美
之
曰
甘
」（6.1a.12

）、
⑥
「
官
人
□

職
」（6.2

a.4

）
と
６
例
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
⑥
は
欠
字
が
あ
る
た

め
不
詳
で
あ
り
、
②
は
『
荀
子
』
に
見
え
る
「
官
人
」
と
同
様

に
官
吏
の
汎
称
と
解
さ
れ
る
が
、
他
の
４
例
（
①
③
④
⑤
）
は

い
ず
れ
も
動
物
や
犠
牲
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
物
や

犠
牲
に
関
わ
る
「
官
人
」
の
事
例
は
他
に
未
見
で
不
詳
だ
が
、

「
官
」
に
つ
い
て
は
、
西
周
金
文
の
《
競
�
》（
集
成5425

西

周
中
期
）
に
「
隹
伯
辟
父
、
以
成
師
即
東
命
、
戌
南
夷
。
正
月

既
生
覇
辛
丑
、
在

。
伯
辟
父
皇
競
、
格
于
官
。
…
…
」
と
あ

る
。
白
川
静
は
こ
の
「
官
」
の
字
を
屋
中
に
「

」（
�
肉
の

象
）
を
お
く
形
と
解
し
た
上
で
、
出
師
に
あ
た
っ
て
軍
礼
を
行

い
、
そ
の
胙
を
奉
じ
て
出
行
し
、
軍
の
駐
ま
る
と
こ
ろ
に
そ
の

胙
を
安
置
し
て
聖
処
と
し
た
の
が
「
官
」
で
あ
り
、
社
主
・
廟

主
の
あ
る
と
こ
ろ
と
同
じ
く
、
軍
主
を
奉
じ
て
あ
る
神
聖
な
場

所
で
、
冊
命
賜
賞
な
ど
の
儀
礼
も
そ
こ
で
行
わ
れ
た
と
指
摘
す

る
（
白
川
静
二
〇
〇
四
ｂ
）。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
上
述
の

①
③
④
⑤
の
用
例
に
見
え
る
「
官
人
」
と
は
、
祭
肉
を
安
置
す

る
、
神
聖
な
場
所
で
あ
る
「
官
」
を
管
理
す
る
職
を
指
す
と
解

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
牲
全
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
が
引
く
『
左
伝
』
桓
公
六
年
で

は
「
吾
牲

肥

」
と
あ
る
よ
う
に
「
牲

」
に
作
り
、
そ
の

杜
注
に
「

、
純
色
完
全
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
純
色

で
欠
損
の
な
い
犠
牲
と
解
さ
れ
る
。

（
12
）
「
河
宗
」「
河
宗
柏
夭
」
に
つ
い
て
は
﹇
三
﹈
注（
２
）参
照
。

楊
寛
は
「
奉
璧
…
…
天
子
授
河
宗
璧
。
河
宗
柏
夭
受
璧
、
西
向

�
璧
于
河
、
再
拜
稽
首
」
の
一
段
を
、
天
子
自
ら
璧
を
奉
じ
て

祭
祀
を
主
催
し
、
そ
の
璧
を
河
宗
柏
夭
に
授
け
、
河
宗
柏
夭
が

西
を
向
い
て
璧
を
河
に
沈
め
た
と
解
し
、「
天
子
授
河
宗
璧
」

の
「
河
宗
」
を
河
宗
柏
夭
と
み
な
し
て
い
る
（
楊
寛
二
〇
〇

六
）。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
天
子
授
河
宗
璧
。
河
宗
柏
夭
受

璧
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
河
宗
」
と
「
河
宗
柏
夭
」
と
が
書
き

分
け
ら
れ
、
両
者
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ま
ず

天
子
が
「
河
」
の
祭
祀
を
掌
る
集
団
全
体
に
璧
を
授
け
、
そ
の

璧
を
集
団
の
代
表
者
で
あ
る
「
河
宗
柏
夭
」
が
受
け
取
り
、

「
河
」
に
沈
め
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
「
西
向
�
璧
于
河
」
と
あ
る
よ
う
に
、
河
宗
柏
夭
が
西

『
穆
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子
伝
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注
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を
向
い
て
璧
を
沈
め
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
河

位
載
昆
侖
」
と
注
し
て
い
る
。
郭
注
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
が
、
王
貽
�
は
「
載
」
が
「
在
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、

「
河
位
」
が
昆
侖
に
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
こ

の
郭
注
に
対
す
る
王
貽
�
の
解
釈
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
西
向
�

璧
于
河
」
と
い
う
の
は
、「
河
位
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
昆
侖

の
あ
る
西
を
向
い
て
黄
河
に
璧
を
沈
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、『
山
海
経
』
西
山
経
の
「
西
南
四
百
里
、

曰
崑
崙
之
丘
、
是
實
惟
帝
之
下
都
…
…
河
水
出
焉
」、『
淮
南

子
』

形
訓
の
「
河
水
出
昆
侖
東
北
陬
」
と
あ
る
よ
う
に
、
昆

侖
が
黄
河
の
源
流
と
さ
れ
る
観
念
に
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

（
13
）
「
河
宗
□
命
于
皇
天
子
」
に
つ
い
て
は
欠
文
が
あ
り
判
然

と
し
な
い
が
、
本
段
の
最
後
に
見
え
る
「
天
子
受
命
」
に
対
応

す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
命
」
と
は
、「
帝
曰
」
以
下
の

「
帝
」
の
言
葉
を
指
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

「
皇
天
子
」
に
つ
い
て
は
、
穆
王
を
指
す
と
す
る
郭
璞
・
王

貽
�
の
説
と
、
天
帝
・
上
帝
を
指
す
と
す
る
丁
謙
・
大
野
圭
介

の
説
の
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
（
大
野
圭
介
二
〇
〇
五
）。
た
だ

し
、「
皇
天
子
」
に
つ
い
て
は
、
王
貽
�
も
引
く
西
周
金
文
の

《
善
鼎
》（
集
成2820

西
周
中
期
）
に
、
王
の
冊
命
の
賜
与
を

受
け
た
後
の
こ
と
と
し
て
、「
善
敢
拜
稽
首
、
對
揚
皇
天
子

丕

休
、
用
作
宗
室
寶
尊
」
と
あ
り
、
こ
の
「
皇
天
子
」
は
明

ら
か
に
周
王
に
対
す
る
尊
称
と
解
さ
れ
る
。「
皇
」
の
意
味
に

つ
い
て
は
、『
説
文
』
一
篇
上
王
部
に
「
皇
、
大
也
」
と
あ
り
、

ま
た
金
文
の
「
皇
」
字
が
燈
に
火
を
と
も
し
た
形
に
象
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
「
煌
」
の
本
字
、
輝
煌
の
意
と
す
る
説
が
あ
る

（
王
文
耀
一
九
九
八
）。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
皇
天
子
」

と
は
皇
（
お
お
）
い
な
る
天
子
、
も
し
く
は
皇
（
あ
き
ら
）
か

な
る
天
子
の
意
と
な
ろ
う
。
本
句
は
欠
字
が
あ
る
た
め
確
定
し

が
た
い
が
、《
善
鼎
》
の
用
例
に
従
え
ば
、
本
句
の
「
皇
天

子
」
は
穆
王
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）
「
河
伯
號
之
」
の
「
號
」
に
つ
い
て
、
丁
謙
は
大
声
で
誦

ん
だ
と
解
し
て
お
り
、
古
代
に
お
い
て
は
巫
祝
が
こ
の
よ
う
に

天
の
語
を
伝
え
て
い
た
と
し
、
王
貽
�
も
ま
た
「
號
」
は
大
声

で
命
を
伝
え
た
と
解
し
て
い
る
。「
之
」
に
つ
い
て
、
楊
寛
は

「
河
宗
□
命
于
皇
天
子
、
河
伯
號
之
、
帝
曰
、
…
…
河
宗
又
號

之
、
帝
曰
、
…
…
」
の
一
段
を
、
河
宗
柏
夭
が
河
伯
の
神
に
通

じ
、
同
時
に
河
伯
の
神
は
天
帝
に
通
じ
、
そ
こ
で
河
宗
柏
夭
は

河
伯
を
代
表
し
て
大
声
で
天
帝
の
命
令
を
伝
達
し
た
も
の
と
解

す
る
（
楊
寛
二
〇
〇
六
）。
西
周
金
文
を
見
る
と
、《
頌
壺
》

（
集
成9731−9732

西
周
後
期
）
に
「
隹
王
三
年
五
月
既
死
覇

史
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甲
戌
、
王
在
周
康
昭
宮
。
旦
、
王
格
大
室
、
即
位
。
宰
引
右
頌

入
門
、
立
中
廷
。
尹
氏
授
王
令
書
、
王
呼
史
�
生
、
册
令
頌
。

王
曰
、
頌
、
令
汝
官

成
周
貯
廿
家
、
監

新
造
貯
、
用
宮
御
。

…
…
頌
拜
稽
首
、
受
令
册
、
佩
以
出
、
反
入
�
章
…
…
」
と
あ

り
、
こ
れ
は
「
尹
氏
」
が
王
に
冊
命
の
「
命
書
」
を
与
え
た
後
、

王
に
呼
ば
れ
た
「
史
�
生
」
が
こ
の
「
命
書
」、
す
な
わ
ち

「
王
曰
」
以
下
の
部
分
を
読
み
あ
げ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
白

川
静
二
〇
〇
四
ｃ
）。
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、「
河
伯
號
之
」

と
「
河
宗
又
號
之
」
の
「
之
」
は
「
帝
曰
」
以
下
の
「
帝
」
の

命
の
内
容
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

「
河
伯
」
に
つ
い
て
、
楊
寛
や
鄭
傑
文
は
河
伯
の
憑
依
し
た

河
宗
柏
夭
を
指
す
と
解
し
、
下
文
の
「
河
宗
」
に
つ
い
て
も
同

様
に
河
宗
柏
夭
を
指
す
と
し
て
い
る
（
楊
寛
二
〇
〇
六
）。
こ

れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
ど
ち
ら
も
河
宗
柏
夭
が
「
河
伯
」
に
代
わ

っ
て
「
帝
」
の
命
を
伝
達
し
た
と
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た

だ
し
、
本
句
で
は
「
河
伯
號
之
」
と
あ
り
、
下
文
に
「
河
宗
又

號
之
」
と
あ
っ
て
、「
河
伯
」
と
「
河
宗
」
と
は
書
き
分
け
ら

れ
て
お
り
、
両
者
を
区
別
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
15
）
「
帝
」
に
つ
い
て
、
本
段
注（
14
）に
挙
げ
た
よ
う
に
楊
寛

は
天
帝
の
こ
と
を
指
す
と
し
（
楊
寛
二
〇
〇
六
）、
王
貽
�
も

「
帝
」
は
天
帝
を
指
す
と
す
る
。
一
方
、
鄭
傑
文
は
河
宗
氏
の

祖
先
で
あ
る
河
伯
を
指
す
と
し
、
下
文
は
柏
夭
が
河
神
の
命
辞

を
伝
え
た
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
顧
実
は
「
河
伯
號
之
帝

曰
」
を
一
つ
の
句
と
見
な
し
て
「
帝
」
は
穆
王
を
指
す
と
す
る

よ

（「
河
伯
、
之
を
帝
と
號
び
て
曰
く
」
と
読
む
か
）。
こ
の
よ
う

に
、「
帝
」
の
解
釈
と
し
て
は
天
帝
、
河
伯
、
穆
王
の
三
つ
の

説
が
あ
る
が
、
巻
三
に
西
王
母
の
言
葉
と
し
て
、「
我
惟
帝

女
」（3.1b.8

）
と
あ
り
、
郭
璞
が
「
帝
、
天
帝
也
」
と
注
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
天
帝
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）
「
穆
滿
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
周
本
紀
に
「
立
昭
王
子
滿
、

是
爲
穆
王
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
滿
」
は
穆
王
の
名
、「
穆
」

は
王
号
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
「
穆
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
言

謚
蓋
後
記
事
者
之
辭
」
と
注
す
る
が
、
顧
実
は
、『
呂
氏
春

秋
』
慎
大
覧
下
賢
に
「
周
公
旦
抱
少
主
而
成
之
、
故
曰
成
王
」、

『
史
記
』
魯
周
公
世
家
に
「
周
公
戒
伯
禽
曰
、
我
文
王
之
子
、

武
王
之
弟
、
成
王
之
叔
父
…
…
」
と
あ
る
記
述
を
取
り
上
げ
、

こ
れ
を
成
王
が
生
前
に
「
成
」
を
王
号
と
し
て
い
た
事
例
と
解

し
た
上
で
、「
穆
滿
」
の
「
穆
」
を
王
号
の
生
称
と
す
る
。
西

周
時
代
の
王
号
に
つ
い
て
、
王
国
維
は
《
�
�
》（
集
成4207

西
周
中
期
）
に
「
穆
王
在

京
。
呼
漁
于
大
池
」
と
あ
る
「
穆

王
」、《
献
侯
鼎
》（
集
成2626

・2627

西
周
前
期
）
に
「
唯
成

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
四
三
（
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九
）



王
大

在
宗
周
」
と
あ
る
「
成
王
」
を
と
も
に
生
称
、「
穆
」

「
成
」
を
王
の
美
称
と
解
し
、
諡
法
が
起
こ
っ
た
の
は
恭
王
・

懿
王
以
後
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
（「
�
敦
跋
」『
観
堂
集

林
』
巻
十
八
所
収
）。
郭
沫
若
は
王
国
維
の
説
を
受
け
、《
十
五

年
�
曹
鼎
》（
集
成2784

西
周
中
期
）
の
「
�
（
共
・
恭
）

王
」、《
匡
�
》（
集
成5423

西
周
中
期
）
の
「

（
懿
）
王
」、

《
叔
夷
鐘
》（
集
成272−278

春
秋
後
期
）
の
「
靈
公
」（
斉
霊

公
）
な
ど
を
生
称
と
し
、
諡
法
が
起
こ
っ
た
の
は
春
秋
中
葉
以

後
と
指
摘
す
る
（「
諡
法
之
起
源
」『
金
文
叢
考
』
所
収
）。
ま

た
白
川
静
・
馬
承
源
・
武
者
章
ら
も
西
周
時
代
の
周
王
の
王
号

は
生
称
で
、
王
の
死
後
に
諡
号
（
廟
号
）
と
し
て
も
用
い
ら
れ

た
と
解
す
る
（
白
川
静
二
〇
〇
四
ａ
・
馬
承
源
等
二
〇
〇
三
・

武
者
章
二
〇
〇
六
）。
こ
れ
ら
に
対
し
て
彭
裕
商
は
、
西
周
金

文
に
お
い
て
、
周
の
先
王
に
は
王
号
が
用
い
ら
れ
、
時
王
は
単

に
「
王
」
と
称
さ
れ
る
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
、『
尚
書
』
金

縢
・
洛
誥
・
君
�
・
立
政
諸
篇
で
は
先
王
を
「
文
王
」「
武
王
」、

時
王
た
る
成
王
が
単
に
「
王
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び

顧
命
で
は
「
成
王
」
を
「
新
陟
王
」（
新
た
に
天
に
の
ぼ
ら
れ

た
王
）
と
称
し
て
お
り
、
成
王
崩
御
直
後
に
は
ま
だ
「
成
王
」

と
い
う
王
号
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
西
周
時

代
の
周
王
の
王
号
は
み
な
諡
号
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た

従
来
、
生
称
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
銘
文
を
持
つ
西
周

青
銅
器
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
王
の
死
後
に
王
号
が
定
め
ら

れ
て
か
ら
間
も
な
く
製
作
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
（
彭
裕

商
二
〇
〇
三
）。
李
伯
謙
も
《
史
墻
盤
》（
集
成10175

西
周
中

期
）
に
お
い
て
歴
代
の
周
王
が
文
王
か
ら
穆
王
ま
で
追
述
さ
れ
、

時
王
は
恭
王
と
は
称
さ
れ
ず
に
た
だ
「
天
子
」
と
称
さ
れ
、

《
�
盤
》（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
、
三
十
二
〜
三
十
三

頁
、
図
三
十
七
・
四
十
一
）
に
お
い
て
も
歴
代
の
周
王
が
文
王

か
ら
剌
（
�
）
王
ま
で
追
述
さ
れ
、
時
王
は
宣
王
と
は
称
さ
れ

ず
に
た
だ
「
天
子
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
周
時
代

の
王
号
は
み
な
諡
号
で
あ
り
、
生
称
で
は
な
い
と
指
摘
す
る

（
馬
承
源
等
二
〇
〇
三
）。
こ
の
よ
う
に
、
西
周
時
代
の
王
号
が

生
称
・
諡
号
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
、
な
お
確
定
し
難
い
が
、

も
し
生
称
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
句
の
「
穆
滿
」
の
「
穆
」
は
王

の
美
称
と
解
さ
れ
、
諡
号
で
あ
る
な
ら
ば
、
郭
璞
が
指
摘
す
る

よ
う
に
「
穆
」
字
は
後
代
に
加
え
ら
れ
た
も
の
、
な
い
し
は

『
穆
天
子
伝
』
が
穆
王
の
死
後
、
諡
号
が
定
め
ら
れ
て
以
降
に

成
書
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

（
17
）
「
�
」
に
つ
い
て
は
、『
説
文
』
七
篇
上
日
部
に
「
時
」
の

古
文
と
あ
り
、
ま
た
《
中
山
王

方
壷
》（
集
成9735

戦
国
前

期
）
に
見
え
る
他
、
郭
店
楚
簡
「
窮
達
以
時
」
篇
や
同
「
唐
虞

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

一
四
四
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四
二
〇
）



之
道
」
篇
な
ど
戦
国
楚
簡
に
も
散
見
す
る
。「
�
事
」
に
つ
い

て
、
郭
璞
は
「
世
事
」
と
し
、
社
会
一
般
に
起
こ
る
す
べ
て
の

こ
と
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
顧
実
も
郭
注
に
従
っ
て
お
り
、
こ

こ
で
は
郭
注
の
意
を
汲
む
こ
と
と
す
る
。

（
18
）
「
�
」
に
つ
い
て
は
『
玉
篇
』
巻
一
玉
部
に
「『
聲
類
』
云

古
文
寶
字
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
寶
」
の
古
文
と
さ
れ
、
戦
国

時
代
の
出
土
文
字
資
料
に
お
い
て
も
、
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚

竹
書
（
以
下
、
上
博
楚
簡
と
す
る
）「
昭
王
與
�
之

」
篇
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
（
上
海
博
物
館
二
〇
〇
四
）。

「
舂
山
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
現
在
の
崑
崙
山
脈
、
祁
連

山
脈
、
パ
ミ
ー
ル
山
脈
な
ど
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
（
殷
周
史

研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
19
）
「
詔
」
に
つ
い
て
は
、『
呂
氏
春
秋
』
審
分
覧
審
分
「
問
而

不
詔
」
の
高
注
に
「
詔
、
�
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
教
え
る
と

い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

「
昆
侖
□
舍
四
・
平
泉
七
十
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
疑
皆

説
昆
侖
山
上
事
物
」
と
注
し
て
お
り
、
昆
侖
山
上
に
あ
る
事
物

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
推
測
す
る
が
、
鄭
傑
文
は
昆
侖
ま
で

の
食
事
・
宿
泊
を
す
る
場
所
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す

る
。
ま
た
、
顧
実
は
「
平
泉
七
十
」
を
大
野
の
泉
の
こ
と
を
指

す
と
し
、『
穆
天
子
伝
』
巻
二
の
「
舂
山
之
澤
、
�
水
出
泉
」

（2.2a.12

）
は
そ
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
欠
文
が

あ
り
判
然
と
し
な
い
が
、
下
文
に
「
乃
至
于
昆
侖
之
丘
」
と
続

く
こ
と
か
ら
、
鄭
傑
文
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
昆
侖
ま
で
の
道

中
に
あ
る
食
事
・
宿
泊
を
す
る
場
所
に
つ
い
て
述
べ
た
と
解
す

べ
き
か
。

（
20
）
「
賜
語
晦
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
、
邵
闍
生
校
『
穆
天
子

伝
』（『

古
介
書
』
前
集
（
一
六
二
七
年
序
）
所
収
。
以
下
、

邵
本
）
が
、「
賜
語
晦
」
の
「
語
」
を
「
女
」
に
作
る
こ
と
、

ま
た
郭
璞
が
本
句
を
「
賜
女
受
終
�
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
語
」
を
「
女
」
の
誤
り
と
す
る
。
ま
た
、
鄭
傑
文
・
王

貽
�
も
顧
実
の
説
を
是
と
し
、「
語
」
を
「
女
」
の
誤
り
と
し

て
い
る
。「
賜
語
晦
」
の
ま
ま
で
は
意
味
が
と
り
が
た
い
の
で
、

こ
こ
で
は
顧
実
に
従
い
、「
語
」
を
「
女
」
の
錯
字
と
し
た
。

ま
た
郭
注
の
「
受
終
�
」
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
溝
洫
志

「
終
古
�
鹵
兮
生
稻
梁
」
の
顔
師
古
注
に
「
蘇
林
曰
、
終
古
、

猶
言
久
古
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
終
」
が
「
久
」
に
通
じ
る

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
終
�
」
と
は
永
久
の
、
終
わ
り
の
な

い
福
祐
と
い
っ
た
意
に
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

天
子
が
帝
か
ら
命
を
授
か
り
、
福
を
賜
っ
た
例
に
類
似
し
た
記

述
と
し
て
、《
史
墻
盤
》（
集
成10175

西
周
中
期
）
に
「
上
帝

嗣
柔
輔
、
保
授
天
子
綰
令
、
厚
�
豐
年
…
…
」（
上
帝
は
嗣
ぎ

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
四
五
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四
二
一
）



て
柔
輔
し
、
天
子
の
綰
命
を
保
ち
授
け
、
�
を
厚
く
、
年
を
豐

か
に
し
て
…
…
）﹇
上
帝
は
引
き
続
き
穏
や
か
に
天
子
を
輔
助

し
、
天
子
の
美
命
を
保
ち
授
け
、
幸
福
を
厚
く
、
収
穫
を
豊
か

に
し
て
下
さ
っ
て
…
…
﹈（
松
丸
道
雄
一
九
九
〇
）
と
あ
り
、

上
帝
が
天
子
（
共
王
）
を
援
助
し
て
「
綰
令
（
命
）」
を
授
け
、

こ
れ
に
よ
っ
て
「
厚
�
」「
豐
年
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
賜
語
〈
女
〉

晦
」
と
は
、
天
帝
の
命
を
受
け
た
後
に
、
天
帝
が
天
子
に

「
晦
」、
す
な
わ
ち
郭
注
に
従
え
ば
「
終
�
」
を
賜
っ
た
も
の
と

解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
天
子
は
「
昆
侖
之

丘
」
へ
往
来
す
る
行
程
に
お
け
る
安
全
無
事
を
天
帝
か
ら
保
証

さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
�
田
章
人
）

﹇
六
﹈原

文

16

己
未
、
天
子
大
朝
于
黄
之
山
（
1
）〔

將
禮
河
而
去
〕、
乃
披
圖
視
典
、

周
觀
天
子
之
�
・
器
（
2
）〔

省
河
所
出
禮
圖
〕。
曰
天
子
之
�
〔
曰
、

河
圖
辭
也
〕、
玉
果
〔
石
似
美
玉
、
所
謂
如
果
者
也
〕・
�
珠
〔
�
、

玉
類
也
。
音
旋
〕・
燭
銀
〔
銀
有
精
光
如
燭
〕・
黄
金
之
膏
（
3
）〔

金
膏
、

亦
猶
玉
膏
。
皆
其
精

也
〕。
天
子
之
�
萬
金
・
□
�
百
金
・
士

之
�
五
十
金
・
鹿
人
之
�
十
金
（
4
）〔

自
萬
金
以
下
、
宜
次
言
諸
侯
之

�
千
金
・
大
夫
之
�
百
金
。
此
書
殘
缺
、
集
録
者
不
續
、
以
見
闕
文

耳
〕。
天
子
之
弓
射
人
歩
劍
、
牛
馬
犀
□
器
千
金
（
5
）〔

歩
劍
、
疑
歩

光
之
劍
也
。
犀
、
似
水
牛

脚
、
脚
有
三
蹄
�
色
〕。
天
子
之
馬
走

千
里
、
勝
人
猛
獸
〔
言
�
勢
傑
駭
也
〕。
天
子
之
狗
走
百
里
、
執

虎
豹
〔
言
筋
力
壯
猛
也
〕。
柏
夭
曰
、
征
鳥
使
翼
（
6
）
、
曰
□
烏
鳶

〔
音
縁
。
�
也
〕・
鶤
�
飛
八
百
里
〔
即

�
、
鴻
鵠
屬
也
〕。
名
獸

使
足
□
走
千
里
。
�
猊
□
野
馬
走
五
百
里
〔
�
猊
、
師
子
。
亦
食

虎
豹
。
野
馬
、
亦
如
馬
小
。
�
、
音
俊
。
猊
、
音
倪
〕。
�
�
・
距

虚
走
百
里
〔
亦
馬
屬
。『
尸
子
』
曰
、
距
虚
不
擇
地
而
走
。『
山
海

經
』
云
、
�
�
。
距
虚
、
竝
言
之
耳
〕。
麋
□
二
十
里
〔
自
麋
以
下

似
次
第
獸
能
走
里
數
遠
近
（
7
）〕。
曰
柏
夭
既
致
河
典
（
8
）〔

典
、
禮
也
。
自

此
以
上
事
物
、
皆
河
圖
數
載
、
河
伯
以
爲
禮
、
禮
穆
王
也
〕、
乃
乘

渠
黄
之
乘
爲
天
子
先
（
9
）〔

先
驅
導
路
也
〕、
以
極
西
土
〔
極
、
竟
〕。

訓

読

１６

己
未
、
天
子
、
黄
之
山
に
大
朝
し
〔
將
に
河
に
禮
し
て
去
ら
ん

ず

ひ
ら

し
め

ほ
う

き

と
す
〕、
乃
ち
圖
を
披
き
典
を
視
し
、
天
子
の
�
・
�
を
周
觀

た
か
ら

せ
し
む
〔
河
の
出
す
所
の
禮
圖
を
省
る
〕。
曰
く
「
天
子
の
�
は

〔
曰
は
河
圖
の
辭
な
り
〕、
玉
果
〔
石
の
美
玉
に
似
て
、
所
謂
果
の
如

せ
ん
し
ゅ

き
者
な
り
〕・
�
珠
〔
�
は
玉
の
類
な
り
。
音
は
旋
〕・
燭
銀
〔
銀
に

史
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精
光
有
る
こ
と
燭
の
如
し
〕・
黄
金
の
膏
〔
金
膏
は
亦
た
猶
お
玉
膏

の
ご
と
し
。
皆
な
其
の
精

な
り
〕。
天
子
の
�
は
萬
金
…
…
の

�
は
百
金
・
士
の
�
は
五
十
金
・
鹿
〈
庶
〉
人
の
�
は
十
金

〔
萬
金
自
り
以
下
、
宜
し
く
次
を
も
っ
て
せ
ば
、
諸
侯
の
�
は
千
金
、

大
夫
の
�
は
百
金
と
言
う
べ
し
。
此
の
書
殘
缺
あ
り
、
集
録
せ
し
者

つ續
が
ざ
れ
ば
、
以
て
闕
文
を
見
る
の
み
〕。
天
子
の
弓
は
人
の
歩
劍

を
射
、
牛
馬
犀
…
…
器
千
金
〔
歩
劍
は
疑
う
ら
く
は
歩
光
の
劍
な

ら
ん
。
犀
は
水
牛
に
似
て
ひ

脚
あ
り
、
脚
に
三
蹄
有
り
て
�
色
〕。
天

き

子
の
馬
は
千
里
を
走
り
、
人
の
猛
獸
に
勝
る
〔
�
勢
の
傑
駭
な

る
を
言
う
な
り
〕。
天
子
の
狗
は
百
里
を
走
り
、
虎
豹
を
執
う
」

と
〔
筋
力
の
壯
猛
な
る
を
言
う
な
り
〕。
柏
夭
曰
く
、「
征
鳥
は
翼

う
え
ん

あ

こ
ん
け
い

を
使
い
、
曰
…
…
烏
鳶
〔
音
は
縁
。
�
な
り
〕・
鶤
�
は
八
百
里

こ
ん
け
い

を
飛
ぶ
〔
即
ち

�
、
鴻
鵠
の
屬
な
り
〕。
名
獸
は
足
を
使
い
…
…

し
ゆ
ん
げ
い

千
里
を
走
る
。
�
猊
…
…
野
馬
は
五
百
里
を
走
る
〔
�
猊
は
師

子
な
り
。
亦
た
虎
豹
を
食
う
。
野
馬
は
亦
た
馬
の
如
く
し
て
小
さ
し
。

き
よ
う
き
よ
う

�
、
音
は
俊
。
猊
、
音
は
倪
〕。
�
�
・
距
虚
は
百
里
を
走
り

〔
亦
た
馬
の
屬
な
り
。『
尸
子
』
に
曰
く
、
距
虚
は
地
を
擇
ば
ず
し
て

走
る
と
。『
山
海
經
』（
海
外
北
經
）
に
云
う
、
�
�
な
り
。
距
虚
は

び

竝
べ
て
之
を
言
う
の
み
〕、
麋
…
…
は
二
十
里
」
と
〔
麋
自
り
以
下
、

あ
た
か

似
も
獸
の
能
く
走
る
と
こ
ろ
の
里
數
の
遠
近
に
次
第
せ
ん
か
〕。
曰

く
「
柏
夭
既
に
河
典
を
致
し
〔
典
は
禮
な
り
。
此
れ
自
り
以
上
の

事
物
、
皆
な
河
圖
の
載
す
る
數
〈
所
〉
に
し
て
、
河
伯
以
て
禮
を
爲

き
よ
こ
う

し
、
穆
王
を
禮
す
る
な
り
〕、
乃
ち
渠
黄
の
乘
に
乘
り
、
天
子
の

き
わ

先
と
爲
り
〔
先
驅
し
て
路
を
導
く
な
り
〕、
以
て
西
土
を
極
め

き
わ
む

ん
」
と
〔
極
は
竟
な
り
〕。

現
代
語
訳

16

己
未
�
、
天
子
は
（
出
立
に
際
し
て
）
黄
之
山
で
大
い
に
臣

下
を
集
め
、
河
の
地
図
を
開
き
河
典
を
見
せ
、（
舂
山
に
あ
る

と
い
う
）
天
子
の
宝
と
器
を
あ
ま
ね
く
見
せ
た
。
そ
こ
に
は
、

1
2
��

「
天
子
の
宝
は
、
玉
果
・
�
3
4
5
6
4
7
8
)
9�

&
:
)

宝
は
万
金
、
…
…
の
宝
は
百
金
、
士
の
宝
は
五
十
金
、
庶
人
の

宝
は
十
金
。
天
子
の
弓
は
人
の
歩
剣
を
射
、
牛
馬
犀
…
…
器
は

千
金
。
天
子
の
馬
は
千
里
を
走
り
、
人
の
猛
獣
に
も
勝
る
。
天

子
の
狗
は
百
里
を
走
り
、
虎
豹
を
も
捕
ら
え
る
」
と
あ
っ
た
。

柏
夭
は
（
舂
山
に
住
ま
う
鳥
や
獣
に
つ
い
て
）、「
猛
禽
は
翼
を

�
;
2

こ
ん
け
い

使
い
…
…
曰
…
…
烏
鳶
・
鶤
�
は
八
百
里
を
飛
ぶ
。
名
獣
は
足

し
ゆ
ん
げ
い

を
使
い
…
…
は
千
里
を
走
る
。
�
猊
…
…
野
馬
は
五
百
里
を

<
�
�
<
�
�

き
よ
き
よ

=

走
る
。
�
�
・
距
虚
は
百
里
を
走
る
。
麋
は
二
十
里
を
…
…

（
走
る
）」
と
述
べ
た
。「
私
、
柏
夭
は
（
い
ま
）
河
典
を
穆
王

<
�

�

に
捧
げ
ま
し
た
の
で
、
渠
黄
の
車
に
乗
り
、
天
子
の
先
駆
け
と

な
っ
て
、
西
土
の
果
て
ま
で
も
案
内
い
た
し
ま
す
」
と
言
っ
た
。

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
四
七
（
四
二
三
）



注

釈

（
１
）
「
黄
之
山
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
青
海
省
星
宿
海
付
近

や
、
河
套
（
内
蒙
古
自
治
区
鄂
爾
多
斯
市
付
近
）
と
す
る
説
な

ど
が
あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

郭
璞
は
「
天
子
大
朝
于
黄
之
山
」
に
つ
い
て
、
穆
王
が
出
立

に
際
し
て
河
に
対
し
て
儀
礼
を
行
っ
た
と
解
し
て
い
る
。『
穆

天
子
伝
』
に
お
け
る
「
天
子
大
朝
…
乃
…
」
の
用
例
か
ら
す
る

と
、
こ
の
儀
礼
は
穆
王
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

内
容
は
「
乃
披
圖
視
典
」
か
ら
「
曰
柏
夭
既
致
河
典
」
ま
で
と

考
え
ら
れ
る
（﹇
五
﹈
注（
１
）参
照
）。

（
２
）
「
乃
披
圖
視
典
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
省
河
所
出
禮

圖
」
と
し
、
こ
の
「
圖
」「
典
」
を
い
わ
ゆ
る
「
河
図
」
の
よ

う
な
も
の
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
陳
逢
衡
は
「
此
所
謂

圖
、
乃
河
宗
柏
夭
世
守
之
圖
籍
、
如
穆
世
地
圖
之
類
、
非
穆
王

時
又
出
河
圖
也
」
と
し
、
当
時
の
河
の
地
図
と
解
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
丁
謙
は
「
典
」
を
「
圖
」
に
対
す
る
説
明
文

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
や
、
前
段
﹇
五
﹈
に
お
い
て
、
穆
王

が
帝
よ
り
「
示
女
舂
山
之
�
」「
詔
女
昆
侖
□
舎
平
泉
七
十
」

と
言
わ
れ
、
後
文
「
曰
天
子
之
�
」
の
郭
注
に
「
曰
、
河
圖
辭

也
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
「
圖
」「
典
」

に
は
昆
侖
ま
で
の
道
程
や
そ
の
途
上
の
舂
山
に
あ
る
天
子
の

宝
・
器
、
ま
た
そ
こ
に
棲
む
鳥
獣
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推

測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
典
」
に
つ
い
て
は
、「
堯
典
」「
舜

典
」
な
ど
の
よ
う
に
、
帝
王
に
よ
る
、
帝
位
継
承
、
諸
方
へ
の

任
務
分
掌
、
巡
行
・
放
伐
な
ど
に
つ
い
て
の
命
令
を
記
し
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
こ
で
の
「
典
」
も
前
日
の
河
の
祭
祀
に

お
け
る
帝
の
命
を
文
書
化
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
３
）
「
燭
銀
・
黄
金
之
膏
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
の
「
注
『
山
海

経
』
叙
」
に
「
案
汲
郡
竹
書
及
穆
天
子
傳
…
…
穆
王
西
征
…
…

乃
取
其
嘉
木
・
�
草
・
奇
鳥
・
怪
獸
・
玉
石
・
珍
瑰
之
器
・
金

膏
・
燭
銀
之
寶
、
歸
而
殖
養
之
於
中
國
」
と
あ
り
、
郭
璞
は
こ

れ
ら
天
子
の
宝
・
器
が
西
方
に
あ
り
、
穆
王
が
中
原
に
持
ち
帰

っ
た
も
の
と
見
て
い
る
。

（
４
）
洪
頤
�
は
孫
同
元
の
説
を
引
き
、「
鹿
人
」
を
「
庶
人
」

の
誤
り
と
す
る
。「
鹿
人
」
は
伝
世
文
献
に
見
え
ず
、
こ
こ
で

は
孫
同
元
に
従
い
「
庶
人
」
の
誤
り
と
見
て
お
く
。
郭
璞
は
欠

字
の
部
分
に
「
諸
侯
」「
大
夫
」
に
関
す
る
文
が
入
っ
て
い
た

と
推
測
し
て
お
り
、『
国
語
』
楚
語
下
に
「
天
子
舉
以
大
牢
、

祀
以
會
。
諸
侯
舉
以
特
牛
、
祀
以
太
牢
。
卿
舉
以
少
牢
、
祀
以

特
牛
。
大
夫
舉
以
特
牲
、
祀
以
少
牢
。
士
食
魚
炙
、
祀
以
特
牲
。

庶
人
食
菜
、
祀
以
魚
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
天
子
」「
諸
侯
」

「
卿
」「
大
夫
」「
士
」「
庶
人
」
の
別
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

史
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「
鹿
人
」
は
「
庶
人
」
の
誤
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
５
）
「
天
子
之
弓
射
人
歩
劍
」
の
句
読
に
は
諸
説
あ
る
が
、
前

後
の
句
形
（
天
子
之
�
、
天
子
之
馬
、
天
子
之
狗
）
を
見
る
限

り
、
本
句
は
「
天
子
之
弓
」
が
凡
庸
の
弓
と
は
異
な
り
、
い
か

に
優
れ
て
い
る
か
を
説
明
す
る
文
章
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す

る
と
、
後
文
に
「
天
子
之
馬
走
千
里
、
勝
人
猛
獸
」
と
あ
る
箇

所
と
の
対
応
か
ら
、「
歩
劍
」
を
郭
注
の
言
う
「
歩
光
之
劍
」

と
見
て
、「
天
子
の
弓
は
人
の
歩
光
の
剣
（
名
剣
）
を
も
射
抜

く
」
と
解
せ
よ
う
。
郭
注
の
「
歩
光
之
劍
」
と
は
『
史
記
』
仲

尼
弟
子
列
伝
に
、
越
の
大
夫
種
の
呉
王
夫
差
に
対
す
る
「
因
越

賤
臣
種
奉
先
人
藏
器
、
甲
二
十
領
、
�
、
屈
盧
之
矛
、
歩
光
之

劍
、
以
賀
軍
吏
」
と
い
う
申
し
出
の
中
に
見
え
、「
屈
盧
之

矛
」
が
同
書
商
君
列
伝
に
「
持
矛
而
操

戟
者
」
と
あ
る
集
解

に
「
徐
廣
曰
、
…
…
屈
盧
之
勁
矛
、
干
將
之
雄
戟
」
と
あ
り
、

索
隠
に
「
按
、
屈
盧
・
干
將
、
竝
古
良
匠
造
矛
戟
者
名
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
名
剣
の
名
と
推
測
さ
れ
る
。

（
６
）
「
征
鳥
」
は
、『
礼
記
』
月
令
に
「
季
冬
之
月
、
征
鳥
�

疾
」
と
あ
り
、
孔
穎
達
疏
に
「
征
鳥
、
謂
鷹
隼
之
屬
也
。
時
殺

氣
盛
極
、
故
鷹
隼
之
屬
取
鳥
捷
疾
嚴
猛
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

タ
カ
・
ハ
ヤ
ブ
サ
な
ど
の
猛
禽
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
柏
夭
の
述
べ
る
「
征
鳥
」「
名
獸
」
は
、
巻
二
に
「
曰
舂

山
百
獸
之
所
聚
也
。
飛
鳥
之
所
棲
也
」（2.2b.5

）
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
昆
侖
へ
の
途
上
に
あ
る
舂
山
の
鳥
獣
に
つ
い
て
説
明

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

郭
注
の
「
自
麋
以
下
」
に
つ
い
て
、「
下
」
を
「
上
」
と
す

る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
が
、「
下
」「
上
」
い
ず
れ
に
し
て
も
意
味

は
通
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
「
下
」
の
ま
ま
と
す
る
。

な
お
、「
下
」
の
場
合
は
「
麋
以
下
（
の
脱
字
部
分
）
に
は
、

獣
が
走
る
距
離
の
長
短
に
よ
っ
て
並
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
」

と
訳
す
こ
と
が
で
き
、「
上
」
の
場
合
は
「
麋
以
上
の
も
の
は

獣
が
走
る
距
離
の
長
短
に
よ
っ
て
並
べ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
意
に
な
ろ
う
。

（
８
）
郭
注
の
「
皆
河
圖
數
載
」
に
つ
い
て
、『
水
経
注
』
巻
一

河
水
に
「
穆
天
子
傳
曰
、
玉
果
・
�
珠
・
燭
銀
・
金
膏
等
物
、

皆
河
圖
所
載
。
河
伯
以
禮
穆
王
視
圖
」
と
あ
り
、
�
云
升
は

「
數
」
を
「
所
」
の
誤
り
と
す
る
。
本
文
の
ま
ま
で
は
文
意
が

通
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
�
云
升
に
従
い
「
所
」
の
誤
り
と

見
て
お
く
。

「
曰
柏
夭
既
致
河
典
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
典
、
禮
也
。

…
…
河
伯
以
爲
禮
、
禮
穆
王
也
」
と
し
、
本
段
で
河
伯
が
穆
王

に
対
し
て
「
河
圖
」
に
記
さ
れ
た
宝
器
を
見
せ
る
と
い
う

「
禮
」
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
本
段
の
儀
礼
の
主
体

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
四
九
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が
穆
王
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
以
上
（
本
段
注（
１
）参
照
）、
河

伯
が
穆
王
に
対
し
て
何
ら
か
の
礼
を
行
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
「
河
典
」
は
「
披
圖
視
典
」
の
「
圖
」

「
典
」
と
同
じ
も
の
で
、
そ
れ
を
柏
夭
が
穆
王
に
捧
げ
た
と
見

た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
「
渠
黄
」
は
﹇
七
﹈
で
「
天
子
之
駿
」
の
一
頭
と
さ
れ
、

『
列
子
』
周
穆
王
篇
で
も
柏
夭
の
御
す
る
馬
車
に
繋
が
れ
て
い

る
。
な
お
、『
太
平
御
覧
』
巻
八
九
六
の
引
く
『
穆
天
子
伝
』

「
柏
夭
既
致
河
典
、
乃
乘
黄
之
乘
、
爲
天
子
先
」
の
注
に
「
所

乘
馬
盡
黄
色
。
爲
先
驅
也
」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
考
え
る
と

「
渠
黄
」
は
全
身
が
黄
色
の
馬
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
川
村

潮
）

﹇
七
﹈原

文

17

乙
丑
、
天
子
西
濟
于
河
□
、
爰
有
温
谷
樂
都
（
1
）〔

温
谷
、
言
冬

暖
也
。
燕
有
寒
谷
、
不
生
五
穀
〕。
河
宗
氏
之
所
遊
居
（
2
）〔

柏
夭
之
別

州
邑
〕。

18

丙
寅
、
天
子
屬
官
效
器
（
3
）〔

會
官
司
、
閲
所
得
�
物
〕、
乃
命
正

公
郊
父
（
4
）〔

正
公
、
謂
三
上
公
。
天
子
所
取
正
者
。
郊
父
爲
之
〕、
受

敕
憲
〔
憲
、
�
令
也
。『
管
子
』
曰
、
皆
受
憲
〕、
用
申
八
駿
之
乘

〔
八
駿
名
在
下
〕。
以
飮
于
枝

之
中
（
5
）〔

水

成

。

、
小
渚
也
。

音
止
〕、
積
石
之
南
河
（
6
）〔

積
石
山
名
、
今
在
金
城
河
關
縣
。
南
河
出

北
山
、
東
南
流
〕。
天
子
之
駿
〔
駿
者
馬
之
美
稱
〕、
赤
驥
〔
世
所

謂
騏
驥
〕・
盜
驪
〔
爲
馬
細
頸
。
驪
、
�
色
也
〕・
白
義
・
踰
輪
・

山
子
・
渠
黄
・
華
�
〔
色
如
華
而
赤
。
今
、
名
馬
驃
赤
者
、
爲
棗

�
。
�
、
赤
馬
也
〕・
�
耳
（
7
）〔『

紀
年
』
曰
、
北
唐
之
君
來
見
、
以
一

驪
馬
。
是
生
�
耳
。
魏
時
、
鮮
卑
獻
千
里
馬
。
白
色
而
兩
耳
黄
、
名

曰
黄
耳
。
即
此
類
也
。
八
駿
、
皆
因
其
毛
色
以
爲
名
號
耳
。
案
『
史

記
』
造
父
爲
穆
王
得
盗
驪
・
華
�
・
�
耳
之
馬
、
御
以
西
巡
遊
、
見

西
王
母
、
樂
而
忘
歸
。
皆
與
此
同
、
若
合
符
契
〕。
狗
、
重
工
・
徹

山
・

・
□
黄
・
南
□
・
來
白
（
8
）〔

皆
駿
狗
之
名
。
亦
猶
宋
鵲
之

類
〕。
天
子
之
御
・
造
父
・
參
百
〔
下
云
參
百
爲
御
者
〕・
耿
�
・

芍
及
（
9
）〔

造
父
善
御
。
穆
王
封
之
於
趙
城
。
餘
未
聞
也
〕、
曰
天
子
是

與
出
□
入
藪
、
田
獵
釣
弋
〔
弋
、
�
射
也
〕。
天
子
曰
、
於
乎
、

予
一
人
不
盈
于
�
〔
盈
、
猶
充
也
〕、
而
辨
於
樂
（
10
）〔

辨
作
游
樂
之

事
〕。
後
世
亦
追
數
吾
過
乎
〔
穆
王
遊
放
、
過
度
、
行
輒
忘
歸
。
故

作
此
言
、
以
自
警
也
〕。
七
萃
之
士
□
天
子
曰
（
11
）
、
後
世
所
望
、
無

失
天
常
（
12
）〔

奉
天
時
也
〕、
農
工
既
得
（
13
）〔

歳
豐
登
也
〕、
男
女
衣
食

〔
無
飢
寒
也
〕、
百
姓
�
富
（
14
）〔

富
者
安
也
〕、
官
人
執
事
（
15
）〔

各
視
職

事
〕。
故
天
有
�
〔
四
時
〕、
民
□
氏
響
□
〔
音
國
〕、
何
謀
於
樂
（
16
）

〔
言
不
規
樂
而
樂
自
及
〕。
何
意
之
忘
〔
常
愼
�
也
〕。
與
民
共
利
（
17
）
、

世
以
爲
常
也
（
18
）
。
天
子
嘉
之
〔
善
有
其
辭
〕、
賜
以
左
佩
玉
華
〔
玉

史

学
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華
之
佩
、
佩
之
精
也
〕、
乃
再
拜
頓
首
。

訓

読

こ
こ

17

乙
丑
、
天
子
西
の
か
た
濟
于
河
□
、
爰
に
温
谷
樂
都
有
り

〔
温
谷
は
冬
暖
か
き
を
言
う
な
り
。
燕
に
寒
谷
有
り
、
五
穀
を
生
ぜ

ず
〕。
河
宗
氏
の
遊
居
す
る
所
な
り
〔
柏
夭
の
別
の
州
邑
な
り
〕。

あ
つ

し
ら

あ
つ

18

丙
寅
、
天
子
官
を
屬
め
て
器
を
效
べ
〔
官
司
を
會
め
、
得
る
所

の
�
物
を
閲
す
〕、
乃
ち
正
公
郊
父
に
命
じ
〔
正
公
は
三
上
公
を
謂

う
。
天
子
の
正
を
取
る
所
の
者
な
り
。
郊
父
之
を
爲
す
〕、
敕
憲
を

受
け
〔
憲
は
�
令
な
り
。『
管
子
』（
立
政
篇
）
に
曰
く
、「
皆
な
憲
を

受
く
」
と
〕、
用
て
八
駿
の
乘
を
申
さ
し
む
〔
八
駿
の
名
は
下
に

在
り
〕。
以
て
枝

の
中
〔
水
わ
か

れ
て

と
成
る
。

は
小
渚
な
り
。

音
は
止
〕、
積
石
の
南
河
に
飮
ま
し
む
〔
積
石
は
山
名
、
今
の
金
城

河
關
縣
に
在
り
。
南
河
は
北
山
よ
り
出
で
て
東
南
流
す
〕。
天
子
の

せ
っ
き

と
う
り

駿
は〔
駿
は
馬
の
美
稱
な
り
〕、
赤
驥〔
世
の
所
謂
騏
驥
な
り
〕・
盜
驪

ゆ
り
ん

き
ょ

〔
馬
の
細
頸
た
り
。
驪
は
�
色
な
り
〕・
白
義
・
踰
輪
・
山
子
・
渠

こ
う

か
り
ゅ
う

黄
・
華
�
〔
色
は
華
の
如
く
し
て
赤
し
。
今
、
名
馬
の
驃
に
し
て
赤

な
る
者
を
棗
�
と
爲
す
。
�
は
赤
馬
な
り
〕・
�
耳
な
り
〔『
紀
年
』

に
曰
く
、「
北
唐
の
君
來
り
て
見
ゆ
る
に
、
一
驪
馬
を
以
て
す
。
是
れ

�
耳
を
生
ず
」
と
。
魏
の
時
、
鮮
卑
、
千
里
馬
を
獻
ず
。
白
色
に
し

て
兩
耳
黄
、
名
づ
け
て
黄
耳
と
曰
う
。
即
ち
此
の
類
な
り
。
八
駿
は

皆
な
其
の
毛
色
に
因
り
て
以
て
名
號
と
爲
す
の
み
。
案
ず
る
に
、『
史

記
』（
秦
本
紀
）
に
造
父
、
穆
王
が
爲
に
盗
驪
、
華
�
、
�
耳
の
馬
を

得
、
御
し
て
以
て
西
の
か
た
巡
遊
し
、
西
王
母
に
見
え
、
樂
し
み
て

歸
る
を
忘
る
、
と
。
皆
な
此
と
同
じ
、
符
契
を
合
す
る
が
若
し
〕。
狗

は
、
重
工
・
徹
山
・

か
ん
か

・
□
黄
・
南
□
・
來
白
な
り
〔
皆
な

駿
狗
の
名
。
亦
た
猶
お
宋
鵲
の
類
の
ご
と
し
〕。
天
子
の
御
は
、
造

こ
う
ゆ
う

し
や
く
き
ゆ
う

父
・
參
百
〔
下
に
云
う
參
百
は
御
た
る
者
な
り
〕・
耿
�
・
芍

及

な
り
〔
造
父
は
善
く
御
す
。
穆
王
之
を
趙
城
に
封
ず
。
餘
は
未
だ
聞

こ
こ

か
ざ
る
な
り
〕。
曰
に
天
子
是
れ
與
に
出
で
…
…
藪
に
入
り
、
田

ち
よ
う
よ
く

い
ぐ
る
み

獵
釣
弋
す
〔
弋
は
�
も
て
射
る
な
り
〕。
天
子
曰
く
、「
於
乎
、らく

予
一
人
�
に
盈
た
ず
し
て
〔
盈
は
猶
お
充
の
ご
と
き
な
り
〕、
樂

わ
か

な

に
辨
つ
〔
辨
ち
て
游
樂
の
事
を
作
す
な
り
〕。
後
世
亦
た
吾
が
過

せ

ぎ
た
る
を
追
い
數
め
ん
か
〔
穆
王
の
遊
放
、
度
を
過
ぎ
、
行
き
て

輒
ち
歸
る
を
忘
る
。
故
に
此
の
言
を
作
し
、
以
て
自
警
す
る
な
り
〕」

と
。
七
萃
の
士
…
…
天
子
に
曰
く
、「
後
世
の
望
む
所
は
、
天

常
を
失
う
無
く
〔
天
の
時
を
奉
ず
る
な
り
〕、
農
工
既
に
得
て

み
の

な

〔
歳
ご
と
に
豐
り
登
る
な
り
〕、
男
女
衣
食
あ
り
〔
飢
寒
す
る
無
き
な

ひ
や
く
せ
い

り
〕、
百
姓
は
�
富
み
〔
富
は
安
ん
ず
る
な
り
〕、
官
人
執
事
す

と
き

〔
各
々
職
事
を
視
る
〕。
故
に
天
に
�
有
り
〔
四
時
〕、
民
□
氏
響

は
か

□
〔
音
は
國
〕、
何
ぞ
樂
に
於
い
て
謀
ら
ん
〔
樂
を
規
ら
ず
し
て

お
も

樂
自
ず
か
ら
及
ぶ
を
言
う
〕、
何
ぞ
之
れ
を
忘
れ
た
り
と
意
わ
ん

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
五
一
（
四
二
七
）



〔
常
に
�
を
愼
む
な
り
〕。
民
と
利
を
共
に
せ
ば
、
世
は
以
て
常
と

爲
す
な
り
」
と
。
天
子
之
を
嘉
し
〔
其
の
辭
有
る
を
善
し
と
す
〕、

賜
う
に
左
佩
の
玉
華
を
以
て
す
〔
玉
華
の
佩
は
佩
の
精
な
り
〕。

乃
ち
再
拜
頓
首
す
。

現
代
語
訳

17

乙
丑
②
、
天
子
は
西
に
向
か
っ
て
済
于
河
□
、
こ
こ
に
温
谷

楽
都
が
あ
る
。（
こ
の
地
は
）
河
宗
氏
が
（
冬
に
季
節
的
に
）

移
り
住
む
所
で
あ
る
。

18

丙
寅
③
、
天
子
は
諸
官
を
集
め
て
器
物
を
し
ら
べ
さ
せ
、
さ

ら
に
正
公
郊
父
に
命
じ
、
命
令
を
受
け
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
八

駿
の
馬
車
（
の
編
成
）
を
申
し
つ
け
さ
せ
た
。
そ
し
て
、（
河

水
が
）
枝
分
か
れ
し
た
小
さ
な
中
洲
の
な
か
、
積
石
の
（
ふ
も

と
の
）
南
河
で
（
馬
に
水
を
）
飲
ま
せ
た
。
天
子
の
駿
と
は
、

赤
驥
・
盜
驪
・
白
義
・
踰
輪
・
山
子
・
渠
黄
・
華
�
・
緑
耳
で

あ
る
。（
天
子
の
）
狗
は
、
重
工
・
徹
山
・

・
□
黄
・
南

□
・
来
白
で
あ
る
。
天
子
の
御
は
、
造
父
・
参
百
・
耿
�
・
芍

及
で
あ
る
。
こ
こ
で
天
子
は
（
こ
れ
ら
と
）
と
も
に
出
て
…
…

薮
に
入
り
、（
獣
を
逐
い
捕
ら
え
る
）
田
猟
や
釣
り
、
弋
（
い

ぐ
る
み
で
鳥
や
魚
を
射
る
狩
り
）
を
行
っ
た
。
天
子
は
「
あ
あ
、

わ
た
し
一
人
だ
け
徳
が
足
り
ず
、
楽
し
み
に
力
を
注
い
で
し
ま

っ
た
。
後
世
（
の
人
々
）
は
わ
た
し
が
遊
び
す
ぎ
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
し
て
責
め
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た
。
七
萃
の

士
…
…
天
子
に
「
後
世
（
の
人
々
）
が
遠
望
す
る
の
は
、（
天

子
が
）
天
の
時
節
の
運
行
を
見
誤
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
（
つ

つ
し
ん
で
天
の
時
節
に
従
っ
て
い
た
か
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
そ
う
す
る
と
）
農
工
は
恵
み
を
享
受
し
（
そ
れ
に
よ
っ
て
農

民
は
豊
か
な
収
穫
を
あ
げ
、
工
人
は
も
の
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
）、（
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
）
男
女
は
衣
食
が
足
り
、

人
々
は
財
産
が
豊
か
に
な
り
、
官
人
も
（
そ
れ
ぞ
れ
の
）
職
責

を
果
た
す
（
こ
と
が
で
き
る
）
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
天
に
四

時
が
あ
り
、
民
□
氏
響
□
（
で
あ
れ
ば
）、
ど
う
し
て
（
後
世

の
人
々
が
王
が
）
楽
し
ん
だ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
詮
索
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
（
王
が
）
こ
れ
（
天
の
時

節
に
従
う
こ
と
）
を
忘
れ
た
と
思
う
で
し
ょ
う
か
。
民
と
利
を

（
王
が
独
占
す
る
こ
と
な
く
）
共
に
す
れ
ば
、
世
は
そ
れ
を

（
天
の
時
節
の
運
行
が
）
正
常
で
あ
る
と
み
な
す
の
で
す
」
と

申
し
上
げ
た
。
天
子
は
こ
の
言
葉
を
善
し
と
し
て
、（
こ
れ

に
）
左
に
佩
び
て
い
た
玉
華
を
賜
っ
た
。
そ
し
て
（
七
萃
の
士

は
）
二
度
拝
し
て
頭
で
地
を
叩
く
よ
う
に
礼
を
し
た
。

史
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注

釈

（
１
）
「
温
谷
樂
都
」
の
所
在
に
つ
い
て
、
甘
粛
省
甘
谷
県
付
近
、

甘
粛
省
張
掖
市
か
ら
武
威
市
付
近
、
青
海
省
東
海
地
区
楽
都
県
、

同
省
西
寧
市
、
寧
夏
回
族
自
治
区
銀
川
市
、
河
套
西
端
（
内
蒙

古
自
治
区
鄂
爾
多
斯
市
付
近
）
な
ど
と
す
る
諸
説
が
あ
る
（
殷

周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
２
）
「
河
宗
氏
之
所
遊
居
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
柏
夭
之
別

州
邑
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
文
の
「
温
谷
樂
都
」
に
つ
い

て
、
郭
璞
が
「
温
谷
、
言
冬
暖
也
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

鄭
傑
文
は
冬
季
の
牧
場
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え

れ
ば
、「
河
宗
氏
之
所
遊
居
」
と
は
、
河
宗
氏
が
「
都
居
」

（1.2a.9

）
す
る
本
拠
地
と
は
別
の
邑
に
、
冬
季
に
移
動
し
て
居

住
す
る
所
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
「
效
器
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
閲
所
得
�
物
」
と
注
し

て
い
る
。
本
文
で
は
「
器
」
と
だ
け
記
さ
れ
、﹇
六
﹈
に
お
い

て
「
�
」
と
「
器
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

鄭
傑
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
以
降
の
西
征
に
使
用
す
る
た
め

の
器
物
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
「
正
公
」
に
つ
い
て
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
は
「
己
酉
、

天
子
大
饗
正
公
・
諸
侯
・
王
吏
・
七
萃
之
士
于
平
衍
之
中
」

（2.5a.9

）
と
あ
り
、
ま
た
「
□
天
子
大
饗
正
公
・
諸
侯
・
王

勤
・
七
萃
之
士
于
羽

之
上
」（3.2a.10

）
と
あ
る
よ
う
に
、

「
正
公
」
が
諸
侯
よ
り
上
位
に
列
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
巻
五
に
「
天
子
西
遊
乃
宿
于

。
壬

辰

公
飮
天
子
酒
」（5.2a.12

）
と
あ
り
、
郭
璞
が
「

、

公
邑
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
句
の
「
正
公
郊

父
」
の
「
正
」
が
郊
父
の
封
地
な
い
し
は
采
邑
で
あ
っ
た
と
い

う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
郊
父
」
に
つ
い
て
、
洪
頤
�
は
「
郊
」
は
「
圻
」
に
通
じ

る
と
し
て
、「
郊
父
」
を
「
圻
父
（
古
の
官
名
）」
と
解
す
る
。

し
か
し
、「
郊
」
の
上
古
復
原
音
は
「k

cg

（
平
声
）」、「
圻

（
垠
の
或
体
）」
は
「ng

��n

（
平
声
）」、「ng

�i�n

（
平
声
）」、

「ng

�� i�n

（
平
声
）」
と
さ
れ
て
お
り
（
董
同
�
一
九
四
四
）、
郊

と
圻
は
理
論
上
、
通
仮
し
な
い
。
従
っ
て
、「
郊
父
」
は
郭
璞

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
正
公
」
の
名
と
解
す
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

（
５
）
「

」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
小
渚
」
と
す
る
。『
釋
名
』

釋
水
に
「
小
洲
曰
渚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
枝

」
と
は
、

河
川
が
枝
分
か
れ
し
て
で
き
た
中
洲
と
解
さ
れ
る
。「
枝

」

の
所
在
に
つ
い
て
、
王
貽
�
は
内
蒙
古
自
治
区
巴
彦
�
爾
市
を

流
れ
る
烏
加
河
付
近
と
し
、
他
に
青
海
省
の
湟
水
と
す
る
説
も

あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。
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（
６
）
「
積
石
」
に
つ
い
て
、「
積
石
」
と
呼
ば
れ
る
山
は
、
現
在

の
甘
粛
省
臨
夏
回
族
自
治
州
積
石
山
保
安
族
東
郷
族
撒
拉
族
自

治
県
に
あ
る
小
積
石
山
、
現
在
の
青
海
省
西
寧
市
の
大
積
石
山

（
瑪
積
雪
山
）
な
ど
が
あ
る
が
、
本
句
の
「
積
石
」
の
所
在
に

つ
い
て
は
、
甘
粛
省
臨
夏
回
族
自
治
州
臨
夏
市
、
河
套
（
内
蒙

古
自
治
区
鄂
爾
多
斯
市
付
近
）、
青
海
省
な
ど
と
す
る
諸
説
が

あ
る
（
殷
周
史
研
究
会
二
〇
〇
六
）。

（
７
）
八
駿
に
つ
い
て
、
巻
四
に
「
癸
酉
天
子
命
駕
八
駿
之
乘
、

右
服

�
、
而
左
�
耳
、
右
驂
亦

、
而
左
白

。
天
子
主
車
、

造
父
爲
御
、

爲
右
。
次
車
之
乘
、
右
服
渠
黄
、
而
左
踰
輪
、

右
驂
盗
驪
、
而
左
山
子
。
柏
夭
主
車
、
參
百
爲
御
、
奔
戎
爲

右
」（4.2a.13

）、「
癸
酉
天
子
命
駕
八
駿
之
乘
、
赤
驥
之
駟
、

造
父
爲
御
、
南
征
翔
行
、
逕
絶
�
道
、
升
于
太
行
、
南
濟
于
河
、

馳
驅
千
里
、
入
于
宗
周
」（4.4a.4

）
と
あ
り
、『
列
子
』
周
穆

王
篇
で
は
「
命
駕
八
駿
之
乘
、
右
服
�
�
而
左
�
耳
、
右
驂
赤

驥
而
左
白

。
主
車
則
造
父
爲
御
、

爲
右
。
次
車
之
乘
、

右
服
渠
黄
而
左
踰
輪
、
左
驂
盜
驪
而
右
山
子
。
柏
夭
主
車
、
參

百
爲
御
、
奔
戎
爲
右
」
と
あ
る
。
一
方
『
史
記
』
秦
本
紀
は

「
造
父
以
善
御
幸
於
周
繆
王
。
得
驥
・
温
驪
・
�

・

耳
之

駟
、
西
巡
狩
、
樂
而
忘
歸
」
と
四
馬
の
み
挙
げ
て
お
り
、
ま
た

『
史
記
』
趙
世
家
で
は
「
造
父
取
驥
之
乘
匹
、
與
桃
林
盜
驪
・

�
�
・
�
耳
、
獻
之
繆
王
」
と
あ
る
よ
う
に
、
造
父
が
こ
れ
ら

の
馬
を
献
じ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

八
駿
の
名
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
八
駿
皆
因
其
毛
色
以
爲
名

號
耳
」
と
注
す
る
よ
う
に
、
毛
色
が
関
係
す
る
と
見
て
お
り
、

例
え
ば
、「
赤
驥
」・「
白
義
」・「
渠
黄
」（﹇
六
﹈
注（
８
）参

照
）・「
�
耳
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
前
に
色
が
付
い
て

い
る
。
ま
た
、「
盜
驪
」
に
つ
い
て
も
「
驪
」
は
、『
説
文
』
十

篇
上
馬
部
に
「
馬
深
�
色
」
と
あ
り
、
郭
璞
も
「
驪
、
�
色

也
」
と
す
る
が
、
前
掲
『
史
記
』
秦
本
紀
の
索
隠
は
『
劉
氏
音

義
』
を
引
い
て
「
盜
驪
、
�
驪
也
。
�
、
淺
黄
色
」
と
し
、
会

注
考
証
は
「
盜
、
淺
青
色
」
と
す
る
。「
踰
輪
」
に
つ
い
て
は
、

前
掲
『
史
記
』
秦
本
紀
の
索
隠
で
は
「
穆
王
傳
曰
…
…

」

と
な
っ
て
お
り
、「

」
に
つ
い
て
は
『
玉
篇
』
巻
二
三
馬
部

に
「
紫
色
馬
」
と
あ
る
。「
華
�
」
に
つ
い
て
も
「
�
」
は
、

『
説
文
』
馬
部
に
「
赤
馬
黒
毛
尾
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
駿

の
名
の
由
来
が
毛
色
に
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
一
方
、
小
川
琢
治
は
、
こ
れ
ら
の
馬
名
が
ト
ル
コ
語
に
由

来
す
る
と
見
て
い
る
。
八
駿
の
う
ち
、「
盜
驪
」
をdar

（
細

い
）
に
、「
白
義
」
をB

eigir

（
馬
）
に
、「
踰
輪
」
をJylan

（
蛇
）
に
、「
驥
」
をK

ysil

（
赤
色
）
に
、「
華
�
」
をK

yrm
ysy

（
赤
色
）
に
、「
山
子
」
をSary

（
黄
色
）
に
当
て
、「
盜
驪
」

史
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と
「
踰
輪
」
に
つ
い
て
は
、
頭
の
細
い
、
今
の
イ
リ
馬
の
よ
う

な
馬
で
は
な
い
か
と
も
付
言
し
て
い
る
。

（
８
）
こ
れ
ら
の
狗
名
は
、『
穆
天
子
伝
』
の
当
該
個
所
に
し
か

見
え
な
い
が
、
顧
実
は
『
博
物
志
』
の
「
周
穆
王
有
犬
、
名

、

毛
白
」
と
い
う
記
述
を
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
六
頭
の
う
ち
の

「
來
白
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
郭
注
の

「
宋
鵲
」
に
つ
い
て
は
、『
礼
記
』
少
儀
「
犬
則
執
紲
。
守
犬
、

田
犬
、
則
授
擯
者
、
既
受
、
乃
問
犬
名
」
の
鄭
注
に
「
謂
若
韓

廬
・
宋
鵲
之
屬
」
と
見
え
る
。

（
９
）
御
者
に
つ
い
て
、巻
四
に
は「
天
子
主
車
、造
父
爲
御
、

爲
右
…
…
柏
夭
主
車
、
參
百
爲
御
、
奔
戎
爲
右
」（4.2b.4

）

と
あ
り
、『
列
子
』
周
穆
王
篇
に
も
「
主
車
則
造
父
爲
御
、

爲
右
…
…
柏
夭
主
車
、
參
百
爲
御
、
奔
戎
爲
右
」
と
、
似
た
記

述
が
あ
る
。「
造
父
」
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
秦
本
紀
に
「
造

父
以
善
御
幸
於
周
繆
王
、
得
驥
・
温
驪
・
�

・

耳
之
駟
、

西
巡
狩
、
樂
而
忘
歸
。
徐
偃
王
作
亂
、
造
父
爲
繆
王
御
、
長
驅

歸
周
、
一
日
千
里
以
救
亂
。
繆
王
以
趙
城
封
造
父
、
造
父
族
由

此
爲
趙
氏
。
自
蜚
廉
生
季
勝
已
下
五
世
至
造
父
、
別
居
趙
。
趙

衰
其
後
也
」
と
あ
り
、
同
趙
世
家
に
も
「
趙
之
先
、
與
秦
共
祖
。

…
…
造
父
幸
於
周
繆
王
。
造
父
取
驥
之
乘
匹
、
與
桃
林
盜
驪
・

�
�
・
�
耳
、
獻
之
繆
王
。
繆
王
使
造
父
御
、
西
巡
狩
、
見
西

王
母
、
樂
之
忘
歸
。
而
徐
偃
王
反
、
繆
王
日
馳
千
里
馬
、
攻
徐

偃
王
、
大
破
之
。
乃
賜
造
父
以
趙
城
、
由
此
爲
趙
氏
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
造
父
」
は
、
秦
と
祖
先
を
共
に
す
る
季

勝
の
後
裔
で
、
穆
王
に
よ
っ
て
趙
城
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
の
一
族

は
後
に
趙
氏
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
楊
寛
は
、『
史
記
』
秦
本

紀
お
よ
び
趙
世
家
に
見
ら
れ
る
造
父
の
記
述
は
、
造
父
が
周
穆

王
の
御
と
し
て
西
巡
し
た
と
い
う
両
国
が
共
有
す
る
伝
説
で
あ

る
が
、『
穆
天
子
伝
』
に
お
い
て
、
造
父
が
趙
城
に
封
ぜ
ら
れ

た
記
事
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、『
穆
天
子
伝
』
が
、
河
伯
の
神

を
始
祖
と
し
て
崇
拝
す
る
河
宗
氏
の
河
宗
柏
夭
が
先
導
者
と
な

っ
て
周
穆
王
の
西
征
に
従
い
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
「
河
宗

正
」
の
官
職
を
賜
っ
た
と
い
う
神
話
伝
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
河
宗
柏
夭
以
外
の
随
従
者
の
来
歴
に
つ
い
て
言
及
し
て

い
な
い
と
す
る
（
楊
寛
二
〇
〇
六
）。「
參
百
」
に
つ
い
て
は
、

先
に
と
り
挙
げ
た
巻
四
及
び
『
列
子
』
周
穆
王
篇
に
も
そ
の
名

を
確
認
で
き
る
。「
耿
�
」
に
つ
い
て
、
顧
実
は
、
巻
四
に
見

え
る
「

」
と
と
も
に
『
尚
書
』
書
序
「
穆
王
命
伯
冏
、
爲

周
太
僕
正
、
作
冏
命
」
に
あ
る
「
伯
冏
」
の
こ
と
と
す
る
劉
師

培
の
説
を
引
く
も
、
不
明
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
劉
師
培

の
説
を
も
と
に
「
參
百
」・「
耿
�
」・「

」・「
伯
冏
」
を
同

一
視
す
る
説
も
あ
る
（
市
川
勇
一
九
三
八
）。「
芍
及
」
に
つ
い
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て
は
未
詳
。

（
10
）
「
予
一
人
不
盈
于
�
」
に
つ
い
て
、
小
倉
芳
彦
に
よ
れ
ば
、

「
�
」
は
、
時
代
に
よ
っ
て
概
念
内
容
が
変
化
し
て
お
り
、
春

秋
時
代
に
は
、
巡
視
・
田
猟
・
征
伐
の
三
義
を
そ
な
え
た

「
省
」
を
お
こ
な
う
心
を
指
し
、
現
実
的
行
動
を
含
む
概
念
で

あ
っ
た
が
、
戦
国
期
以
降
は
こ
れ
ら
の
行
為
か
ら
分
離
し
、
行

為
を
発
動
さ
せ
る
内
面
の
働
き
と
と
ら
え
ら
れ
、
内
面
化
・
抽

象
化
す
る
傾
向
に
あ
る
と
す
る
（
小
倉
芳
彦
二
〇
〇
三
）。
ま

た
、『
釋
名
』
釋
言
語
に
は
「
�
、
得
也
。
得
事
宜
也
」
と
あ

り
、
増
淵
龍
夫
は
戦
国
時
代
の
「
�
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
具

体
的
行
為
に
よ
る
恩
恵
授
受
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
情
的

結
合
が
生
じ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
増
淵
龍
夫
一
九
九
六
）。

「
�
」
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
り
、
本
句
に
お
け
る
「
�
」
の
意

味
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
成
書
年
代
を
考
え
る
う
え
で
無

視
で
き
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
本
句
の
「
予
一
人
不
盈
于
�
」
と

い
う
穆
王
の
言
葉
は
、
小
倉
の
い
う
戦
国
期
以
降
の
内
面
化
・

抽
象
化
し
た
「
�
」
の
観
念
に
近
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

「
而
辨
於
樂
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
辨
作
游
樂
之
事
」
と

注
し
て
お
り
、
巻
五
の
「
天
子
曰
、
余
一
人
則
淫
、
不
皇
萬

民
」（5.5a.6

）
に
「
淫
于
遊
樂
」
と
注
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
樂
」
は
楽
し
み
の
こ
と
と
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、「
辨
」
に
つ

い
て
は
、『
列
子
』
周
穆
王
篇
に
「
予
一
人
不
盈
于
�
而
諧
于

樂
」
と
「
辨
」
を
「
諧
」
に
作
っ
て
い
る
が
、「
辨
」
は
『
説

文
』
四
篇
下
「
辧
、
判
也
」
の
段
注
に
「
辧
從
刀
、
俗
作
辨
。

…
…
別
作
從
力
之
�
」
と
あ
り
、
同
十
三
篇
下
力
部
の
徐
鉉
の

新
附
に
「
�
、
致
力
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

穆
王
が
楽
し
み
に
力
を
注
い
で
い
る
と
解
せ
よ
う
。

（
11
）
「
七
萃
之
士
□
天
子
曰
」
の
欠
字
に
つ
い
て
、
顧
実
は
、

「
七
萃
之
士
」
の
後
の
欠
字
に
は
人
名
が
入
る
と
指
摘
し
て
い

る
。「
七
萃
之
士
」
の
穆
王
に
対
す
る
発
話
は
、
巻
六
に
「
七

萃
之
士

豫
、
上
諫
于
天
子
曰
」（6.5a.11

）
と
あ
り
、
本
句

の
文
構
造
と
類
似
し
て
い
る
た
め
、
本
句
の
欠
文
に
も
こ
の
よ

う
な
句
が
入
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
句
以
下

の
言
葉
は
、「
七
萃
之
士
」
の
誰
か
が
天
子
に
対
し
て
述
べ
た

言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）
「
無
失
天
常
」
に
つ
い
て
、「
天
常
」
は
、『
呂
氏
春
秋
』

仲
夏
紀
大
楽
に
「
太
一
出
兩
儀
、
兩
儀
出
陰
陽
。
陰
陽
變
化
、

一
上
一
下
、
合
而
成
章
。
渾
渾
沌
沌
、
離
則
復
合
、
合
則
復
離
、

是
謂
天
常
。
天
地
車
輪
、
終
則
復
始
、
極
則
復
反
、
莫
不
咸
當
。

日
月
星
辰
、
或
疾
或
徐
、
日
月
不
同
、
以
盡
其
行
。
四
時
代
興
、

或
暑
或
寒
、
或
短
或
長
、
或
柔
或
剛
。
萬
物
所
出
、
造
於
太
一
、

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

一
五
六
（
四
三
二
）



化
於
陰
陽
」
と
見
え
、
自
然
事
物
の
千
変
万
化
す
る
様
を
「
天

常
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
句
に
対
し
て
郭
璞
は
「
奉
天
時

也
」
と
注
し
て
お
り
、「
天
時
」
に
つ
い
て
は
、『
周
礼
』
春
官

大
史
「
大
師
、
抱
天
時
」
の
孔
疏
に
「
天
時
、
謂
天
文
見
時
候

者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
の
運
行
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

時
候
・
時
節
と
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
『
管
子
』
牧
民
篇
に
「
不

務
天
時
、
則
財
不
生
」
と
あ
り
、「
天
時
」
す
な
わ
ち
時
節
に

従
っ
て
努
め
な
け
れ
ば
、
財
物
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
考
え
る
に
、「
奉
天
時
也
」
と
は
、
天
体
の
運
行
や
四

季
の
め
ぐ
り
な
ど
、
宇
宙
の
根
本
的
な
は
た
ら
き
に
従
う
こ
と

を
い
い
、
そ
う
す
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、「
天
常
」
は
、
上
博
楚
簡
「
三
徳
」
篇
に
も
「
卉
木
須

時
而
後
奮
、
天
惡
如
忻
、
平
坦
毋
哭
、
明
毋
歌
、
弦
望
齊
宿
、

是
謂
順
天
之
常
。
敬
者
得
之
、
怠
者
失
之
、
是
謂
天
常
」
と
見

え
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
無
失
天
常
」
と
は
、
天
の

根
源
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
四
季
の
め
ぐ
り
を
見
誤
る
こ
と
な

く
、
時
節
に
つ
つ
し
ん
で
従
い
、
務
め
る
こ
と
と
解
さ
れ
よ
う
。

（
13
）
「
農
工
既
得
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
歳
豐
登
也
」
と
注

し
て
お
り
、「
豐
」
に
つ
い
て
は
、
農
民
の
つ
く
る
作
物
が
豊

か
に
実
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、「
登
」
に
つ

い
て
は
、『
礼
記
』
月
令
「
蠶
事
既
登
」
の
鄭
注
に
「
登
、
成

也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
工
人
が
物
を
よ
く
完
成
さ
せ
る
こ
と

を
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
14
）
「
百
姓
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
五
帝
本
紀
「
九
族
既
睦
、

便
章
百
姓
」
の
集
解
に
「『
尚
書
』（
堯
典
）
並
作
平
字
。
孔
安

国
曰
、
百
姓
、
百
官
。
鄭
玄
曰
、
百
姓
、
群
臣
之
父
子
兄
弟
」

と
あ
り
、『
論
語
』
憲
問
「
脩
己
以
安
百
姓
」
の
�
�
疏
に

「
百
姓
、
謂
聚
人
也
。
言
當
脩
己
以
安
天
下
之
聚
人
也
」
と
あ

る
。
ま
た
「
百
姓
」
は
西
周
金
文
に
も
見
え
、《
善
鼎
》（
集
成

2820

西
周
中
期
）
に
「
余
其
用
格
我
宗
子
與
百
生
（
姓
）」
と

あ
り
、
朱
鳳
澣
は
「
百
生
（
姓
）」
を
「

小
宗
、
即

分
族

之
長
」
と
解
す
る
（
朱
鳳
澣
二
〇
〇
四
）。『
穆
天
子
伝
』
に
お

け
る
「
百
姓
」
の
用
例
は
、
本
句
以
外
に
①
「
天
子
曰
朕
非
許

邦
而
恤
百
姓
□
也
」（5.1b.1

）、
②
「
命
虞
人
掠
林
除
藪
、
以

爲
百
姓
材
」（5.3a.1

）
が
あ
る
。
②
の
郭
注
に
「
以
供
人
之
材

用
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
論
語
』
憲
問
の
「
百
姓
」
と
同
様

に
「（
天
下
の
）
人
々
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
「
官
人
」
に
つ
い
て
は
、﹇
五
﹈
注（
11
）参
照
。
本
句
の

「
官
人
」
は
、
郭
璞
が
「
各
視
職
事
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
官

吏
の
汎
称
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
）
「
何
謀
於
樂
」
に
つ
い
て
、
郭
璞
は
「
言
不
規
樂
而
樂
自

及
」
と
し
、
楽
し
み
を
は
か
ら
ず
と
も
、
自
然
と
や
っ
て
く
る

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
五
七
（
四
三
三
）



も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
が
、
本
句
は
、
穆
王
が
田
猟
を
楽

し
ん
だ
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
後
世
の
人
々
が
詮
索
す
る
こ
と

は
な
い
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
17
）
「
與
民
共
利
」
に
つ
い
て
、『
国
語
』
周
語
上
に
「
�
王
説

榮
夷
公
、
�
良
夫
曰
、
王
室
其
將
卑
乎
。
夫
榮
夷
公
好
專
利
而

不
知
大
難
。
夫
利
、
百
物
之
所
生
也
、
天
地
之
所
載
也
、
而
或

專
之
、
其
害
多
矣
。
天
地
百
物
、
皆
將
取
焉
、
胡
可
專
也
。
…
…

其
王
人
者
、
將
導
利
而
布
之
上
下
者
也
」
と
あ
り
、
韋
昭
注
に

「
利
、
生
於
物
也
。
專
利
、
是
專
百
物
也
」、「
載
、
成
也
。
地

受
天
氣
以
成
百
物
也
」、「
天
地
成
百
物
、
民
皆
將
取
用
之
、
何

可
專
其
利
也
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、「
利
」
と

は
、
天
地
が
生
成
す
る
様
々
な
物
で
あ
り
、
本
句
は
、
そ
れ
を

王
が
独
占
す
る
こ
と
な
く
民
と
共
に
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
よ
う
。

（
18
）
穆
王
の
西
征
に
つ
い
て
、『
左
伝
』
昭
公
十
二
年
に
は

「
昔
穆
王
欲
肆
其
心
、
周
行
天
下
、
將
皆
必
有
車
轍
馬
跡
焉
。

祭
公
謀
父
作
祈
招
之
詩
、
以
止
王
心
、
王
是
以
獲
沒
於
祗
宮
」

と
あ
り
、『
国
語
』
周
語
上
に
も
「
穆
王
將
征
犬
戎
、
祭
公
謀

父
諫
曰
、
不
可
…
…
王
不
聽
、
遂
征
之
、
得
四
白
狼
、
四
白
鹿

以
歸
。
自
是
荒
服
者
不
至
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
祭
公
が
穆
王

の
遠
征
を
諫
め
、
止
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
国
語
』
魯
語
下
に
「
周
恭
王
能
庇
昭
・
穆
之
闕
而
爲

恭
」
と
あ
り
、
韋
昭
注
に
「
昭
王
南
征
而
不
反
、
穆
王
欲
肆
其

心
、
皆
有
闕
失
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
世
か
ら
は
、
穆
王
に

失
策
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ

う
に
、
後
世
、
穆
王
の
行
為
に
対
し
て
は
様
々
な
批
判
的
な
見

方
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
本
段
の
穆
王
と
七

萃
の
士
の
会
話
は
、
穆
王
が
、
自
ら
が
楽
し
ん
だ
こ
と
を
後
世

の
人
々
が
責
め
る
の
で
は
な
い
か
、
と
不
安
が
る
も
の
の
、
七

萃
の
士
は
、
時
節
が
正
常
に
推
移
し
、
人
々
の
生
活
が
安
定
し

て
い
る
な
ら
、
王
が
楽
し
ま
れ
た
か
ど
う
か
な
ど
問
題
に
い
た

し
ま
し
ょ
う
か
、
と
穆
王
の
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
の
記
述
と
は
逆
の

判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
矢
島
明
希
子
）
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献
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概
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Ⅲ
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〇
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概
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〇
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﹇
上
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四
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〇
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四
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〇
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﹇
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土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
編

李
学
勤
主
編
『
出
土
文

献
』
第
一
輯
、
上
海
�
中
西
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）。

・
清
華
大
学
二
〇
一
〇

清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心

編
、
李
学
勤
主
編
『
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡
（
壱
）』（
上
海
�

中
西
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）。

・
竹
内
康
浩
一
九
九
九

竹
内
康
浩
「
西
周
金
文
中
の
『
天
子
』

に
つ
い
て
」（
同
論
集
編
集
委
員
会
編
『
論
集

中
国
古
代
の

文
字
と
文
化
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

・
陳
初
生
一
九
八
七

陳
初
生
編
纂
『
金
文
常
用
字
典
』（
西

安
�
陝
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）。

・
陳
�
湛
一
九
九
六

陳
�
湛
「《
穆
天
子
伝
》
疑
難
字
句
研

究
」（『
中
山
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
三
十
六
巻
第
三

期
、
一
九
九
六
年
）。

・
董
同
�
一
九
四
四

董
同
�
『
上
古
音
韻
表
稿
』〈
中
央
研
究

院
歴
史
語
言
研
究
所
単
刊
甲
種
之
二
十
一
〉（
台
北
�
中
央
研

究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
四
四
年
）。

・
馬
承
源
一
九
九
〇

馬
承
源
主
編
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
四
』

（
北
京
�
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。

・
馬
承
源
等
二
〇
〇
三

馬
承
源
・
李
伯
謙
等
「
陝
西
眉
県
出
土

窖
蔵
青
銅
器
筆
談
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
六
期
）。

・
馬
保
春
二
〇
〇
七

馬
保
春
「
山
西
絳
県
横
水
西
周
�
国
大
墓

的
相
関
歴
史
地
理
問
題
」（『
考
古
与
文
物
』
二
〇
〇
七
年
第
六

期
）。

・
濱
川
栄
二
〇
〇
九

濱
川
栄
「『
水
経
注
』
に
見
え
る
「
絶
」

に
つ
い
て
―
―
漢
〜
北
魏
時
代
の
黄
河
下
流
域
の
環
境
と
社

会
」（
同
『
中
国
古
代
の
社
会
と
黄
河
』〈
早
稲
田
大
学
学
術
叢

書
１
〉
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
は
、
鶴
間

和
幸
編
『
黄
河
下
流
域
の
歴
史
と
環
境
―
―
東
ア
ジ
ア
海
文
明

へ
の
道
』〈
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
叢
書
〉
東
方
書
店
、

二
〇
〇
七
年
）。

・
林
巳
奈
夫
一
九
九
九

林
巳
奈
夫
『
中
国
殷
周
時
代
の
武
器
』

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

一
六
〇
（
四
三
六
）



（
再
刊
、
朋
友
書
店
、
一
九
九
九
年
）。

・
彭
裕
商
二
〇
〇
三

彭
裕
商
「
謚
法
考
」（
同
『
西
周
青
銅
器

年
代
綜
合
研
究
』
成
都
�
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

・
増
淵
龍
夫
一
九
九
六

増
淵
龍
夫
「
戦
国
官
僚
制
の
一
性
格
」

（
同
『
新
版

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九

九
六
年
。
初
出
は
「
戦
国
官
僚
制
の
性
格
―
郎
官
と
舎
人
―
」

『
社
会
経
済
史
学
』
第
二
十
一
巻
第
三
号
、
一
九
五
五
年
）。

・
松
丸
道
雄
一
九
九
〇

松
丸
道
雄
解
説
『
甲
骨
文
・
金
文

殷
・
周
・
列
国
』〈
中
国
法
書
選
１
〉（
二
玄
社
、
一
九
九
〇

年
）。

・
武
者
章
二
〇
〇
六

武
者
章
「
西
周
王
権
と
王
統
譜
」（『
史

学
』
第
七
十
五
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

・
山
崎
藍
二
〇
〇
七

山
崎
藍
「
穆
天
子
伝
」（
竹
田
晃
・
黒
田

真
美
子
編
『
中
国
古
典
小
説
選
１
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
七

年
）。

・
楊
寛
二
〇
〇
三

楊
寛
『
楊
寛
古
史
論
文
選
集
』（
上
海
�
上

海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
「
論
西
周
金
文
中

�
六

��
八

�
和
郷
遂
制
度
的
関
係
」『
考
古
』
一
九
六
四

年
第
八
期
。「
再
論
西
周
金
文
中
�
六

�
和
�
八

�
的
性

質
」『
考
古
』
一
九
六
五
年
第
一
〇
期
）。

・
楊
寛
二
〇
〇
六

楊
寛
「《
穆
天
子
伝
》
真
実
来
歴
的
探
討
」

（
同
『
先
秦
史
十
講
』
上
海
�
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年
。
初
出
は
同
『
西
周
史
』
上
海
�
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九

九
九
年
）。

・
李
学
勤
一
九
五
九

李
学
勤
「
戦
国
題
銘
概
述
（
上
）」（『
文

物
』
一
九
五
九
年
第
七
期
）。

・
李
学
勤
一
九
九
〇

李
学
勤
「
穆
公
�
蓋
在
青
銅
器
分
期
上
的

意
義
」（
同
『
新
出
青
銅
器
研
究
』
北
京
�
文
物
出
版
社
、
一

九
九
〇
年
。
初
出
は
『
文
博
』
一
九
八
四
年
第
二
期
）。

・
李
学
勤
二
〇
〇
五

李
学
勤
「
絳
県
横
北
村
大
墓
与
�
国
」

（『
中
国
文
物
報
』
二
〇
〇
五
年
十
二
月
三
十
日
）。

・
李
零
二
〇
〇
六

李
零
「
馮
伯
和
華
姫
―
山
西
絳
県
横
水
西
周

墓
M2
和
M1
的
墓
主
」（『
中
国
文
物
報
』
二
〇
〇
六
年
十
二
月
八

日
）。

『
穆
天
子
伝
』
訳
注
稿
〔
一
〕

一
六
一
（
四
三
七
）


